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総務委員会会議録 

 

平成２６年３月１４日 金曜日 

  午前１０時００分開議 

  午後 ５時３４分閉議（実時間３６１分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．議案第３号・平成２５年度八代市一般会計

補正予算・第１１号（関係分） 

１．議案第５０号・平成２５年度八代市一般会

計補正予算・第１２号（関係分） 

１．議案第１０号・平成２６年度八代市一般会

計予算（関係分） 

１．議案第５１号・平成２６年度八代市一般会

計補正予算・第１号（関係分） 

１．議案第１８号・平成２６年度八代市ケーブ

ルテレビ事業特別会計予算 

１．議案第２４号・専決処分の報告及びその承

認について 

１．議案第２５号・専決処分の報告及びその承

認について 

１．議案第３２号・八代市庁舎建設基金条例の

制定について 

１．議案第２９号・組織機構改革に伴う関係条

例の整理に関する条例の制定について 

１．議案第３０号・八代市職員退職手当支給条

例の一部改正について 

１．議案第３１号・八代市一般職の職員の給与

に関する条例の一部を改正する条例の一部

改正について 

１．議案第３３号・八代市消防団員の定員、任

用、服務等に関する条例の一部改正につい

て 

１．議案第３４号・八代市非常勤消防団員に係

る退職報償金の支給に関する条例の一部改

正について 

１．請願第１号・特定秘密保護法の廃止を求め

る意見書の提出方について 

１．請願第２号・国会に特定秘密保護法廃止の

ための意見書提出を求めることについて 

１．所管事務調査 

 ・総合計画の策定推進等に関する諸問題の調

査 

  （八代市総合計画後期基本計画実施計画

（Ｈ26～Ｈ28）（案）について） 

 ・行財政の運営に関する諸問題の調査 

  （財政計画について） 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  福 嶋 安 徳 君 

副委員長  鈴木田 幸 一 君 

委  員  上 村 哲 三 君 

委  員  島 田 一 已 君 

委  員  田 中   安 君 

委  員  中 山 諭扶哉 君 

委  員  橋 本 幸 一 君 

委  員  矢 本 善 彦 君 

 

※欠席委員         君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

 総務部長       木 本 博 明 君 

  総務部次長     山 田   忍 君 

  人財育成課長    中   勇 二 君 

  財政課長      佐 藤 圭 太 君 

  財政課長補佐    谷 脇 信 博 君 

 企画戦略部長     坂 本 正 治 君 

  企画政策課長    丸 山 智 子 君 

  広報広聴課長    上 田 真 二 君 

  広報広聴課主任   押 方 保 樹 君 

  行政改革課長    豊 本 昌 二 君 

 市民協働部長     山 本 道 弘 君 

  市民協働部次長   脇 坂   裕 君 
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  防災安全課長    東 坂   宰 君 

  防災安全課消防防災係長 髙 田 剛 志 君 
 
  市民活動支援課長 
            澤 田 宗 順 君 
  （消費生活センター所長兼務） 
 

  文化まちづくり課長 和久田 敬 史 君 

  いきいきスポーツ課長 稲 本 俊 一 君 
 
  いきいきスポーツ課 
            豊 田 正 樹 君 
  副主幹兼振興係長 
 

 部局外 

 議会事務局長     田 上 高 広 君 
 
  議会事務局 
            桑 崎 雅 介 君 
  首席審議員兼次長 
 

                              

○記録担当書記     増 田 智 郁 君 

 

（午前１０時００分 開会） 

○委員長（福嶋安徳君） 定刻となり定足数に

達しておりますので、ただいまから総務委員会

を開会いたします。 

 本日の委員会に付します案件は、さきに配付

してあります付託表のとおりであります。 

                              

◎議案第３号・平成２５年度八代市一般会計補

正予算・第１１号（関係分） 

○委員長（福嶋安徳君） 最初に、予算議案の

審査に入ります。 

 まず、議案第３号・平成２５年度八代市一般

会計補正予算・第１１号中、当委員会関係分を

議題とし、説明を求めます。 

 それでは、総務部から、歳入等及び歳出の第

２款・総務費について説明願います。 

○総務部長（木本博明君） はい、委員長。 

○委員長（福嶋安徳君） 木本総務部長。 

○総務部長（木本博明君） はい。改めまして、

おはようございます。（｢おはようございま

す」と呼ぶ者あり） 

 総務委員会に付託されました議案につきまし

て、総務委員会審査案件に従いまして説明をさ

せていただきたいと思いますが、各予算案件で

の全体の歳入と歳出での総務費関係分を山田総

務部次長が、それから、また、歳出の議会費関

係分を桑崎議会事務局次長、それから、消防費、

教育費の市民協働部関係分を脇坂市民協働部次

長が説明いたします。そのほか、議案第１８号

の平成２６年度ケーブルテレビ事業特別会計予

算のほか、議案第２５号以降の事件議案、条例

議案につきましては、それぞれの担当課長が説

明いたします。 

 例年この委員会は長時間に及びまして、大変

お疲れになられると思いますが、どうぞよろし

くお願いいたします。 

○総務部次長（山田 忍君） 委員長。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、山田総務部次

長。 

○総務部次長（山田 忍君） はい。おはよう

ございます。（｢おはようございます」と呼ぶ

者あり）総務部、山田でございます。よろしく

お願いします。それでは、座りまして説明いた

します。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、どうぞ。 

○総務部次長（山田 忍君） まず、この別冊

となっております議案第３号です。議案第３号

・平成２５年度八代市一般会計補正予算・第１

１号をお願いします。当総務委員会付託分につ

いて御説明します。 

 １ページをお願いします。１ページです。 

 まず、第１条、歳入歳出予算の補正でござい

ますが、歳入歳出それぞれ５億５５７６万３０

００円を追加し、補正後の総額を歳入歳出それ

ぞれ５８９億４６７８万７０００円としており

ます。 

 次に、第２条で繰越明許費の補正を、第３条

で地方債の補正をしておりますが、内容につき

ましては４、５ページの表で説明します。 

 それでは、４ページをお願いします。 

 第２表・繰越明許費補正では、本年度内の事

業完了が見込めない事業について、繰越限度額
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の設定の追加や変更を行っております。 

 まず追加ですが、款２・総務費、項１・総務

管理費の携帯電話等エリア整備事業で６２０１

万円の限度額設定を行っておりますが、これは、

一部工事が再入札でも不調となったため適正工

期の確保ができなくなり、本年度内の完了が見

込めないことによるものでございます。 

 続きまして、款５・農林水産業費、項１・農

業費の農業生産総合対策事業で３億９６６０万

８０００円の限度額設定を行っておりますが、

これは、八代地域農業協同組合などが導入しま

す低コスト耐候性ハウスにおいてハウス鋼材の

納期延長が生じたことから、本年度内の完了が

見込めないことによるものでございます。 

 また、同項の市内一円土地改良整備事業で９

２６万１０００円の限度額設定を行っておりま

すが、これは、県営農地基盤整備事業が繰り越

されることに伴い、それに付随して排水機場の

導水路かさ上げ工事を行う本工事も繰り越すこ

とになったことや、鏡町港区の県営海岸保全事

業の支障となる家屋等の補償に不測の日数を要

し、本年度内の完了が見込めないことによるも

のでございます。 

 次の、同款、項２・林業費の市内一円林道新

設改良事業で４２万円の限度額設定を行ってお

りますが、これは、林道菊池人吉線整備事業に

おいて繰越施工となったことから、これに伴う

市負担金も繰り越すことになったものでござい

ます。 

 次の、同款、項３・水産業費の水産基盤整備

交付金事業で５００万円の限度額設定を行って

おりますが、これは、関係機関と不測の調整を

要したため、本年度内の完了が見込めないこと

によるものでございます。 

 続きまして、商工費、項１・商工費の左座家

屋根改修事業で１１１２万６０００円の限度額

設定を行っておりますが、これは、主要材料で

あるカヤが異常気象のため一部しか確保できず、

本年度内の完了が見込めないことによるもので

ございます。 

 続きまして、款７・土木費、項２・道路橋梁

費の市内一円道路改良事業で１億４３２７万６

０００円の限度額設定を行っておりますが、こ

れは、工事用資材の納入に不測の日数を要した

ことなどのため、本年度内の完了が見込めない

ことによるものでございます。 

 また、同項の橋梁長寿命化修繕事業では１３

３２万６０００円の限度額設定を行っておりま

すが、これは、入札不調や通行規制に伴う地元

協議に不測の日数を要したため、本年度内の完

了が見込めないことによるものでございます。 

 また、市内一円橋梁改修事業で２３６１万５

０００円の限度額設定を行っておりますが、こ

れは、橋梁の架設に使用するクレーンの配置に

ついての検討及び地権者との交渉に不測の日数

を要したため、本年度内の完了が見込めないこ

とによるものでございます。 

 次に、同款、項３・河川費の市内一円河川改

修事業で５３６万７０００円の限度額設定を行

っておりますが、これは、入札不調のため、本

年度内の完了が見込めないことによるものでご

ざいます。 

 次に、同款、項４・港湾費の港湾施設改修事

業で１９３４万２０００円の限度額設定を行っ

ておりますが、これは、航路しゅんせつにおけ

る作業船の手配に不測の日数を要したため、本

年度内の完了が見込めないことによるものでご

ざいます。 

 次に、同款、項５・都市計画費の南部幹線道

路整備事業で１億２２００万円の限度額設定を

行っておりますが、これは、工事の支障となる

電柱や架空線の配線ルートの見直し作業及び国

土交通省との占用協議に不測の日数を要したた

め、本年度内の完了が見込めないことによるも

のでございます。 

 また、同項、西片西宮線道路整備事業で１億
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２９６５万６０００円の限度額設定を行ってお

りますが、これは、地権者の移転予定先が文化

財包蔵地であることから、試掘調査や建築確認

に伴う公聴会並びに建築審査会などに不測の日

数を要したため、本年度内の完了が見込めない

ことによるものでございます。 

 また、同項、八千把地区土地区画整理事業で

９３５０万円の限度額設定を行っておりますが、

これは、一部の地権者からの仮換地先の調整な

どに不測の日数を要したため、本年度内の完了

が見込めないことによるものでございます。 

 続きまして、款９・教育費、項２・小学校費

の金剛小学校校舎改築事業で１７５１万７００

０円の限度額設定を行っておりますが、これは、

学校などからの要望への対応のための計画見直

しが必要となったため、本年度内の完了が見込

めないことによるものでございます。 

 次に、項３・中学校費の第六中学校体育館改

築事業で１３８５万円の限度額設定を行ってお

りますが、これは、学校要望による平面計画の

検討に日数を要したことなどのため、本年度内

の完了が見込めないことによるものでございま

す。 

 次に、項４・特別支援学校費の特別支援学校

校舎改築等事業で４４９８万８０００円の限度

額設定を行っておりますが、これは、渡り廊下

部分の補助内定がずれ込んだため、本年度内の

完了が見込めないことによるものでございます。 

 ２、変更ですが、款の５・農林水産業費、項

１・農業費の農業基盤整備促進事業で補正後の

限度額を６億３２００万円に変更しております

が、これは、農業関係資材の納入に不測の日数

を要したため、本年度内の完了が見込めないこ

とによるものでございます。 

 続きまして、款９・教育費、項３・中学校費

の第四中学校体育館改築事業で補正後の限度額

を１億９７１万１０００円に変更しております

が、これは、計画通知手続のおくれや資材不足

などのため、本年度内の完了が見込めないこと

によるものでございます。 

 第３表・地方債補正では変更を行っておりま

すが、詳しい内容は１２ページの歳入、款２１

・市債で説明します。なお、起債の方法、利率、

償還の方法につきましては、補正前と同じでご

ざいます。 

 続きまして、歳入を説明します。 

 ９ページをお願いします。 

 まず、款１２・分担金及び負担金、項２・負

担金、目２・民生費負担金、節２・児童福祉費

負担金で５０９万５０００円を計上しておりま

すが、私立保育所の保育単価の増加による保育

料の増加でございます。 

 次に、款１４・国庫支出金、項１・国庫負担

金、目１・民生費国庫負担金、節１・社会福祉

費負担金で４５１３万９０００円を計上してお

りますが、利用者数及び１人当たりの利用料の

増加に伴う障害者自立支援給付費負担金でござ

います。次に、同目、節２・児童福祉費負担金

９１４万７０００円は、私立保育所の保育単価

の増加による保育所運営費負担金の増加でござ

います。 

 続きまして、項の２・国庫補助金、目２・民

生費国庫補助金、節１・社会福祉費補助金で６

００万円を計上しておりますが、これは平成２

６年度に開設予定の複合型サービス事業所２カ

所に対する地域介護・福祉空間整備等交付金で

ございます。 

 次に、１０ページをお願いします。 

 款１５・県支出金、項１・県負担金、目１・

民生費県負担金、節１・社会福祉費負担金で２

２５６万９０００円を計上しておりますが、こ

れは利用者数及び１人当たりの利用料の増加に

伴う障害者自立支援給付費負担金でございます。

次に、同目、節２・児童福祉費負担金で４５７

万３０００円を計上しておりますが、これは私

立保育所の保育単価の増加による保育所運営費
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負担金の増加でございます。 

 続きまして、款１５・県支出金、項２・県補

助金、目１・総務費県補助金、節１・総務管理

費補助金で１４８１万５０００円を計上してお

りますが、地方バス運行等特別対策補助金でご

ざいます。 

 次に、款１６・財産収入、項２・財産売払収

入、目１・不動産売払収入、節１・土地売払収

入２３３１万５０００円を計上しておりますが、

八千把地区土地区画整理事業保留地売払収入で

ございます。 

 次に、１１ページになりますが、款１７、項

１・寄附金、目２・民生費寄附金、節１・社会

福祉費寄附金で６２万円を計上しておりますが、

一般社団法人八代弘済会などからの地域福祉基

金への寄附金があったことによる増額でござい

ます。 

 次に、款１９、項１、目１、節１・繰越金の

４億２６９４万円は、本補正予算の一般財源で

ございます。 

 次に、款２０・諸収入、項４、目５、節９・

雑入で１７５５万円を減額補正としております

が、平成２５年度に予定していた硴原排水機場

のエンジン整備工事の実施年度が平成２６年度

に先送りされたことから、それに伴う土地改良

施設維持管理適正化事業交付金を全額減額する

ものでございます。 

 次に、１２ページになりますが、款２１、項

１・市債、目２・農林水産業債、節１・農業債

で１５１０万円を計上しておりますが、これは、

県営土地改良事業の事業費が増額され、それに

伴う市負担金が増額されたことから補正するも

ので、鏡町塩浜地区の県営経営体育成基盤整備

事業負担金３００万円の９０％の市債２７０万

円や八代海岸地区の県営海岸保全事業負担金９

５２万５０００円の約９０％の市債８４０万円、

また、新牟田地区の地域密着型農業基盤整備事

業負担金４５０万円の９０％の市債４００万円

でございます。 

 以上、今回補正の歳入合計５億５５７６万３

０００円の説明とします。 

 続きまして、歳出をお願いします。 

 １３ページです。 

 款２・総務費でございます。項１・総務管理

費、目１・一般管理費では１億６８５万１００

０円を計上しておりますが、退職者１０人の増

加による退職手当の不足分と平成２５年４月か

らの退職手当の減額分の相殺後の額でございま

す。 

 同項、目７・交通防犯対策費では１億６０８

６万円を計上しております。地方バス運行等特

別対策補助金で、産交バス株式会社、株式会社

麻生交通にそれぞれ補助します。これは、平成

２４年１０月から平成２５年９月までの１年間

の決算額がまとまりましたことから補助するも

のでございます。なお、特定財源として県補助

金があります。 

 同項、目１０・諸費では１億２７１３万１０

００円を計上しております。まず、法人市民税

の還付が生じましたことから、過年度市税等過

誤納還付金６７０万円と、生活保護費国庫負担

金などの国県支出金等返還金で、過年度に交付

された国県支出金等の精算に伴う超過交付分を

返還するもので、１億２０４３万１０００円で

ございます。 

 以上、歳出の説明とします。 

 これで、平成２５年度八代市一般会計補正予

算・第１１号の総務委員会付託分の説明といた

します。御審議よろしくお願いいたします。 

○委員長（福嶋安徳君） はい。以上の部分に

ついて一括して質疑を行います。何かありませ

んか。 

○委員（鈴木田幸一君） よかですか。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、鈴木田委員。 

○委員（鈴木田幸一君） はい。４ページので

すね、繰越明許費の補正の土木費のですね、こ
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れ全般にちょっと理由を言っていただきました

けれどもですね、その中に入札不調とか作業日

数の不足とかが言われておりましたが、これに

ついては、例えば、こら私の所見でありますけ

れども、入札不調というとはですね、結局、業

者の方がその金額では仕事ができないんだって

いうことが中心っていうふうに捉えております

けど、そういうことですかね。 

○総務部次長（山田 忍君） 委員長。 

○委員長（福嶋安徳君） 山田総務部次長。 

○総務部次長（山田 忍君） はい。入札不調

につきましては、いろいろ事情があると思いま

す。一番多いというふうに聞いておりますの

は、要するに業者のほうで、今、各界ですね、

各業界でいろんな工事が入ってますもんですか

ら、業者のほうの手持ちの工事が多過ぎて、市

の工事まで手を出せないというようなことが一

番多いというふうに聞いております。はい。 

 以上です。 

○委員（鈴木田幸一君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、鈴木田委員。 

○委員（鈴木田幸一君） はい。今、非常に社

会的にデフレが、デフレ状況があるわけなんで

すけれども、仕事が多過ぎて事業がなかなか手

につかないっていうことであるならば、それは

それでいいて思うんですよ。 

 ただ、基本的に、行政が行う事業について

は、地域活性化の起爆剤であるていう、そうい

うふうな意味合いがありましたので、そういっ

た意味からはですね、単に業者の方が仕事をし

て、なかなかもうけが少ないからていう理由で

もし入札不調があるてするならば、大きな問題

であるっていうふうに考えます。 

 やはり仕事をしてもらって、この、私たち公

な機関が仕事を出す場合は、単に費用対効果と

か、あるいは入札率が低い高いとかいうだけの

問題ではなくて、社会全体のことを考えたとこ

ろのですね、この公共事業の意味合いちゅうの

も考えていただきたいっていうふうに思いま

す。 

 以上です。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、いいですか。 

 ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） はい。ないようであ

りますならば、次に進みます。以上で質疑を終

了します。 

 意見がありましたら、お願いいたします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） ないようでございま

す。これより採決いたします。 

 議案第３号・平成２５年度八代市一般会計補

正予算・第１１号中、当委員会関係分について、

原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めま

す。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（福嶋安徳君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。（｢ありが

とうございました」と呼ぶ者あり） 

                              

◎議案第５０号・平成２５年度八代市一般会計

補正予算・第１２号（関係分） 

○委員長（福嶋安徳君） 次に、議案第５０号

・平成２５年度八代市一般会計補正予算・第１

２号中、当委員会関係分を議題とし、説明を求

めます。 

○総務部次長（山田 忍君） 委員長。 

○委員長（福嶋安徳君） 山田総務部次長。 

○総務部次長（山田 忍君） はい。それで

は、引き続き、座りまして説明いたします。 

 こちらです。別冊でございますが、議案第５

０号・平成２５年度八代市一般会計補正予算・

第１２号をお願いします。当総務委員会付託分

について御説明します。 

 １ページをお願いします。 

 まず、第１条、歳入歳出予算の補正でござい
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ますが、歳入歳出それぞれ２６６０万円を減額

し、補正後の総額を歳入歳出それぞれ５８９億

２０１８万７０００円としております。 

 次に、第２条で債務負担行為の補正をしてお

りますが、内容につきましては２ページの表で

説明します。 

 それでは、２ページをお願いします。 

 下段の第２表・債務負担行為補正で、環境セ

ンター建設事業者選定アドバイザリー業務委託

についての新たな債務負担行為の設定を行って

おります。これは、環境センター建設に当たっ

て、それを実施する事業者の選定業務を支援す

るコンサルタントへの業務委託で、平成２４年

度に、２５年度を債務負担の期間に、また、２

６６０万円を債務負担の限度額に債務負担行為

の設定を行っておりましたが、平成２５年度中

に事業者選定が終了しなかったことから、期間

の平成２６年度への延長、また、限度額の増額

が必要となり、平成２５年度に新たに限度額を

３１８５万８０００円とする債務負担行為の設

定の手続を行うこととなったものです。なお、

従来分の債務負担行為による平成２５年度の予

算額は減額としております。 

 続きまして、歳入を説明します。 

 ６ページをお願いします。 

 款１９、項１、目１、節１・繰越金で２６６

０万円を減額しておりますが、これは本補正予

算の一般財源の調整額でございます。なお、特

定財源はありません。 

 以上、今回補正の歳入合計減額の２６６０万

円の説明とします。 

 なお、総務委員会付託の歳出はありませんの

で、これで平成２５年度八代市一般会計補正予

算・第１２号の総務委員会付託分の説明といた

します。御審議よろしくお願いいたします。 

○委員長（福嶋安徳君） はい。以上の部分に

ついて一括して質疑を行います。何かありませ

んか。はい。ないようでございますけど……。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） はい。それでは、以

上で質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） ないようです。これ

より採決いたします。 

 議案第５０号・平成２５年度八代市一般会計

補正予算・第１２号中、当委員会関係分につい

て、原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求

めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（福嶋安徳君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。（｢ありが

とうございました」と呼ぶ者あり） 

                              

◎議案第１０号・平成２６年度八代市一般会計

予算（関係分） 

○委員長（福嶋安徳君） 次に、議案第１０

号・平成２６年度八代市一般会計予算中、当

委員会関係分を議題とし、説明を求めます。 

 それでは、まず歳入等について、総務部か

ら説明願います。 

○総務部次長（山田 忍君） 委員長。 

○委員長（福嶋安徳君） 山田総務部次長。 

○総務部次長（山田 忍君） はい。引き続

き、座りまして説明いたします。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、どうぞ。 

○総務部次長（山田 忍君） それでは、別冊

となっております議案第１０号です。平成２６

年度八代市一般会計予算をお願いします。総務

委員会付託分について御説明します。まず歳入

などを説明します。長時間の説明になりますが、

よろしくお願いします。 

 一般会計予算書の３ページですね。３ページ

をお願いします。 

 はい。まず、第１条、歳入歳出予算でござい

ますが、今回予算総額を歳入歳出それぞれ５４
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０億６１００万円と定めております。 

 第２条は債務負担行為、第３条は地方債でご

ざいますが、内容につきましては９ページから

１１ページの表で説明します。 

 次に、第４条、一時借入金でございますが、

本市の歳計現金に不足が生じた場合に、その支

払いの資金を補うために一時的に金融機関から

借り入れを行いますが、その借り入れの最高額

を８５億円と定めております。 

 第５条、歳出予算の流用でございますが、各

項の経費の金額を流用することができる場合を

定めております。 

 続きまして、９ページをお願いします。 

 第２表・債務負担行為でございます。 

 まず、収納支援システムリース経費でござい

ます。期間を平成２７年度から３１年度まで、

限度額を２４６３万８０００円に設定しており

ます。 

 次に、環境センター施設整備・運営事業でご

ざいます。期間を平成２６年度から４９年度ま

で、限度額を１９５億４２８５万９０００円に

設定しております。 

 次に、環境センター設計・施工監理業務委託

でございます。期間を平成２６年度から２９年

度まで、限度額を１億５０００万円に設定して

おります。 

 次に、環境センター環境影響評価事後調査業

務委託でございます。期間を平成２６年度から

３０年度まで、限度額を３７４３万３０００円

に設定しております。 

 次に、平成２６年度土地改良融資事業に対す

る元利補給金でございます。期間を平成２７年

度から４１年度まで、限度額を１億８５６万２

０００円に設定しております。 

 次に、合併処理浄化槽設置資金貸付に対する

利子補給金でございます。期間を借入年度から

返済年度まで、限度額を貸付限度額５０万円に

対する利子補給に設定しております。 

 次に、日奈久浜町ポンプ場施設整備事業でご

ざいます。期間を平成２７年度まで、限度額を

８９００万円に設定しております。 

 次に、八代市小・中・特別支援学校情報教育

システムリースでございます。期間につきまし

ては、申しわけありませんが、別途ですね、き

ょうですかね、配付しております正誤表のとお

りでございまして、期間を平成２７年度から、

変わっていますの３１年ですね、３１年度まで、

限度額を２億３４０７万２０００円に設定をし

ております。 

 最後に、がらっぱ広場管理運営委託（消費税

率引き上げ分）でございます。期間を平成２７

年度まで、限度額を６０００円に設定しており

ます。 

 次に、１０ページをお願いします。 

 第３表・地方債でございます。それぞれ起債

の目的、限度額、起債の方法などを定めている

ものでございます。詳しい内容は、４９ページ

の下の表の歳入、款２１・市債で説明します。 

 続きまして、１７ページ、１７ページをお願

いします。 

 歳入でございます。歳入につきましては、５

１ページまでと相当なページ数となりますので、

国・県の支出金など事業に伴う特定財源につい

ては、主なものを説明いたします。 

 款１・市税でございます。 

 まず、項１・市民税、目１・個人で４６億９

７００万円を計上しております。前年度と比較

しますと２億９６００万円の増でございますが、

農業所得の伸びもあり、前年度の決算見込みか

ら算出したものでございます。 

 次に、同項、目２・法人で１１億２１００万

円を計上しております。前年度と比較しますと

１億２３００万円の増でございますが、大企業

の動向、前年度の決算見込みから算出したもの

でございます。 

 続きまして、項２・固定資産税、目１・固定
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資産税では、土地、家屋、償却資産に係るもの

で６７億７５０２万３０００円を計上しており

ますが、前年度とほぼ同額でございます。前年

度の決算見込みから算出したもので、土地分の

減、家屋分の増と見込んでおります。 

 次に、同項、目２・国有資産等所在市交付金

は４７５２万２０００円を計上しております。

これは国・県の施設が所在する市町村に交付さ

れるものでございます。 

 続きまして、１８ページをお願いします。 

 項３・軽自動車税は、前年度の決算見込みか

ら３億１０５０万円を計上しております。前年

度とほぼ同額を見込んでおります。 

 続きまして、項４・市たばこ税は、前年度の

決算見込みから８億７２００万円を計上してお

ります。 

 また、項５・入湯税では、前年度の決算見込

みから１３００万円を計上しております。 

 続きまして、１９ページをお願いします。 

 款の２・地方譲与税でございます。 

 項１、目１・地方揮発油譲与税でございます

が、１億４２００万円を計上しております。こ

れは、国税である地方揮発油税の４２％が、市

道の延長、面積に応じ市町村に交付されるもの

でございます。 

 続きまして、項の２、目１の自動車重量譲与

税でございますが、前年度の決算見込みから３

億３０００万円を計上しております。これは、

国税として徴収されます自動車重量税の１００

０分の４０７が、市道の延長、面積に応じ市町

村に交付されるものでございます。 

 続きまして、項３・特別とん譲与税でござい

ますが、国の見込みを参考に前年の同額の２３

８０万円を計上しております。これは、外国貿

易船の入港に際し、船の純トン数に応じ港の所

在市町村に譲与されるものでございます。 

 続きまして、２０ページをお願いします。 

 款の３・利子割交付金では２３７０万円を計

上しております。これは、県が徴収した県民税

利子割収入のうち、個人に係る利子相当分の５

分の３の額が、個人県民税の収入割合に応じて

県から市町村に交付されるものでございます。 

 続きまして、款４・配当割交付金で２５００

万円を計上しております。これは、県に納入さ

れた配当割に相当する額に政令で定める率を乗

じて得た額の５分の３に相当する額が、個人県

民税の収入割合に応じて県から市町村に交付さ

れるものでございます。 

 続きまして、款５・株式等譲渡所得割交付金

では３９０万円を計上しております。これは、

県に納付された株式等譲渡所得割額に相当する

額に政令で定める率を乗じて得た額の５分の３

に相当する額が、個人県民税の収入割合に応じ

て県から市町村に交付されるものでございます。 

 続きまして、２１ページをお願いします。 

 款６・地方消費税交付金で１２億６５００万

円を計上しております。これは、県の地方消費

税収入額の２分の１相当額が、国勢調査の人口

及び事業所・企業統計調査の従業者数に応じて

市町村に交付されるものでございます。 

 続きまして、款７・ゴルフ場利用税交付金で

７００万円を計上しております。これは、県に

納められたゴルフ場利用税の１０分の７に相当

する額が、ゴルフ場設置に伴い市町村の財政需

要が増加することなどに配慮し、ゴルフ場所在

の市町村に交付されるものでございます。 

 続きまして、款の８・自動車取得税交付金で

ございますが、４２００万円を計上しておりま

す。前年度の半分以下になっておりますのは、

暫定税率である取得価格の５％が本則税率の３

％になるためでございます。これは、県に納め

られた自動車取得税に９５％を乗じた額の１０

分の７に相当する額が、市町村道路の延長及び

面積に応じて市町村に交付されるものでござい

ます。 

 続きまして、２２ページをお願いします。 
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 款の９、項の１・地方特例交付金、目１・減

収補てん特例交付金で３５００万円を計上して

おります。これは、個人住民税における住宅ロ

ーン控除による減収を補塡するもので、国から

交付されるものでございます。 

 続きまして、款１０・地方交付税では、前年

度の決算見込みや国の見込みに基づいて算出い

たしました結果、１６８億５０００万円を計上

しております。これは国から交付されるもので、

基準財政需要額と基準財政収入額の差額に対し

交付される普通交付税と、特別な財政需要を考

慮して交付される特別交付税でございます。 

 続きまして、款１１・交通安全対策特別交付

金では２３００万円を計上しております。これ

は、道路交通法違反で納付される反則金が、交

通事故の発生件数などをもとに国から交付され

るものでございます。 

 続きまして、２３ページをお願いします。 

 款１２・分担金及び負担金でございます。 

 まず、項１・分担金、目１・農林水産業費分

担金で９３５０万円を計上しております。 

 主なものは、節１・農業費分担金の市内一円

の排水路改修工事の事業分担金９２００万円で

ございます。 

 次に、項２・負担金、目１・総務費負担金９

７３万６０００円は、八代地域イントラネット

運用にかかる氷川町負担金でございます。 

 次に、同項、目２・民生費負担金で８億８７

５３万１０００円を計上しております。 

 節１・社会福祉費負担金２９５６万円は、説

明欄に記載しております老人福祉施設などの入

所者負担金などでございます。節２・児童福祉

費負担金８億５７９７万１０００円の主なもの

は、説明欄の上から４つ目、５つ目に記載して

おります公立保育所保育料、私立保育所保育料

などでございます。 

 続きまして、２４ページになりますが、款１

３・使用料及び手数料でございます。 

 項１・使用料、目１・総務使用料で１７１９

万６０００円を計上しております。市営の中央

駐車場及び新八代駅東口駐車場の使用料が主な

ものでございます。 

 次に、同項、目３・衛生使用料２５３６万１

０００円でございますが、斎場使用料、また、

２５ページになりますが、千丁等地域福祉保健

センター使用料などでございます。 

 次に、同項、目６・土木使用料でございます

が、２億５８０８万２０００円を計上しており

ます。 

 節１・道路橋梁使用料４４４２万３０００円

は、電柱などの道路占用料が主なものでござい

ます。 

 ２６ページになりますが、節４・住宅使用料

２億１０７８万５０００円は、３１団地分の市

営住宅使用料などでございます。 

 次に、同項、目８・教育使用料で６７５８万

円を計上しております。前年度に比べ大幅に減

少しているのは、総合体育館など８体育施設が

指定管理に移行したためでございます。 

 主なものは、節２・幼稚園使用料１８０７万

８０００円、厚生会館使用料などの節３・社会

教育施設使用料３５０６万２０００円、２７ペ

ージになりますが、夜間照明使用料などの節４

・社会体育施設使用料９２４万１０００円でご

ざいます。 

 続きまして、項２・手数料、目１・総務手数

料で７３０４万８０００円を計上しております

が、主なものは、２８ページになりますが、住

民票の写し、印鑑証明などの発行に係る節３の

戸籍住民基本台帳手数料５８５０万円でござい

ます。 

 次は、同項、目２・衛生手数料３億３０３０

万８０００円でございます。 

 主なものは、節２の清掃センターへの搬入ご

み処理手数料、２つ飛びまして、ごみの有料指

定袋処理手数料でございます。 
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 続きまして、２９ページをお願いします。 

 款１４・国庫支出金でございます。 

 項１・国庫負担金、目１・民生費国庫負担金

は６４億２４９４万７０００円で、前年度より

２９２２万７０００円の増となっております。

増加の主な要因は、障害者自立支援給付費負担

金の増加によるものでございます。 

 節１の社会福祉費負担金１４億３９２１万９

０００円は、説明欄２つ目の障害者の生活介護

等に係る障害者自立支援給付費負担金が主なも

のでございます。次に、節２・児童福祉費負担

金２９億８７３８万円でございますが、私立の

保育所運営費負担金、中学生まで支給される児

童手当負担金、ひとり親家庭等に児童を養育す

る手当を支給する児童扶養手当負担金が主なも

のございます。次の節３・生活保護費負担金は、

前年に比べ若干の減少となっております。 

 続きまして、３０ページをお願いします。 

 項の２・国庫補助金、目１・総務費国庫補助

金では３４０８万２０００円を計上しておりま

す。合併した市町村に交付される市町村合併推

進体制整備費補助金は、本市には総額７億５０

００万円が交付されます。本年度は、議会中継

システム更新に２３６０万円、地域公共交通調

査事業に１０４８万２０００円を予定しており

ます。 

 次に、同項、目２・民生費国庫補助金では９

億５８２１万１０００円を計上しております。

前年度に比べ大幅に増加していますのは、消費

税増税対策の臨時福祉給付金事業補助金及び子

育て世帯臨時特例給付金事業補助金によるもの

でございます。 

 節１・社会福祉費補助金７億８３４７万４０

００円の主なものは、障害者、障害児が自立し

た日常、社会生活を営むために行われる活動支

援センター、日常生活用具給付事業などに対す

る地域生活支援事業補助金、本年４月から消費

税が５％から８％に増税されることに伴う低所

得者対策として、平成２６年度市民税非課税者

に１万円、一部の対象者には１万５０００円を

給付する臨時福祉給付金事業補助金でございま

す。節２・児童福祉費補助金１億６８７１万円

は、消費税増税対策として児童手当受給対象と

なる児童を基本に１万円を給付する子育て世帯

臨時特例給付金事業補助金などでございます。 

 次に、同項、目３・衛生費国庫補助金４３３

５万３０００円は、節２・生活環境費補助金が

２７３５万１０００円で、小型合併処理浄化槽

設置事業費補助金が主なものでございます。 

 次に、３１ページをお願いします。 

 同項、目４・農林水産業費国庫補助金７５７

８万４０００円は、荷さばき施設の建設工事に

伴う水産業強化対策推進交付金で、前年度に比

べ大幅に増加しております。 

 次に、同項、目５・土木費国庫補助金５億９

４７３万円でございます。前年度と比べ８５５

６万４０００円の増加は、南部幹線道路整備事

業の増によるものでございます。 

 節１・道路橋梁費補助金１億２４７４万円の

主なものは、説明欄の中ほどにあります野津橋

小路長溝線改良事業でございます。節２・都市

計画費補助金４億４２２７万６０００円は、説

明欄の南部幹線や西片西宮線道路整備事業、八

千把地区土地区画整理事業などでございます。

節３・住宅費補助金２７７１万４０００円は、

老朽危険空き家等除却促進事業補助金、千丁体

育館、農村婦人の家の耐震改修に対する公共施

設耐震改修事業補助金でございます。 

 次、目６・教育費国庫補助金１億６９２５万

２０００円は、前年度と比べ大幅な増加となっ

ておりますのは、節２・小学校費補助金の１億

５６７８万円で、３２ページになりますが、金

剛小学校校舎改築事業補助金が主なものでござ

います。 

 続きまして、３３ページになりますが、項３

・委託金、目２の民生費委託金２８８７万９０
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００円は、節１・社会福祉費委託金の基礎年金

等事務費交付金が主なものでございます。 

 続きまして、款１５・県支出金でございます。 

 項１・県負担金、目１・民生費県負担金で２

４億８７６０万１０００円を計上しております。

前年度に比べ１億２７４７万２０００円の増加

でございますが、国民健康保険基盤安定保険税

軽減分負担金、後期高齢者医療保険基盤安定負

担金、障害者自立支援給付費負担金などの増加

によるものでございます。 

 まず、節１・社会福祉費負担金１５億５７６

万２０００円でございますが、これは、説明欄

一番上の国民健康保険基盤安定保険税軽減分負

担金、１つ飛んで、後期高齢者医療保険基盤安

定負担金、これも同様に保険料軽減分に係るも

のでございます。また、次の障害者の生活介護

等に係る障害者自立支援給付費負担金などが主

なものでございます。次に、節２・児童福祉費

負担金９億５８８３万９０００円でございます

が、これは私立の保育所運営費負担金、児童手

当負担金が主なものでございます。 

 続きまして、３４ページになりますが、項２

・県補助金、目１・総務費県補助金１１７０万

４０００円は、坂本町の大平発電所及び泉町の

五家荘発電所２カ所分の熊本県電源立地地域対

策交付金が主なものでございます。 

 次に、同項、目２・民生費県補助金では５億

８６４５万４０００円を計上しております。前

年度に比べ１億９２２万９０００円の増加です

が、保育士等処遇改善臨時特例事業補助金など

によるものでございます。 

 節１・社会福祉費補助金の主なものは、上か

ら３番目の重度心身障がい者医療費助成事業費

補助金や、失業者の住宅手当の支援、就労支援

員の雇用に対する熊本県緊急雇用創出基金市町

村補助金でございます。 

 次に、３５ページになりますが、節２・児童

福祉費補助金の主なものは、小学生の放課後児

童クラブに対する放課後児童健全育成事業費補

助金や私立保育所での休日保育、延長保育等の

事業に対する特別保育事業費補助金、保育士等

の処遇改善に取り組む保育所に対し賃金上乗せ

などに要する経費を補助する保育士等処遇改善

臨時特例事業補助金などでございます。 

 次に、同項、目３・衛生費県補助金では１億

２９９６万円を計上しております。前年度に比

べ３７９９万７０００円の増ですが、熊本県市

町村等再生可能エネルギー等導入促進事業補助

金の増などによるものでございます。 

 節１・保健衛生費補助金７４３８万４０００

円は、乳幼児医療費助成事業費補助金、本年度

から実施しますフッ化物洗口事業に対する熊本

県むし歯予防対策事業費補助金などでございま

す。 

 次に、３６ページをお願いします。 

 節２・生活環境費補助金５５５７万６０００

円は、千丁支所庁舎に太陽光発電及び蓄電設備

を設置する熊本県市町村等再生可能エネルギー

等導入促進事業補助金が主なものでございま

す。 

 次に、同項、目４・農林水産業費県補助金で

は４億９５１４万９０００円を計上しておりま

す。前年度と比べ９５００万円の増加ですが、

農業基盤整備促進事業補助金の増が主なもので

ございます。 

 節１・農業費補助金４億１２４２万１０００

円でございますが、主なものは、３つ目のハー

ベスターや畳表トレーサビリティー導入などに

対するいぐさ・畳表生産体制強化緊急対策事業

補助金、説明欄の下のほうの地籍調査事業費補

助金、３７ページになりますが、土地改良区が

行います暗渠排水等の整備に対する農業基盤整

備促進事業補助金などでございます。節２・林

業費補助金８０７０万８０００円でございます

が、間伐等の森林整備の加速化と間伐材等の森

林資源を活用した林業、木材産業等の地域産業
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の再生を図るため、実施事業体の機械導入に対

する緑の産業再生プロジェクト促進事業補助

金、林道八竜山線及び菖蒲谷線の開設に対する

林業専用道開設事業補助金が主なものでござい

ます。 

 次に、同項、目５・商工費県補助金９２５万

５０００円は、スマホの中に商店街事業など緊

急雇用創出基金事業補助金でございます。 

 続きまして、３８ページの下のほうの項３・

委託金、目１・総務費委託金で２億２２５３万

５０００円を計上しておりますが、前年度に比

べ３４６４万４０００円の減となっておりま

す。これは前年度に参議院議員選挙があったこ

とによるものでございます。なお、主なもの

は、節２・徴税費委託金の県民税徴収事務委託

金でございます。 

 続きまして、４０ページをお願いします。 

 款１６・財産収入でございます。 

 まず、項１・財産運用収入、目１・財産貸

付収入１６５６万９０００円は、前年度に比

べ７６７万５０００円の増となっております

が、日奈久埋立地のメガソーラーの貸付収入

の増が主なものでございます。 

 次に、同項、目２・利子及び配当金１５１

９万８０００円は、次の４１ページにかけて

記載しております各基金の利子が主なもので

ございます。 

 続きまして、項２・財産売払収入、目１・

不動産売払収入７４４７万円は、八千把地区

土地区画整理事業保留地の売却収入などでご

ざいます。 

 続きまして、４２ページをお願いします。 

 款１７・寄附金でございます。 

 項１・寄附金、目１・総務費寄附金１２８

２万円は、ふるさと納税に伴うふるさと八代

元気づくり応援寄附金とウインズ八代の立地

に伴います日本中央競馬会事業所周辺環境整

備寄附金でございます。 

 続きまして、４３ページの款１８・繰入金

でございます。 

 項１・基金繰入金の主なものは、目５・八

千把地区土地区画整理事業基金繰入金６８０

０万円、４４ページになりますが、目９・減

債基金繰入金３３５０万円でございます。こ

れは、平成２１年度に日奈久温泉センターな

どの建設資金として市民から募りました２億

円の市場公募債の５年満期を迎え、本年度返

済することになりますが、ルールにより５年

間減債基金に積み立てたものを今回取り崩す

ものでございます。 

 続きまして、款１９・繰越金でございます。

平成２５年度からの繰越金を前年度同額の１

０億円計上しております。 

 続きまして、４５ページの款２０・諸収入

でございます。 

 まず、項１・延滞金加算金及び過料でござ

いますが、目１・延滞金で前年度の決算見込

みから１０００万円を計上しております。 

 続きまして、項３・貸付金元利収入の目１

・総務費貸付金元利収入で２３１６万２００

０円を計上しております。市が地域総合整備

財団の支援を得て、民間事業者に無利子の貸

し付けを行っているものに対しての元金返済

分である地域総合整備資金貸付金元金収入が

主なものでございます。 

 次に、４６ページになりますが、同項、目

４・商工費貸付金元利収入で５億円を計上し

ております。説明欄の１つ目、中小企業経営

安定特別融資預託金元金収入を初めとする各

預託金の元金収入でございます。 

 続きまして、４７ページの項４・雑入、目

５・雑入では３億３４７万２０００円を計上

しております。前年度に比べ２９９１万１０

００円の減少でございます。県企業局の瀬戸

石鎌瀬線改良事業に対する負担金の減、清掃

センターの再資源化物販売代金納付金の減な
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どによるものでございます。主なものとしま

して、節２・消防団員等公務災害補償等共済

基金収入で消防団員退職報償金、次の節３・

公営住宅共益費などでございます。そのほか、

節８・雑入で１億９６１２万８０００円を計

上しておりますが、主なものは、説明欄上か

ら、宝くじを財源とする熊本県市町村協会市

町村交付金、県企業局の瀬戸石鎌瀬線改良事

業に対する負担金、４８ページになりますが、

排水機場のエンジン整備工事費に対する土地

改良施設維持管理適正化事業交付金、清掃セ

ンターにおけるアルミニウム等再資源化物販

売代金納付金、県後期高齢者医療広域連合派

遣職員の給与負担金、人事交流で県に派遣し

ている職員に対する県からの交流職員給与負

担金などでございます。 

 最後に、４９ページの下から、款２１・市

債でございます。 

 まず、項１・市債、目１・総務債は、地方

財源の不足分を補塡します臨時財政対策債２

１億９０００万円でございます。 

 次に、同項、目２・農林水産業債は１億６

５８０万円でございまして、節１・農業債で

昭和地区等の県営経営体育成基盤整備事業負

担金の９０％の６６６０万円、５０ページに

なりますが、文政地区などの県営海岸保全事

業負担金の９０％の２５８０万円や、節２・

林道債では林道八竜山線及び菖蒲谷線の開設

事業費から県補助金を除く１００％の林業専

用道開設事業２６９０万円が主なものでござ

います。 

 次に、同項、目３・商工債は１億４１５０

万円でございます。 

 節１・観光債で、平成２１年度日奈久温泉

センター・ばんぺい湯分の市債を借りる際に、

金融機関からではなく市民から借り入れを行

ういわゆる市民公募債で資金１億７０００万

円を調達しましたが、その５年満期を迎え一

括償還することとなり、ルール分として減債

基金に積み立てた２８５０万円を除く１億４

１５０万円については、それを一括償還する

ため、金融機関から借り入れるいわゆる借換

債を実施いたします。 

 次に、同項、目４・土木債は１４億８３２

０万円でございます。 

 節１・道路橋梁債の主なものは、市内一円

道路整備事業で歩行空間バリアフリー化推進

事業費、道路新設改良事業費、橋梁改修事業

費の９０％分、坂本、東陽、泉地域の災害防

除事業費の１００％分、坂本、東陽、泉地域

の道路新設改良事業費の１００％分を合わせ

た６億４１２０万円でございます。節３・港

湾債の主なものは、八代港の国直轄事業及び

重要港湾改修事業に係る県営事業負担金の９

０％の２億３０８０万円でございます。節４

・都市計画債の主なものは、南部幹線道路整

備事業費から国庫補助金を除く９５％の１億

８７００万円、西片西宮線道路整備事業費か

ら国庫補助金を除く９５％の８１６０万円、

５１ページになりますが、八千把地区土地区

画整理事業費から国庫補助金を除く９０％の

８２３０万円が主なものでございます。 

 次に、同項、目５・消防債は５億７２００

万円でございます。主なものは、八代広域行

政事務組合の消防本部が実施します消防無線

デジタル化及び高機能指令センター整備費に

対する広域デジタル化整備事業負担金の９５

％の５億４１２０万円でございます。 

 次に、同項、目６・教育債は６億５５１０

万円でございます。 

 節１・小学校債は、金剛小学校校舎改築事

業費から国庫補助金を除く１００％または９

５％の４億８１５０万円、５校分の体育館の

実施設計や校舎等の現地調査を行う小学校非

構造部材耐震化事業費の９５％の１５３０万

円でございます。節２・中学校債は、第四中
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学校体育館改築事業費の９５％の９１４０万

円、３校分の体育館及び８校分の武道場の実

施設計や校舎などの現地調査を行う中学校非

構造部材耐震化事業費の９５％の２２６０万

円、また、第八中学校において、日奈久温泉

センター・ばんぺい湯同様に市民公募債で資

金３０００万円を調達し、減債基金に積み立

てた５００万円を除く２５００万円の借換債

などでございます。 

 以上、平成２６年度八代市一般会計予算に

係る歳入５４０億６１００万円の説明といた

します。御審議よろしくお願いいたします。 

○委員長（福嶋安徳君） はい。以上の部分に

ついて質疑を行います。何かございませんか。 

○委員（矢本善彦君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 矢本委員。 

○委員（矢本善彦君） 何ページやったかな、

あれ。ＪＲＡの今回１０００万の予算ですけ

ど、どのような工事をされたのか。ＪＲＡの、

何かな、立地交付金。 

○総務部次長（山田 忍君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、山田総務部次

長。 

○総務部次長（山田 忍君） ＪＲＡ、寄附

金、寄附金のところですかね。はい。（｢４２

ページ」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） 山田総務部次長。 

○総務部次長（山田 忍君） はい。日奈久地

区の農道の整備、それから、同じく日奈久地区

の市道の整備をやっておりまして、農道に７１

２万円、市道のほうに３２０万というような区

分けをしております。（委員矢本善彦君「わか

りました、はい」と呼ぶ） 

○委員長（福嶋安徳君） いいですか。 

 ほかにありませんか。 

○委員（中山諭扶哉君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 中山委員。 

○委員（中山諭扶哉君） はい。４２ページ、

同様にふるさと元気づくり応援寄附金なんです

けど、ふるさと納税ということだったんですけ

ど、大体何名ぐらいの方から納税があるような

感じだったんですかね。 

○総務部次長（山田 忍君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 山田総務部次長。 

○総務部次長（山田 忍君） こちらのふるさ

と納税につきましては、寄附ということで全く

読めないということではあるんですが、ちなみ

にここ数年のですね、傾向を申し上げますと、

平成２３年度は２２件で３２２万円という金額

でした、――寄附額でした。平成２４年度は３

９件で６８９万２０００円。これは３００万と

いうちょっと大口がありましたもんですから、

大きかったです。それから、平成２５年度、１

月までなんですが、４１件ということで３９５

万ということで、そういったことになります

が、このふるさと納税ということで制度を始め

ましてもう５年ぐらいになるんですが、それま

でで大体百、――１月までですね、ことしの１

月までで１７９件の１９１２万７０００円、約

２０００万程度がこちらで寄附をいただいてる

ということでございます。 

○委員長（福嶋安徳君） いいですか。 

○委員（中山諭扶哉君） はい。終わります。 

○委員長（福嶋安徳君） ほかにありません

か。 

○委員（橋本幸一君） よろしいですか。 

○委員長（福嶋安徳君） 橋本委員。 

○委員（橋本幸一君） ２点ほど。 

 先ほど、矢本委員がＪＲＡの整備寄附金のこ

とで。もう何回か来てるわけですが、以前から

ですね、最初、当初するとき、日奈久のまちづ

くりの委員の皆さんの希望も聞きながらこの事

業の使い道を考えていただきたいということ

で、その後、どうも市の工事の中でただそれを

周辺整備の工事費に振りかえているっていうよ

うな今状況になっているみたいですが、日奈久
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の住民の皆さんとのその辺の協議ていうのはさ

れてるのかです。今どういう状況でこの使い道

はされてるんですか。意向を酌んであるんでし

ょうか。 

○総務部次長（山田 忍君） 済みません。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、山田総務部次

長。 

○総務部次長（山田 忍君） 済みません、私

どもの総務のほうで協議はいたしませんもんで

すから、協議をやる企画戦略部のほうを……

（委員橋本幸一君「まあ、これはもう支出のほ

うに入ってくるからですね」と呼ぶ）はい。

（委員橋本幸一君「うん、それもあるんです

が、まあ」と呼ぶ）ちょっと今呼びに行ってお

りますんで。はい。 

○委員（橋本幸一君） ちょっと小会よかです

か。 

○委員長（福嶋安徳君） はい。小会します。 

（午前１１時２０分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時２１分 本会） 

○委員長（福嶋安徳君） それでは、本会に戻

します。 

○企画政策課長（丸山智子君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、丸山企画政策

課長。 

○企画政策課長（丸山智子君） 企画政策課の

丸山です。よろしくお願いいたします。 

 ＪＲＡからの環境整備費につきましては、Ｊ

ＲＡのほうの要綱で決まっておりまして、ＪＲ

Ａの場外馬券場から半径２キロ周辺の公共事業

に対して充当することができるということにな

っております。そちらの要綱に合わせた形で例

年事業を抽出いたしておりますけれども、地元

のほうからの毎年度いただいております要望等

も踏まえてですね、一応充当事業を決めさせて

いただいております。 

 ですので、地元のほうではいろいろあれに使

っていただきたいとか、いろいろ御要望もあっ

てるようではございますけれども、そのＪＲＡ

のまず要綱の基準に合わせないといけないとい

うこともございますから、こちらといたしまし

ては極力、地元要望とすり合わせる中でです

ね、決めさせていただいているところでござい

ます。 

○委員長（福嶋安徳君） いいですか。 

 橋本委員。 

○委員（橋本幸一君） はい。そういうような

手順をですね、踏まえていただければ、地元の

皆さんの不満ていいますか、出てこないと思う

んですが、どうも何かまだしっくりいってない

みたいな状況があるみたいですので、その辺は

地元の皆さんとしっかりですね、協議されて、

その要綱に沿って、――それはもう決まった要

綱ですから守らぬといかぬけど、その中でしっ

かり調整していただきたいと思います。 

 それともう一つ。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、橋本委員。 

○委員（橋本幸一君） ３０ページに、今回消

費税の増税分で臨時福祉給付金及び子育て世帯

臨時特例給付金の約９億ぐらいの事業が始まる

わけですが、この支給の体制って、非常に私は

これは事務も繁雑で、それから、支給に対して

もかなり慎重にしていかなければならない部分

もあるかと思いますが、今現在どのような体制

でそこ進んでるのか説明願えればと思います。 

○委員長（福嶋安徳君） 山田総務部次長。 

○総務部次長（山田 忍君） はい。今現在、

実は２月の頭に、その臨時の福祉給付金です

か、の担当ということで、兼務辞令なんですけ

ども、健康福祉政策課にですね、付で、２名を

配置をいたしました。 

 それから、実は、今後なんですが、４月１日

の予定ということで、健康福祉部内に臨時福祉

の給付金のですね、推進室というのを設けると

いうことを予定をしてます。その際にはです
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ね、相当数のですね、人員配置を兼務でつける

というような予定でおります。 

 以上でございます。 

○委員（橋本幸一君） いいですか。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、橋本委員。 

○委員（橋本幸一君） 相当数の人員配置て、

大体どの程度考えておられますか。 

○総務部次長（山田 忍君） 委員長。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、山田総務部次

長。 

○総務部次長（山田 忍君） まだはっきりち

ょっと申し上げられない、人事異動が絡むもん

ですから、ちょっと今はっきり申し上げられな

いところです。 

○委員（橋本幸一君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 橋本委員。 

○委員（橋本幸一君） もうとにかく期限が迫

っておるっていうような状況の中で、そこはで

すね、市民の皆さん、サービスが滞らないよう

な、そういう体制で、スピーディーな運用、そ

して間違わないように、そこはぜひお願いいた

したいと思います。 

 結構です。 

○委員長（福嶋安徳君） いいですか。 

 ほかにありませんか。 

○委員（中山諭扶哉君） 済みません。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、中山委員。 

○委員（中山諭扶哉君） 市民公募債の借換債

についてなんですけど、目的が市民公募債にな

ってると思うんですけど、それについての借り

かえというのが引き延ばしみたいな感じで聞こ

えるんですけど、それについての説明をもうち

ょっとしていただいてもよろしいでしょうか。 

○総務部次長（山田 忍君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 山田総務部次長。 

○総務部次長（山田 忍君） はい。平成２１

年と平成２２年度に２億円ずつそれぞれ市民公

募債ということで、市民の方から浄財をです

ね、募集をしまして、一応その際の条件が、中

期、５年満期でですね、その借りた２億円を一

括で償還をするということでやってます。 

 というのが、通常そういったのは、中期的

な、５年程度のですね、での運用というのが主

流ということで、５年満期という手法を使った

んですが、実は、日奈久の温泉センター・ばん

ぺい湯につきましても、八中ですかね、第八中

学校の施設につきましても、建物ですから、５

０年とかですね、相当年数使いますもんですか

ら、そういったことでですね。もともと相当数

な年数ですね、まあ２０年とかそういう期間に

つきましては、当然通常のですね、通常の起債

といいますか、借金を市がする場合には、そう

いった２０年とか２５年の起債を借りられるん

ですが、そうした起債を充てることができる事

業ということで、５年たった残りですから、あ

と十数年ですね、借りかえをしよう、残りの分

をですね、しようということで、あくまで通

常、国から借りる、学校の建物借りる、ならば

二十数年借りるとか、そういったときの、その

起債のですね、期間に応じたところでの借りか

えということで、通常の処理ということでです

ね、やっているということになります。 

○委員長（福嶋安徳君） わかりましたか。 

○委員（中山諭扶哉君） はい、済みません。 

○委員長（福嶋安徳君） 中山委員。 

○委員（中山諭扶哉君） はい。そうしました

ら、わざわざ市民公募債にされる必要がなかっ

たんじゃないかなと思うんですけど、よければ

ちょっとそこら辺を踏まえまして説明をいただ

きたいと。 

○委員長（福嶋安徳君） 山田総務部次長。 

○総務部次長（山田 忍君） はい。当時、市

民公募債をなぜ集めたかといいますと、公共施

設、市の公共施設と市民の方にですね、接して

いただくというか、身近に感じていただく、自

分が出したお金でその施設がつくられてるんだ
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ということで、施設に対する愛着心ですかね、

そういったものも育て、まあそういったものを

育んでいくということで、そういった気運を高

めていくということで、市民公募債ということ

ですね。結局、行く行くは、それをやることに

よって公共施設を大事に扱ってもらうというよ

うなことが一つありました。 

 もう一つとしまして、当時ですね、５年スパ

ンだったんですが、当時、０.９７％でその募

集をかけてですね、利率をかけて募集したんで

すが、ほかで、例えば２０年とかほかの金融機

関で借りればですね、高い利率を払わなきゃな

らないもんですから、それに比べると０.９７

％というのは安い利率ということで、私ども市

の財政のほうもですね、メリットがあったとい

うことで、市民の方もそういったことや新市と

してのメリットと、その２つ、点を、２点を中

心にですね、市民公募債を募集したというよう

な経緯がございます。 

○委員（中山諭扶哉君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 中山委員。 

○委員（中山諭扶哉君） はい。やはり今の説

明聞きましても、目的からやっぱりちょっとず

れてくるもんですから、そこは、私としてはち

ょっと納得なかなかいかないとこですが、一応

これは……。 

○委員長（福嶋安徳君） いいですか。 

○委員（中山諭扶哉君） はい。言っておきた

いと思います。 

○委員長（福嶋安徳君） ほかにありません

か。 

 はい。ないようでございますので、次に進ま

せていただきます。 

 以上で質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） ないようでございま

す。 

 以上で歳入等についてを終了します。 

 次に、歳出について説明を求めます。 

○企画政策課長（丸山智子君） 済みません、

訂正を１点よろしいですか。 

○委員長（福嶋安徳君） はい。 

○企画政策課長（丸山智子君） 訂正をさせて

いただきたいんですが。 

○委員長（福嶋安徳君） あ、訂正ですか。 

○企画政策課長（丸山智子君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、丸山企画政策

課長。 

○企画政策課長（丸山智子君） 申しわけござ

いません、先ほどのＪＲＡの環境整備費のとこ

ろで、場外から半径１キロということで申し上

げたんですが、正しくは半径２キロでございま

す。済みません、訂正させていただきます。 

○委員長（福嶋安徳君） はい。ありがとうご

ざいました。 

 一応、小会します。 

（午前１１時３０分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時３４分 本会） 

○委員長（福嶋安徳君） それでは、本会に戻

します。 

 次に、歳出について説明を求めます。 

 まず、第１款・議会費について、議会事務局

から説明願います。 

○議会事務局長（田上高広君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、田上議会事務

局長。 

○議会事務局長（田上高広君） はい。こんに

ちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）議会事

務局、田上でございます。よろしくお願いいた

します。 

 それでは、議案第１０号・平成２６年度一般

会計予算、議会費の概要について御説明申し上

げます。座りまして御説明申し上げます。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、どうぞ。 
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○議会事務局長（田上高広君） 皆様方も御承

知のとおり、議会費につきましては、条例等に

基づきます義務的な経費が大半を占める予算で

ございます。 

 議会費に係る平成２６年度の予算編成の考え

方としましては、物件費等の経常的経費につき

ましては、前年度実績を踏まえ節減可能な限り

抑制し、緊急性、必要性の高い事業を優先し２

６年度予算として計上いたしております。 

 中でも議会中継システムにつきましては、議

会中継システムの基本ソフトでありますウイン

ドウズＸＰのサポート期間が本年４月８日をも

って終了することから、２５年度からの継続事

業として２３６０万円を計上し、５月中旬の完

了を目指し、６月定例会からの運用を開始した

いと考えております。 

 また、登録後１３年が経過し、エンジントラ

ブルやハンドル操作にもふぐあいが見られてお

ります公用車、議長車について、安全面、更新

時期、取得方法などを検討し、更新費用として

４７０万円を計上いたしております。 

 そのような中で、平成２６年度予算の議会費

の総額は４億４２０２万８０００円で、対前年

度比１９６７万７０００円増の歳出予算となり

ました。 

 近い将来、本市の歳入予算に占める割合も最

も大きい地方交付税も合併による優遇措置がな

くなり、厳しい財政状況も予想されることか

ら、平成２６年度予算の議会費においても、効

率かつ効果的な事務事業の推進と予算執行に向

け取り組んでいきたいと思っております。その

ためにも、議会事務局職員として、情報収集を

含め議員に質の高い職務環境を提供し、さらに

は、市民に良質なサービスを提供することをみ

ずからの責務として認識し、議会と市民のかけ

橋となるべく努めてまいりたいと思っておりま

す。 

 以上、平成２６年度一般会計予算、議会費の

概要説明といたします。予算の節別及び詳細に

つきましては、桑崎首席審議員兼次長より御説

明申し上げます。御審議方よろしくお願いいた

します。 

○議会事務局首席審議員兼次長（桑崎雅介君）

 はい。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、桑崎議会事務

局首席審議員兼次長。 

○議会事務局首席審議員兼次長（桑崎雅介君）

 失礼いたします。議会事務局の桑崎です。 

 それでは、歳出の議会費につきまして御説明

させていただきたいと思います。 

 なお、説明に当たりましては、先ほどの議会

事務局長の説明と重複する部分がありますこと

をお許し願いたいと思います。済みませんが、

座って説明させていただきます。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、どうぞ。 

○議会事務局首席審議員兼次長（桑崎雅介君）

 お手元の予算書５２ページをごらんいただき

たいと思います。 

 款１・議会費、項１・議会費、目１・議会費

におきまして、２６年度予算といたしまして４

億４２０２万８０００円を計上いたしておりま

す。 

 前年度に比べまして４.７％、１９６７万７

０００円の増額となっておりますが、この増額

の要因といたしましては、先ほども説明ござい

ましたが、まず、本会議、委員会の中継、配信

を行うに当たり、現在運用いたしております議

会中継システムの根幹、基本ともなっておりま

すＯＳ、いわゆるウインドウズＸＰのサポート

期間が本年４月８日をもって終了することに伴

いましてシステムの入れかえが必要となりまし

たことや、機器の老朽化によりまして、現在ネ

ット配信においては音声等のふぐあいを生じて

おり、音声が途切れて聞きづらいなどの声もい

ただいている状況から、２５年度、２６年度の

２カ年におきまして債務負担行為をお願いし、
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システムの改修を行っているものでございます。 

 ２５年度におきましては、議場、委員会室の

配線工事を主として行っております。２６年度

においては、マイク、カメラ及び操作機器類な

どを購入し、６月定例会での運用を予定いたし

ております。財源内訳につきましては、先ほど

歳入の中でも御説明がございましたが、国庫補

助金の市町村合併推進体制整備費補助金により

まして、節１８の備品購入費の中で、係る予算

２３６０万円をお願いいたしているところでご

ざいます。 

 また、２６年度予算におきましては、新たに

議長公用車の更新をお願いいたしております。

現在の議長車は、平成１３年４月に、当時、東

陽村の公用車として購入されたもので、その後、

平成１７年の合併にあっては秘書課所管を経ま

して、平成１９年６月から議長車として使用し

今に至っているものでございまして、現在１３

年目で１６万３０００キロ余りの走行距離を示

しております。走行距離、経過年数に相応いた

しましてふぐあいも生じているところでござい

ます。 

 これまでも執行部に予算をつけていただくよ

うにお願いいたしておりましたが、２６年度は

特に車検も控えておりますことから、さきの議

会中継システムの改修と同様に、備品購入費に

おいて４７０万円を計上させていただいており

ます。なお、議長車の更新につきましては、リ

ース、買い取りを検討いたしましたが、１０年

以上使用することにもなりますので、今回買い

取りのための予算をお願いするものでございま

す。また、購入に際しましては、環境に配慮し

てハイブリッド車を考えております。 

 この２点が、議会費において昨年度より増額

となりました要因でございます。 

 それでは、説明欄に基づき、節区分とあわせ

ながら説明をさせていただきます。 

 まず、議員３２人、一般職１０人に係る予算

といたしまして、３億６７４２万８０００円を

計上いたしております。議員報酬につきまして

は２５年度と同額となっております。 

 次に、議会運営事務事業についてでございま

すが、議会運営の円滑な遂行を図ることを目的

といたしまして、定例会、委員会の開催などの

議会運営全般のこれらにかかわる事務処理及び

議会運営における費用弁償などなどの会計処理

の実施に伴う事業がその概要でございまして、

その額は６３０８万円で、節４・共済費９９３

２万３０００円のうち非常勤職員２名に係る経

費５２万４０００円と、以降の節区分の賃金か

ら備品購入費までの金額、それに、負担金補助

及び交付金１２７５万５０００円のうち政務活

動費１１５２万円を除いた額１２３万５０００

円が本事業に係る予算となっております。本事

業に係る平成２５年度予算は３８０３万９００

０円でございましたので、２６年度は２５０４

万円ほど増額となってるところでございますが、

増額の要因は、先ほど説明いたしました議会中

継システムの改修及び議長車の更新によるもの

でございます。 

 それでは、議会運営事務事業における主なも

のを申し上げますと、節７・賃金の３２１万４

０００円は、公用車の運転管理業務及び議会事

務局の事務補助に係る嘱託職員２名分の人件費

でございまして、３.９％の増となっておりま

すが、２６年度から通勤費を計上することなど

に伴うものでございます。節９・旅費の１４１

３万７０００円は、行政視察として常任委員会

並びに議会運営委員会の国内行政視察旅費６０

０万円のほか、この節の中には会議出席費用弁

償５３３万３０００円などが含まれております。

昨年度と比べまして２.５％の減額となってお

りますが、この理由といたしましては、全国市

議会議長会等での会議出席の際、パックを活用

して旅費の節減を図ろうとするものでございま

す。節１０・交際費の６０万円は、各種総会等
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の会費などに支出するものでございます。昨年

度より７.７％の減額となっております。節１

１・需用費の６０６万３０００円は、市議会だ

より４万８８５０部の年４回分の印刷経費３８

４万円、八代市政の概要１４０部の印刷経費１

０７万３０００円のほか、法令追録代２８万１

０００円などでございまして、昨年度より８.

１％の減額となっております。理由といたしま

しては、昨年度は改選に伴う経費といたしまし

て新たに議員となられた方の防災服費用や会議

規則などの印刷物の経費を計上いたしておりま

したが、２６年度は不要となったためでござい

ます。節１２・役務費の１３万６０００円は、

経済企業委員会の海面調査に伴うクローニーベ

イハイ号の操船料、委員会室椅子カバーのクリ

ーニング代等でございます。昨年度より３３％

の減となっておりますが、昨年度は改選に伴い

ます議場の標柱の書きかえ関係分が、２６年度

は一部不要となったものでございます。節１３

・委託料の７５６万２０００円は、常任委員会

や議会運営委員会などの委員会記録等作成業務

委託に要します経費２１８万６０００円、本会

議での手話通訳委託として３９万４０００円、

本会議の速記並びに会議録作成の業務委託に要

します経費４４３万５０００円のほか、会議録

検索システムの保守点検委託料５３万５０００

円などでございます。昨年度より２％の削減と

なっておりますが、今回、議会中継システムを

新たにすることから、議場音響機器及び議会放

映システムの保守点検委託料が不要になるため

でございます。節１４・使用料及び賃借料１３

０万９０００円は、会議録検索システムリース

料といたしましてソフトウエアリース料８９万

５０００円などが主なものでございます。節１

８・備品購入費２８３０万円についてでござい

ますが、冒頭で説明いたしました議会中継シス

テムの改修及び議長車の更新に伴うものでござ

います。 

 以上が議会運営事務事業に伴う予算でござい

ます。 

 次に、政務活動費交付金事業についてです

が、節１９・負担金補助及び交付金１２７５万

５０００円におきまして、各会派に交付いたし

ます政務活動費といたしまして昨年と同額の１

１５２万円を計上いたしております。なお、こ

の節においては、ほかに、全国市議会議長会や

熊本県議長会及び各種協議会等にかかわります

負担金１２３万５０００円を含みました内容と

なっております。 

 以上が平成２６年度の議会費の予算概要でご

ざいます。御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

○委員長（福嶋安徳君） はい。以上の部分に

ついて質疑を行います。何かありませんか。 

○委員（中山諭扶哉君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、中山委員。 

○委員（中山諭扶哉君） システムの変更、Ｏ

Ｓの変更ということでＸＰから変えられるとい

うことなんですけど、現状ですね、今はやりの

スマートフォンとかですね、タブレットから見

れないという状況があるんですけど、それにつ

いて何か考えられていらっしゃいますでしょう

か。 

○議会事務局首席審議員兼次長（桑崎雅介君）

 はい。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、桑崎議会事務

局首席審議員兼次長。 

○議会事務局首席審議員兼次長（桑崎雅介君）

 はい。ただいま、時代の流れといいますか、

そういったスマホあたりの対応ということでご

ざいます。今回の議会中継システムの更新につ

きましては、情報政策課とも協議を行いながら

進めておりますが、スマートフォンなどへの対

応につきましてもあわせて現在協議を進めてい

るところでございます。 

 以上です。 
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○委員（中山諭扶哉君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 中山委員。 

○委員（中山諭扶哉君） 現在ですね、中継が

途中で切れるとかですね、そういう問題がちょ

っと発生してるようですので、ぜひともそこら

あたりの対応もよろしくお願いいたします。 

○委員長（福嶋安徳君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） はい。ないようでご

ざいます。以上で質疑を終了いたします。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） ないようです。 

 以上で、第１款・議会費についてを終了しま

す。 

 それでは、午前中の審査は、議案第１０号

中、歳出の第１款・議会費までとし、午後１時

まで休憩いたします。 

（午前１１時４９分 休憩） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後１時０１分 開議） 

○委員長（福嶋安徳君） それでは、休憩前に

引き続き会議を開きます。 

 第２款・総務費、第１１款・公債費、第１２

款・諸支出金及び第１３款・予備費について、

総務部から一括して説明願います。 

○企画戦略部長（坂本正治君） はい、委員

長。 

○委員長（福嶋安徳君） 坂本企画戦略部長。 

○企画戦略部長（坂本正治君） はい。それで

は、２６年度の一般会計歳出予算のうち、総務

費の御説明の前に、それぞれ所管いたします部

より、当初予算の考え方につきまして総括的な

説明をさせていただきたいと思います。座って

説明をさせていただきます。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、どうぞ。 

○企画戦略部長（坂本正治君） それでは、ま

ず企画戦略部でございますけども、昨年９月に

市長が示しました８つの基本政策のうち、特に

関連の深い地域振興と行財政改革の推進を念頭

に置きまして予算編成に臨みました。 

 御承知のように２６年度は、昨年策定をいた

しました総合計画後期基本計画の本格実施の年

度でもございまして、合併から１０年の節目の

年となります２７年度へつなぐ大事な年である

というふうに考えております。 

 この後期計画に基づきます今後３年間の具体

的な取り組みにつきましては、実施計画として

取りまとめ整理をさせていただいておりますの

で、この計画の進捗管理を図りながら進めてま

いりたいと考えております。なお、実施計画の

詳細な内容につきましては、後ほど所管事務調

査の中で御報告をさせていただきたいと思いま

す。 

 それではまず、８つの基本政策の一つであり

ます地域振興についてでございますが、特に２

６年度におきましては、支所の所管部を市民協

働部から企画戦略部へ戻し、部の名称も企画振

興部といたす予定でございます。山間地や平野

部などそれぞれ地域の特性に応じました地域振

興策を展開できますよう、企画担当部としての

立ち位置や役割を明確にして取り組んでまいり

たいと考えております。また、定住促進や地域

公共交通対策、ケーブルテレビ事業など、それ

ぞれの地域の振興につながるような個別の事業

につきましても、着実に実施してまいりたいと

考えております。 

 なお、これまで企画戦略部で所管をしており

ました笑顔ｄｅあいさつ日本一運動、フードバ

レー推進事業などにつきましては、より実践的

な事業として関連の深い部署で展開すべきとい

うふうに判断をいたしまして、新年度より住民

自治や産業振興の分野に引き継ぐことにいたし

ております。 

 次に、２つ目の柱であります行財政改革の推
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進でございますが、これまで、行政組織の統廃

合や人員削減によりまして行政のスリム化、効

率化を目指した取り組みを行ってまいりまし

た。しかし、組織を小さくしたり職員数を減ら

すことだけでは、これまで同様あるいはこれま

で以上のサービスを提供することは限界があ

り、効果も限られてることがわかってまいりま

したので、やはり組織や人員に見合った行政サ

ービスの必要性や総量などを見直すことも必要

になってきているのではないかというふうに考

えているところでございます。 

 今後、行財政改革を進める上で行政サービス

のスリム化を図るためには、そのサービス本体

の無駄を見つけ出し、それを削減する必要がご

ざいます。そのためにも、まずはこうした無駄

を見つけ出すことが大事だと思います。 

 その見つけ出す手法の一つが、２４年度から

導入をしております行政評価ではないかと考え

ております。全ての事務事業をみずからがチェ

ックすることで、事業本体の目的や成果を客観

的に捉えることができます。そこから新たな改

善や見直し、廃止につなげられたと考えてると

ころでございます。 

 このほか、合併１０周年となります２７年度

を見据えまして、何よりも市民にわかりやす

く、マイナンバー制度など直面する行政課題に

対応できるような組織、さらに、ワンストップ

サービスを目指した総合窓口の導入、基幹シス

テムのクラウド化など、効率的な行政運営を目

指した仕組みづくりも大切でございますので、

支所や出張所のあり方を含めました組織の再編

とあわせまして積極的に取り組んでまいりたい

と考えております。 

 以上、部としての２つの柱につきまして申し

上げましたが、詳細な個別の事業につきまして

は後ほど御説明をさせていただきます。どうか

よろしく御審議をいただきますようお願いいた

します。 

 企画戦略部は以上でございます。 

○総務部長（木本博明君） 委員長。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、木本総務部

長。 

○総務部長（木本博明君） はい。改めまして

こんにちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）

座って説明させていただきます。 

○委員長（福嶋安徳君） はい。 

○総務部長（木本博明君） 総務部のほうでご

ざいますが、２６年度の当初予算についてでご

ざいます。 

 総務部は、内部事務のために経常経費が主で

ございまして、政策的な事業に係る予算がほと

んどございませんが、中でも、その事業の主な

ものとしまして、職員研修においては、階層別

研修といたしまして、管理監督者向けに、問題

解決能力や部下指導能力などを養成するととも

に、より強いリーダーシップ能力を育成し意識

改革を図るために管理職イノベーション研修

を、それからまた、特別研修としまして、少人

数グループにより、市の課題を抽出し問題解決

するための政策立案を行うための問題解決能

力、政策形成能力、企画立案能力、市民目線を

育む実践的政策立案研修や、コミュニケーショ

ン能力、危機管理、それから調整能力等を養成

するアカウンタビリティー向上研修など、八代

市人財育成基本方針に基づきまして、職員研修

の充実など人材育成のための多彩な職員研修を

予定いたしております。 

 それからまた、施設整備といたしましては、

千丁支所庁舎施設整備事業といたしまして約３

５００万円ほどを予定しておりますが、千丁支

所は、地域の防災拠点であると同時に、本庁舎

及び周辺地域の被災等によってその機能維持が

できない場合は本庁舎にかわる代替施設となっ

ておりまして、平成２６年度には太陽光を利用

した発電設備を導入し、災害時などに地域住民

の生活等に不可欠な都市機能の維持を図りま
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す。 

 それからまた、鏡支所庁舎施設整備事業とい

たしまして約４０００万円ほどを予定いたして

おります。平成２４年度に庁舎北側の外壁タイ

ルの一部が落下したことを受けまして、２５年

度に修繕のための調査を行い、来年度、２６年

度は西、東、北側の外壁補修を行い、２７年度

には南面の改修を予定いたしております。 

 そのほか、市庁舎建設基金事業としまして３

億円を予定いたしております。庁内におきまし

て検討協議を行う準備体制が整い、庁舎建設に

向けて動き出したことを市民への情報発信、そ

れから、建設資金を確保するための新たな基金

を創設いたします。 

 なお、総務部は予算編成全般の業務を行って

おりますことから、担っておりますことから、

一般質問の答弁と重複する部分がございますけ

れども、平成２６年度当初予算編成方針及び特

徴を述べさせていただきます。 

 地方交付税の合併算定がえが平成２７年度ま

でで終了し、２８年度から３２年度にかけての

５年間で段階的に縮減され、平成３３年度には

平成２５年度と比較して本市の一般財源総額の

約１割に相当する約３６億円が減収となります

ことから、平成２６年度の当初予算編成作業で

は、その段階的削減に先行して、平成２６年度

から３３年度にかけて一般財源を毎年約５億円

削減し、緩やかに事業の見直しや財政規模の縮

減を図ることといたしました。 

 ただ、予算規模は、平成２５年度と比較して

約２３億円、４.５％の増の５４０億円規模と

なりました。人件費で約２.３億円、物件費で

２.２億円の削減がなされましたものの、増加

分といたしまして、扶助費が障害福祉サービス

などで約１.７億円、補助費等では臨時福祉給

付金で約６.７億円、消防無線のデジタル化に

伴う広域行政事務組合負担金で約５.４億円、

建設事業では約９.５億円の伸びとなりまし

た。 

 また、視点を変えまして、近年の国の経済対

策等に伴う年度末での増額補正し全額繰り越す

事業の予算を、それぞれ次年度の当初予算と合

わせまして当初予算、年間予算とみなした場合

でも、平成２３年度が５３３.４億円、平成２

４年度が５４３億円、平成２５年度が５５４.

７億円、平成２６年度が５５８.５億円と、や

はり２６年度は、前年度、平成２５年度より

０.７％増となりまして、過去最高額の規模と

なっております。 

 以上、総務部の総括とさせていただきます。 

○市民協働部長（山本道弘君） 委員長。 

○委員長（福嶋安徳君） 山本市民協働部長。 

○市民協働部長（山本道弘君） はい。引き続

きまして、市民協働部が所管いたします事務事

業の運営につきまして、その総括、方針の一端

を述べさせていただきます。座って説明させて

いただきます。 

○委員長（福嶋安徳君） どうぞ。 

○市民協働部長（山本道弘君） まず、住民自

治につきましては、平成２６年度には全校区に

まちづくり協議会、地域協議会が立ち上がり、

いよいよ本格的な運営が始まります。 

 しかしながら、先行して立ち上げられた地域

協議会でも３年目であり、その実態は運営が始

まったばかりでございます。このように過渡期

であることから、さまざまな問題、課題が見え

てきているところでございます。 

 地域協議会も運営組織体であり、一定の人、

物、金、情報といった運営資源は必要であると

認識しております。地域のきずなと活力を高め

るために、行政といたしましては、地域のパー

トナーとして認識の共有化を図るとともに、こ

れらの運営資源を初めとする地域に合わせた支

援策を検討し、側面からしっかり支援を行って

いく所存でございます。 

 また、地域協議会の拠点となります公民館、
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出張所等のあり方については、平成２６年度の

組織機構改革及び行財政改革の検討事項の一つ

として、地域コミュニティーセンター化を含め

て今後検討してまいりたいと考えております。 

 次に、人権政策については、平成１８年６月

に人権尊重都市としての宣言をいたしておりま

すが、正しい人権意識の高揚を図るために諸施

策を進めてまいります。殊に男女共同参画関係

につきましては、当該基本計画の見直し作業を

進めているところでございますが、新年度から

再スタートすることになります。 

 あわせて、第８款・消防費のほうに説明させ

ていただきます。 

 消防防災安全対策関係では、電波法の一部改

正により、平成２８年５月３１日までに現在使

用している消防救急アナログ無線が使用できな

くなります。そのため消防救急デジタル無線の

整備が必要となり、広域行政事務組合の負担金

を増額計上しております。 

 また、防災情報の伝達システムの充実を図る

ため、スピーカーの音声が聞き取れない地域の

解消を図りますとともに、ＭＣＡ屋外拡声器の

増設を計画的に行います。 

 さらに、消防団関係につきましては、消防団

員の減少、高齢化は全国的な傾向でありますが、

今後消防団員の減少を抑制するため、また、消

防団の活動の充実強化を図るため、現在消防団

活性化計画の策定作業中でございますが、その

中で、団員の福利厚生のほか、安全確保対策、

情報通信機器等の装備など、なお一層の改善、

充実強化を図ってまいります。 

 あわせて、自主防災組織の組織化促進及び組

織力の強化を図ってまいります。 

 次に、第９款・教育費のうち、市民協働部が

所管いたします事務事業についてでございます

が、まず、文化財の保存管理関係では、近々国

指定史跡となる予定の八代城跡群について、八

代を代表する史跡として保存整備計画を策定し、

保存整備及び活用を図ってまいります。 

 なお、本日の新聞に掲載されておりました八

代妙見祭のユネスコ無形文化遺産の提案につい

て、改めて御報告させていただきます。 

 八代妙見祭は、現在国の重要無形民俗文化財

に指定されておりますが、文化庁はこのたび、

妙見祭を含む日本の代表的な祭礼行事で国指定

となっている３２件を、ユネスコ無形文化遺産

へ登録するよう提案すると決定いたしました。

今後、政府の正式決定を経て、早くて来年の秋

ごろユネスコの審査を受ける予定でございます。 

 無形文化遺産といえば、先ごろ日本人の伝

統的な食文化として和食がこれに登録され話

題になったところでございますが、八代妙見

祭が無形文化遺産の登録候補に選ばれたこと

はまことに喜ばしく、本市といたしましても、

正式に登録されるよう関係機関との連携を密

にするとともに、より一層妙見祭の保存継承

に努めていかなければならないと認識してい

るところでございます。 

 次に、近年の体育施設の管理運営について

は、競技スポーツの多様化と利用者のニーズ

に適応した施策が求められております。その

ため、それらに対応した施設運営とともにス

ポーツの普及促進を期待して、平成２６年度

から一部の体育施設について指定管理者制度

を導入いたします。なお、体育施設として２

４施設を所管しておりますが、計画的な施設

整備や維持管理とともに、今後体育施設のあ

り方についても検討を深めてまいります。 

 また、スポーツ振興関係については、２０

２０年東京オリンピックの開催決定を契機に

スポーツ振興計画を見直し、その中で、中期

計画として、市民のスポーツへの関心を高め

るとともに、本市出身選手の東京オリンピッ

ク出場を目的としたトップアスリートの育成

強化を図るため、トップアスリート育成事業

としてＮＰＯ法人八代市体育協会が行う有望
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選手の強化策や競技活動をバックアップする

事業などを支援し、スポーツによるまちづく

りを促進してまいります。 

 以上が市民協働部が所管いたします各事務

事業に係る概要でございますが、御案内のと

おり、住民によるまちづくり、そして差別の

ない明るいまちづくり、防犯、防災等に対す

る安全・安心のまちづくり、そして文化、ス

ポーツによるまちづくりを掲げ、多岐にわた

る業務を推進しております。これらは決して

派手なものでありませんが、議会を初め市民

の皆様の御意見を拝聴しながら改善すべきと

ころは改善し、事務事業の着実な遂行に努め

てまいる所存でございます。 

 各事務事業の内容につきましては、この後

担当次長のほうから説明がございます。どう

ぞ審議方よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○総務部次長（山田 忍君） 委員長。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、山田総務部次

長。 

○総務部次長（山田 忍君） はい。それで

は、座りまして説明いたします。 

 引き続き、平成２６年度八代市一般会計予

算、今回は歳出のほうになります。当総務委員

会付託分について説明します。私のほうから

は、款２・総務費、款１１・公債費、款１２・

諸支出金、款１３・予備費について説明しま

す。 

 まずは、５２ページの下の表をお願いしま

す。５２ページです。 

 款２・総務費でございます。 

 平成２４年度の決算書同様、全ての事務事

業名を表示しておりますので、主な事業とそ

の内訳について説明します。 

 項１・総務管理費、目１・一般管理費で１

９億７７９３万４０００円を計上しておりま

す。前年度に比べ１億６４８１万８０００円

の減でございますが、退職者数の減、退職手

当支給水準の引き下げが主な要因でございま

す。なお、特定財源としまして、国県支出金

に県の消費者行政活性化事業補助金、また、

その他に、熊本県交流職員給与負担金、県後

期高齢者医療広域連合派遣職員給与負担金な

どがございます。 

 本年度から、説明欄の事業ごとに主なもの

を説明します。 

 まず、特別職２人、一般職１５８人分で１

６億９９６１万７０００円を計上しておりま

す。これは、給与のほか１９人分の退職手当

４億４５２４万９０００円でございます。 

 次に、５３ページになりますが、秘書関係

一般事務事業の９８２万９０００円は、市長

等の旅費２８０万円、市交際費１３７万２０

００円、市長車リース料９０万３０００円が

主なものでございます。 

 次に、下のほうになりますが、消費者被害

救済事業５９８万６０００円は、常時２名体

制の消費生活相談員の報酬４７３万円、毎月

２回実施の無料法律相談の弁護士謝礼６６万

７０００円が主なものでございます。 

 次に、電子入札システム事業５７３万７０

００円は、熊本県・市町村電子自治体共同運

営協議会に対する電子入札システム負担金５

７３万円が主なものでございます。 

 次に、５４ページになりますが、出張所関

係事業１６０８万円は、出張所に勤務する非

常勤職員１０名の賃金１２４６万３０００円、

社会保険料１９８万９０００円が主なもので

ございます。 

 次に、安全衛生・職員の健康管理事業７５

４万２０００円は、職員の各種健康診断委託

料６１７万１０００円が主なものでございま

す。 

 次に、臨時職員関係等事業３９６７万６０

００円は、産休代替等緊急対応臨時職員賃金
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３１００万円、社会保険料５８７万１０００

円が主なものでございます。 

 次に、職員互助会交付金事業３１０万円は、

職員互助会が職員３１０人分の人間ドックを実

施することに対する交付金でございます。 

 次に、職員派遣事業３０７７万７０００円は、

熊本県市長会東京事務所、熊本県大阪事務所な

どに派遣している職員５人の帰庁報告、赴任、

帰任などの旅費２００万６０００円や派遣職員

の住宅借り上げ料４３９万４０００円、県人事

交流職員給与費等負担金２４３１万１０００円

などでございます。 

 次に、職員研修事業１４５７万７０００円は、

市町村職員中央研修所、全国建設研修センター、

自治大学校や専門実務などの派遣旅費３９５万

円、新規採用職員、新任課長、メンタルヘルス

研修などの事業委託料５７４万７０００円、自

治大学校通信教育、専門実務などの研修負担金

３５０万５０００円が主なものでございます。 

 北海市交流事業の派遣１６４万９０００円は、

本市ジュニア友好派遣団の派遣旅費１５２万５

０００円などでございます。同じく、同事業の

受け入れ１０３万１０００円は、北海市経済代

表団受け入れ時の歓迎会などの食糧費４７万４

０００円、同代表団の部屋借り上げ料４４万４

０００円が主なものでございます。 

 次に、市政協力員関係事業１億２０１０万２

０００円は、市政協力員３７９人の報酬１億１

１８５万９０００円、市政協力員事務費４５４

万８０００円が主なものでございます。 

 続きまして、５５ページになりますが、同項、

目２・文書広報費で２億５４５４万円を計上し

ております。前年度に比べ２５５９万円の減で

ございますが、ケーブルテレビ事業特別会計繰

出金の減少が主な要因でございます。なお、特

定財源としまして、その他に市広報紙及びホー

ムページへの広告掲載料があります。 

 まず、本庁の文書管理事務事業４２９０万２

０００円は、浄書印刷室のパフォーマンスチャ

ージ料１０５１万８０００円、郵便料３０００

万円などがございます。 

 次に、記者室業務事業１６１万２０００円は、

記者室非常勤職員１人分賃金１２０万２０００

円、社会保険料１８万８０００円、新聞購読料

１９万円が主なものでございます。 

 次に、広報広聴活動事業３１１４万５０００

円は、広報やつしろ印刷費２９５９万９０００

円、広報紙編集用ＤＴＰ機材リース料１０７万

円が主なものでございます。 

 続きまして、同項、目３・会計管理費で８７

５万円を計上しております。会計管理事務事業

の主なものは、一般会計及び特別会計の決算書

などの印刷費１６７万７０００円、公金振替手

数料１９４万８０００円、ＯＣＲ読み取り作業

委託料３９４万２０００円でございます。 

 続きまして、同項、目４・財産管理費で６億

３２０９万４０００円を計上しております。前

年度に比べ３億４６２万６０００円の増でござ

いますが、市庁舎建設基金に新たに３億円を積

み立てることが主な要因でございます。なお、

特定財源としまして、国県支出金の欄に県の市

町村等再生可能エネルギー等導入促進事業補助

金が、その他に土地建物貸付収入、自動車損害

保険などの保険金収入、庁舎案内板広告料収入

などがございます。 

 まず、本庁の市庁舎管理運営事業１億２５６

３万８０００円は、守衛、庁舎案内員の賃金２

４３８万４０００円及び社会保険料３０２万３

０００円、電気料、水道料、下水道使用料など

の光熱水費４１４０万８０００円、電話料７７

８万円、清掃業務、コントロール業務、エレベ

ーター保守点検業務などの委託料３２３４万２

０００円、電話交換機リース料５６１万２００

０円が主なものでございます。 

 次に、５６ページになりますが、千丁支所の

市庁舎施設整備事業３４９５万６０００円は、



 

－28－ 

太陽光発電及び蓄電設備設置工事費３３５２万

７０００円、設計業務委託料１４２万９０００

円でございます。 

 次に、鏡支所の市庁舎施設整備事業３９４９

万５０００円は、東側、西側、北側の外壁改修

工事費でございます。 

 次に、本庁の市有財産管理事業９１６万８０

００円は、所管の公用車の燃料費１６９万２０

００円、公用車１台の購入費７５万円、市全体

の公用車の自動車重量税５００万１０００円が

主なものでございます。 

 各種損害保険加入事業３２６２万４０００円

は、市有施設の火災保険料１０７２万６０００

円、市全体の公用車の自賠責保険料及び任意保

険料１１８６万６０００円、市有林の森林保険

料２９０万６０００円が主なものでございます。 

 次に、市庁舎建設基金事業３億円は、本庁舎

建設に備えての積立金でございます。 

 続きまして、同項、目５・企画費で９３５６

万３０００円を計上しております。前年度に比

べ８３９万９０００円の増でございますが、住

民自治、地域協議会活動交付金の増が主な要因

でございます。なお、特定財源としまして、そ

の他に土地貸付収入がございます。 

 まず、定住促進対策事業５７万１０００円は、

市外から市内に移住される場合に支給される定

住支度金１０万円の３人分が主なものでござい

ます。 

 次に、並行在来線経営分離対策事業６８万６

０００円は、肥 おれんじ鉄道活性化協議会の

負担金６４万９０００円が主なものでございま

す。 

 次に、５７ページになりますが、住民自治推

進事業７７４３万４０００円は、市内全地域の

地域協議会組織育成強化支援補助金６３０万円

及び地域協議会活動交付金７０７１万２０００

円が主なものでございます。 

 続きまして、同項、目６・情報推進費で３億

４９６４万８０００円を計上しております。前

年度に比べ３６７０万３０００円の減でござい

ますが、次期導入システムの確定に伴う減が主

なものでございます。なお、特定財源としまし

て、八代地域イントラネット運用に係る氷川町

の負担金などがございます。 

 まず、インターネットサーバ管理事業１３５

６万３０００円は、機器の補修、ソフトウエア

のメンテナンス、システムの監視及び支援を行

うもので、各種ウエブサーバシステム運用支援

及びインターネットサーバ保守の委託料９１６

万４０００円、インターネットサーバ機器リー

ス料２７２万２０００円が主なものでございま

す。 

 次に、基幹システム運用事業１億８０７２万

３０００円は、住民基本台帳、税情報などの基

幹システムにおいて、次期システムデータ移行

費や次期システム導入経費などの委託料９３６

５万１０００円、現在の機器のリース料や基幹

業務システム使用料などの使用料及び賃借料７

３８９万９０００円が主なものでございます。 

 次に、八代地域イントラネット運用事業６５

６９万８０００円は、通信回線利用料２７４８

万７０００円、ネットワーク設備使用料３６０

７万５０００円が主なものでございます。 

 次に、情報化端末等運用事業２９６４万２０

００円は、職員に配備したパソコンの管理費で、

パソコンのリース料が主なものでございます。 

 次に、内部情報システム運用事業２３６２万

４０００円は、財務会計、人事給与など内部業

務のシステム運用管理及びシステム保守を行う

もので、システム機器等リース料でございます。 

 次に、５８ページになりますが、シンクライ

アント導入事業１０８０万円は、セキュリティ

ー強化を目的として、職員が使うパソコン端末

に最低限の機能しか持たせずサーバー側でファ

イルなどのデータを管理するシステムで、その

導入に関する基本設計、システム検証などの委
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託料でございます。 

 続きまして、同項、目７・交通防犯対策費で

９４１３万１０００円を計上しております。前

年度に比べ２１７万４０００円の増でございま

すが、地域公共交通調査の実施が主な要因でご

ざいます。なお、特定財源としまして、国県支

出金に国の市町村合併推進体制整備費補助金な

どがございます。また、その他は中央駐車場、

新八代駅東口駐車場の使用料などがございます。 

 まず、防犯活動推進事業７９４万９０００円

は、八代地区防犯協会負担金４８５万円、氷川

地区防犯協会連合会負担金２１５万８０００円

が主なものでございます。 

 次に、防犯灯設置事業６７０万７０００円は、

坂本、千丁、鏡、東陽地域の電気料１１５万９

０００円、ＬＥＤ防犯灯など防犯灯設置補助金

４００万円が主なものでございます。 

 次に、交通安全運動事業５１１万５０００円

は、交通安全啓発グッズ購入費８３万７０００

円、ソーラーパネル型ＬＥＤ信号機購入費１０

２万６０００円、八代地区交通安協会負担金２

１１万円が主なものでございます。 

 次に、交通安全指導員関係事業６２６万７０

００円は、交通安全指導員７８人の報酬３５１

万円、非常勤職員の交通安全教育講習員１人の

賃金１３０万１０００円及び社会保険料２１万

１０００円、交通指導員の被服購入費８０万円

が主なものでございます。 

 次に、生活交通確保維持事業３５３７万７０

００円は、坂本、東陽、泉地域の乗合タクシー

運行事業委託料２４５０万円、地域公共交通調

査事業補助金１０４８万２０００円が主なもの

でございます。 

 続きまして、同項、目８・人権啓発費で１億

１０３８万３０００円を計上しております。前

年度に比べ６５８万２０００円の減でございま

すが、職員給与費の減が主なものでございます。

なお、特定財源としまして、国県支出金に県の

「人権の花運動」委託金などがございます。ま

た、その他はふるさと八代元気づくり応援基金

繰入金などでございます。 

 まず、人権啓発推進事業７３８万円は、八代

地域人権教育のための推進会議分担金２５２万

４０００円、市人権問題啓発推進協議会交付金

４１０万円が主なものでございます。 

 次に、５９ページになりますが、青少年健全

育成事業９８０万１０００円は、街頭指導など

に当たる青少年指導員の報酬４４４万３０００

円、青少年相談員２人の報酬３２４万３０００

円が主なものでございます。 

 続きまして、同項、目９・公平委員会費で前

年度と同額の事務事業経費１２７万３０００円

を計上しております。 

 続きまして、同項、目１０・諸費で６４５７

万５０００円を計上しております。前年度とほ

ぼ同額でございます。なお、特定財源としまし

て、国県支出金に国の自衛官募集事務委託金、

その他に経営構造対策事業費補助金返還金など

がございます。 

 まず、国県支出金等返還金事業１０００万円

は、前年度分の国県支出金の精算に伴う返還金

の準備金でございます。 

 次に、市税還付金事業５０００万円は、前年

度の法人市民税などの精算に伴う還付金の準備

金でございます。 

 続きまして、６０ページになりますが、項２

・徴税費、目１・税務総務費で５億４３９３万

円を計上しておりますが、前年度とほぼ同程度

でございます。なお、特定財源としまして、国

県支出金に県の県民税徴収事務委託金がありま

す。 

 続きまして、同項、目２・賦課徴収費で１億

５９１万９０００円を計上しております。前年

度と比べ９９２万１０００円の増でございます

が、平成２７年度の固定資産税評価がえに向け

た航空写真撮影を行うためでございます。なお、
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特定財源としまして、その他に徴税手数料、督

促手数料がございます。 

 まず、市民税賦課徴収事務事業１８８７万１

０００円は、納税通知書などの印刷製本費５６

８万２０００円、ｅＬＴＡＸなどのシステム使

用料７２６万４０００円、地方税電子化協議会

負担金１８９万７０００円が主なものでござい

ます。 

 次に、資産税賦課徴収事務事業４２７８万１

０００円は、納税通知書などの印刷製本費４０

７万８０００円、地番現況図等作成業務委託料

２１３７万４０００円、不動産鑑定業務委託料

１１６０万１０００円、家屋評価システム使用

料１８０万２０００円が主なものでございます。 

 次に、滞納整理事務事業４４２６万７０００

円は、納税相談員１２人の報酬２０００万円及

び社会保険料２９４万２０００円、納付書つき

督促状などの印刷製本費３８１万７０００円、

収納支援システムリース料８８１万３０００円

が主なものでございます。 

 続きまして、６１ページになりますが、項３、

目１・戸籍住民基本台帳費で２億２３４７万２

０００円を計上しております。前年度と比べ９

９２万２０００円の減でございますが、職員数

の減によるものでございます。なお、特定財源

としまして、国県支出金に県の旅費の申請――

（｢旅券」と呼ぶ者あり）県の旅券の申請受付

及び交付等に関する事務委託金などがあります。

また、その他に住民票、戸籍謄本などの発行手

数料などがあります。 

 戸籍住民基本台帳事務事業２８０１万１００

０円は、窓口対応の臨時職員及び非常勤職員の

賃金９４０万２０００円及び社会保険料１５４

万１０００円、住民基本台帳ネットワークシス

テムなど機器保守委託料２１３万９０００円、

坂本支所と百済来郵便局間及び泉支所と五家荘

郵便局間の郵便局窓口証明用ファクシミリリー

ス料１８１万９０００円、住民基本台帳ネット

ワークシステム及び印鑑証明書等自動交付機の

機器リース料６３６万１０００円が主なもので

ございます。 

 続きまして、項４・選挙費、目１・選挙管理

委員会費で４７８２万５０００円を計上してお

りますが、前年度とほぼ同程度でございます。

なお、特定財源としまして、国県支出金に県の

在外選挙特別経費があります。 

 選挙管理委員会事務事業は、選挙管理委員４

人の報酬１３３万円が主なものでございます。 

 続きまして、６２ページになりますが、同項、

目２・県議会議員選挙費で１７５８万８０００

円を計上しておりますが、平成２７年４月に執

行予定の県議会議員選挙の準備経費でございま

す。なお、特定財源としまして、全額県委託金

でございます。 

 県議会議員選挙事業１５５１万５０００円は、

投票所入場券の印刷費１０３万７０００円、投

票所入場券の発送など郵便料４８３万円、ポス

ター掲示場作成・設置・維持業務委託料６３０

万５０００円が主なものでございます。 

 続きまして、６３ページになりますが、項５

・統計調査費、目１・統計調査総務費で２２４

９万６０００円を計上しております。前年度に

比べ２１４万９０００円の減でございますが、

職員給与費の減が主なものでございます。なお、

特定財源としまして、国県支出金に県の統計調

査員確保対策事業委託金、その他に市民手帳の

販売実費分がございます。 

 続きまして、同項、目２・基幹統計費で２３

６５万円を計上しております。前年度に比べ１

３７２万７０００円の増でございますが、経済

センサス、農林業センサスなどが行われること

によるものでございます。なお、特定財源とし

まして、国県支出金に県の経済センサス委託金、

農林業センサス委託金などがございます。 

 まず、６４ページになりますが、経済センサ

ス事業（基礎調査）８５１万円は、事業所及び
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企業の経済活動の状態を調査するもので、統計

調査員、指導員の報酬７８８万１０００円が主

なものでございます。 

 次に、農林業センサス事業９５４万７０００

円は、農林業の生産構造、農業・林業生産の基

礎となる諸条件等を総合的に調査するもので、

統計調査員、指導員の報酬８６７万５０００円

が主なものでございます。 

 続きまして、項６、目１・監査委員費で５３

５４万８０００円を計上しておりますが、前年

度とほぼ同程度でございます。 

 監査事務事業２１５万３０００円は、非常勤

監査委員２人の報酬１５９万２０００円が主な

ものでございます。 

 これで総務費を終わります。 

 続きまして、１１５ページをお願いします。

１１５ページです。 

 款１１・公債費でございます。 

 項１・公債費、目１・元金で６０億８０７万

８０００円を計上しております。前年度と比べ

６３８８万１０００円の増でございますが、平

成２１年度に借り入れた市場公募債の５年満期

の一括償還元金がふえたことによるものでござ

います。なお、特定財源としまして、国県支出

金に県の新幹線沿線道路整備事業費補助金、地

方債に借換債、その他に公営住宅使用料などが

ございます。 

 長期債償還元金事業は、学校改築や道路整備

など建設事業などの財源として市が金融機関か

ら長期に借り入れた長期債の返済の元金分など

でございます。 

 続きまして、同項、目２・利子で８億４６７

４万７０００円を計上しております。前年度と

比べ６７０８万８０００円の減でございますが、

建設事業の財源として市債の借り入れを抑制し

た結果だと考えております。なお、特定財源と

しまして、その他に公営住宅使用料がございま

す。 

 まず、長期債償還利子事業８億４６４５万円

は、建設事業などの財源として市が金融機関か

ら長期に借り入れた長期債の返還の利子分など

でございます。 

 次に、一時借入金利子事業２９万７０００円

は、一時的な資金不足を補うために市が金融機

関から借り入れる際の利子分でございます。 

 続きまして、同項、目３・公債諸費で２２万

円を計上しております。前年度と比べて大幅に

伸びていますのは、平成２１年度に日奈久温泉

センター建設などの資金として市民から募った

市場公募債２億円の５年満期を迎え、一括償還

をする際の事務手数料を引き受け金融機関に支

払う必要があるためでございます。 

 これで公債費を終わります。 

 続きまして、１１６ページをお願いします。 

 款１２・諸支出金でございます。 

 項１・基金費、目１・財政調整基金費３６６

万３０００円、目２・土地開発基金費１１５万

３０００円、目３・市有施設整備基金費４３９

万２０００円は、特定財源としまして、その他

に基金運用で発生する利子があり、それを積み

立てるものでございます。 

 目４・減債基金費１４３１万３０００円は、

特定財源としまして、その他に、基金運用利子

９１万３０００円のほか、平成２１、２２年度

発行の市場公募債に係る元金償還相当分１３４

０万円を積み立てるものでございます。 

 目５・ふるさと八代元気づくり応援基金費３

００万８０００円は、特定財源としまして、国

県支出金に県を通じてのふるさと納税寄附金５

０万円、その他に本市へ直接のふるさと納税寄

附金２５０万円のほかに基金運用利子８０００

円があり、それを積み立てるものでございます。 

 目６・まちづくり交流基金費２７５万２００

０円は、特定財源としましてその他に基金運用

利子があり、それを積み立てるものでございま

す。 



 

－32－ 

 これで諸支出金を終わります。 

 最後に、１１７ページになりますが、款１３

・予備費でございます。 

 予算執行における緊急対応分としまして、予

備費２０００万円を計上しております。 

 以上、款２・総務費、款１１・公債費、款１

２・諸支出金、款１３・予備費についての歳出

の説明といたします。御審議よろしくお願いい

たします。 

○委員長（福嶋安徳君） はい。以上の部分に

ついて一括して質疑を行います。 

○委員（島田一已君） 済みません。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、島田委員。 

○委員（島田一已君） はい。５６ページの市

庁舎施設整備事業（千丁支所）とありますけど

も、これの千丁支所庁舎へ太陽光発電及び蓄電

設備を設置する経費とありますけども、その蓄

電設備でどのようなことをされるのかちゅうの

が説明をいただきたいと思います。 

○総務部次長（山田 忍君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、山田総務部次

長。 

○総務部次長（山田 忍君） はい。太陽光発

電につきましては、通常売電ですかね、九州電

力――九州なら九州電力のほうに売る売電とい

うのがあるんですが、今回は、それを売電では

なくって、いわゆる電池ですね――蓄電池、電

池にその太陽光発電の電力をため込んで、それ

を夜間とか曇りの日とか雨の日とかそういうと

きに使うということで、そういった蓄電という

ことでの設備でございます。 

○委員長（福嶋安徳君） よかですか。 

○委員（島田一已君） なら、緊急のときの防

災対策ちゅうふうに認識しておればいいですか

ね。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、山田総務部次

長。 

○総務部次長（山田 忍君） はい。はい、そ

のようなことで、防災時ですね、電気が来ない

場合でも、そこで発電ができるというような機

能を備えているということで御理解いただいて

結構だと思います。（委員島田一已君「はい。

わかりました」と呼ぶ） 

○委員長（福嶋安徳君） よろしゅうございま

すか。 

○委員（島田一已君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） ほかにございません

か。 

○委員（中山諭扶哉君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、中山委員。 

○委員（中山諭扶哉君） はい。関連ですけど、

そこで賄われる分につきましては、何世帯分ぐ

らい今検討されてるんでしょうか。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、山田総務部次

長。 

○総務部次長（山田 忍君） はい。済みませ

ん、こちらにつきましてはですね、世帯分とい

いますよりも、その千丁支所の庁舎の中でって

いうことで、になりますもんですから、この分

はあくまで千丁支所の庁舎のほうでの消費とい

うことを前提での蓄電ということになります。 

○委員長（福嶋安徳君） いいですか。 

○委員（中山諭扶哉君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、ほかにありま

せんか。 

○委員（島田一已君） 済みません、いいでし

ょう。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、島田委員。 

○委員（島田一已君） はい。５８ページの防

犯灯設置事業についてですけれども、この中

で、防犯灯設置補助金、ＬＥＤ補助含む４００

万円とありますけども、この設置ちゅうの、何

か基準っていうのがあるんでしょうか。説明を

お願いしたいと思います。 

○防災安全課長（東坂 宰君） はい、委員

長。 
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○委員長（福嶋安徳君） はい、東坂防災安全

課長。 

○防災安全課長（東坂 宰君） はい。防災安

全課の東坂でございます。 

 防犯灯の設置基準でございますが、この４０

０万の内訳といたしましては、まず、これまで

一般的につけてあります蛍光灯によります防犯

灯が、１件当たりの上限が１万８０００円、最

近大変進んでおりますＬＥＤ関連ですが、これ

は約２０ワット相当ということで考えていただ

きますと３万１０００円、それから、鋼管柱を

新たに立てる場合ですね、それに通常の蛍光灯

をつけた場合が６万５０００円、同じく鋼管柱

にＬＥＤの電球、明かりをつけた場合が７万８

０００円というような形での基準を設けており

ます。 

○委員長（福嶋安徳君） いいですか。 

○委員（島田一已君） はい、ありがとうござ

います。 

○委員長（福嶋安徳君） はい。ほかにありま

せんか。 

○委員（鈴木田幸一君） 一つよかですかね。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、鈴木田委員。 

○委員（鈴木田幸一君） はい。これは財産管

理、財産処分に関することで質問させてもらい

たいと思いますが、実は今度、５６ページなん

ですけれども、新庁舎をつくるという目的で市

庁舎建設基金事業で３億、今度積み立てますよ

な。 

 これ、鏡町の前の例じゃあっとですけれど

も、庁舎建設につきましては、そういった今そ

の町が持ってるな、市が持ってる財産処分をし

ながらこの積立基金のほうにして、その新庁舎

のほうに運用するちゅうかな、財産処分をしな

がら、その新庁舎のお金に加えていくちゅうや

り方ばしておったんですよね。 

 今回３億円ちゅうお金は十分にわかりますけ

れども、そういったことを考えておられるかど

うかをちょっとお聞きしたいと思います。 

○総務部次長（山田 忍君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、山田総務部次

長。 

○総務部次長（山田 忍君） はい。庁舎の基

金の積み立てにつきましては、要するにその一

般財源の中からせり出してですね、で、それ

を、努力してせり出したやつを積み立てていく

と、余剰金といいますか、そういった中での積

み上げていくということを基本にしてまして、

今お話がありました財産の処分ということにつ

きましてはですね、まあ今後検討せぬといかぬ

とは思いますが、要は、その財産を処分したと

きに何千万とお金は出ますけども、そういった

お金につきましてはですね、庁舎の建設の基金

よりも、そのお金で、何といいますか、不要で

すね、使わなくなった公共施設が各市内にいっ

ぱいございます。そういったその危険性がかな

り出てきてるのがございますんでですね、一部

にはですね。そういった危険な公共施設ですか

ね、そういったのの解体とかですね、そういっ

た費用に使えないだろうかというようなことを

模索しながらですね、今から総合的に検討して

いきたいというふうに考えております。 

○委員（鈴木田幸一君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、鈴木田委員。 

○委員（鈴木田幸一君） この新庁舎建設につ

いてはですね、自己財源が主ていうことで、や

っぱしその補助金ばもらうてわけにはいかぬち

ゅうのがありますので、一般の住民の方がやっ

ぱり考えるのは、なら、市はどれだけの努力を

してたんだて、それば非常に見られるというふ

うに私は思うんですよ。 

 そういった意味からもですね、やっぱし新庁

舎をつくる上においては、いろんな市が持って

る財産を処分しながら、そのお金も使っている

んだていう、そういったやっぱ行動が必要だな

っていうふうに考ゆっとですよね。 



 

－34－ 

 今回は、今度新庁舎に限ったことじゃなく

て、いろんな、ごみ処理場とかも、いろんな市

が出さぬばならぬ施設がありますので、やっぱ

し、修繕ももちろん大事なことでありますが、

こういったことをしながら、金をつくりなが

ら、つくって、新しい庁舎づくりには頑張って

いるんだていう、そういった姿勢を市民の方に

見せてほしいて思うんですけれども、いかがで

すかね。 

○委員長（福嶋安徳君） 山田総務部次長。 

○総務部次長（山田 忍君） はい。庁舎の建

設につきましては、合併のですね、期間であれ

ば、合併特例債といいますか、起債が借りられ

るという、借金がですね、――まあ借金と言う

たらいかぬですけども、市債が借りられるとい

うのがございます。その合併特例期間を過ぎま

しても、起債が借りられるていうのはございま

す。 

 そういったことで資金調達もできるんです

が、それも後年度の負担をですね、できるだけ

少なくしたいという思いもあります。ですか

ら、今委員さんのほうが申されましたことをで

すね、考えながら、総合的にですね、また今後

検討していきたいというふうに思っておりま

す。 

○委員（鈴木田幸一君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、鈴木田委員。 

○委員（鈴木田幸一君） はい。またこっちの

質問のちょっと延長になっとですけれど、財産

管理については財政課が全部仕切ってるっちゅ

うわけじゃないんでしょう。各それぞれの部署

がそれぞれの部で統括して、――その部で分割

してその財産管理をしてるっていうのが市の現

状なんですかね。 

○総務部次長（山田 忍君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 山田総務部次長。 

○総務部次長（山田 忍君） はい。財産管理

といいますか、各ですね、それぞれの、それぞ

れの公共施設につきましては、それぞれの所管

の課がありますので、それぞれの所管の課が管

理するというのを原則としております。 

 ただ、狭い目でいった場合、この予算書ので

すね、この財産管理費というこの狭い意味で

は、財政課の所管またはその各支所のですね、

まあ財産管理の所管ですね、総務振興課です

か、そこの予算がここのこの項目に載ってくる

と、狭い意味でですね。ただ、全体的な何百と

ある公共施設については、それぞれの所管課が

所管をするというのを原則としております。は

い。 

○委員（鈴木田幸一君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 鈴木田委員。 

○委員（鈴木田幸一君） これはもう、意見は

いかぬとでしょう。ちょっと。 

○委員長（福嶋安徳君） まあ、意見でもよか

ですよ。 

○委員（鈴木田幸一君） よかですか。ほんな

ら、ちょっと私なりの意見ば少し述べさせても

らいたいと思いますけれども、先ほど言いまし

たように、やっぱり市民の方はですね、ただ税

金だけを使って建物を建てるんじゃなくて、や

っぱし市の財産も処分しながらそれも充ててい

るんだって言ったほうが、市民の方の気持ちと

してはありがたい部分があっとじゃなかろうか

ていうふうに感じます。 

 そういった意味も含めてですね、財産管理に

つきましてはですね、やっぱし統括して財産を

処理でくるような機関ていうとをですね、せっ

かくならつくっていただくならばいいかなと思

います。まあ意見として、参考にいただくなら

よろしいと思いますけれども。 

 以上です。（｢はい」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） ほかにありません

か。 

○委員（矢本善彦君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 矢本委員。 
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○委員（矢本善彦君） ５７ページの住民自治

推進事業でございますけど、今の現状はどのよ

うになってるかちょっとお聞かせください。 

○市民活動支援課長（消費生活センター所長兼

務）（澤田宗順君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 澤田市民活動支援課

長。 

○市民活動支援課長（消費生活センター所長兼

務）（澤田宗順君） はい。市民活動支援課の

澤田です。よろしくお願いします。 

 今現在、第１期に２４年度から５校区がスタ

ートしまして、２５年度に９校区、それから、

今現在準備をしていただいておりますところが

７校区ということで、全部で２１校区が今動い

てるところですけれども、２５年度、今年度で

すね、今年度から来年度にかけまして７校区が

それぞれ協議会を今から立ち上げると、設立総

会を開いていくという準備になっております。 

○委員（矢本善彦君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、矢本委員。 

○委員（矢本善彦君） 今回も何人かの議員さ

んが質問されましたけど、地域によってはです

ね、財源の問題がすごくやっぱし心配されると

こが多いわけでございます。 

 それと、一つはですね、やはり市の職員の方

が、もう少し住民自治に協力していただきたい

という声がすごく聞かれます。やっぱし地域に

帰ったら、ね。みんな地域におられるわけです

から、もう少しやっぱ市の職員の方がですね、

やっぱ地域に密着していただかぬと、住民にば

っかり任せとったって、これからどうなっとだ

ろうかというか、すごくやっぱ心配される方が

多いようでございます。 

 いや、私たちも、ちょっと会議なんか行くと

きには、もうこら役員のなり手のおらぬとじゃ

なかっだろうかていう危機感もありますから、

やはり執行部としては、大いにやっぱ支援し

て、そして職員のやはり教育もしていただいて

ですね、職員でもやっぱし格差があるようでご

ざいますので、協力をよろしくお願いしときま

す。 

 以上です。 

○委員長（福嶋安徳君） いいですか。 

○委員（矢本善彦君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） ほかにありません

か。 

○委員（中山諭扶哉君） 済みません。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、中山委員。 

○委員（中山諭扶哉君） はい。済みません、

ちょっとわからない点がありまして、定住促進

対策事業についてちょっと概要を教えていただ

ければというふうに思うんですけど。 

○委員長（福嶋安徳君） 定住促進。はい。 

 丸山企画政策課長。 

○企画政策課長（丸山智子君） はい。定住促

進対策事業費でございますけれども、今現在行

っておりますのは、東京、大阪等で開催されて

おります移住、定住者向けの相談会ですとか、

ふるさと回帰フェアといったところに八代市と

してのブースを設けまして、東京、大阪方面か

らですね、地方への移住を考えてらっしゃる方

への相談に乗ったり情報発信等を行っておりま

す。 

 それから、定住支度金ということで、鏡、東

陽と、旧町村のときから公営の住宅の宅地分譲

されておりましたけれども、そちらに市外から

居住される方があった場合への定住支度金とい

うことで、一口１０万円の助成金制度のほうを

設けております。 

 以上です。（委員中山諭扶哉君「ありがとう

ございます」と呼ぶ） 

○委員長（福嶋安徳君） いいですか。 

○委員（中山諭扶哉君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） はい。ほかにありま

せんか。 

 それでは、出尽くしたようです。以上で質疑
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を終了します。 

 以上で、第２款・総務費、第１１款・公債

費、第１２款・諸支出金及び第１３款・予備費

についてを終了します。 

 次に、第８款よかですか。 

 それでは、次に、第８款・消防費及び第９款

・教育費について、市民協働部から一括して説

明願います。 

○市民協働部次長（脇坂 裕君） 委員長。 

○委員長（福嶋安徳君） 脇坂市民協働部次長。 

○市民協働部次長（脇坂 裕君） はい。市民

協働部の脇坂でございます。よろしくお願いい

たします。 

 それでは、引き続き、第８款・消防費、第９

款・教育費、担当分を御説明させていただきま

す。座りまして説明させていただきます。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、どうぞ。 

○市民協働部次長（脇坂 裕君） それでは、

予算書９８ページをお願いいたします。 

○委員長（福嶋安徳君） ９８ページ。 

○市民協働部次長（脇坂 裕君） ９８ページ

をお願いいたします。 

 なお、説明につきましては、総務費同様、説

明欄の事業をもとに御説明をさせていただきま

す。 

 款８・消防費、項１・消防費、目１・常備消

防費では２２億２９３４万６０００円を計上い

たしております。前年度と比較しまして５億４

３５５万３０００円の増となっております。こ

れは、電波法の一部改正によりまして、平成２

８年５月３１日をもちまして、これまでのアナ

ログ無線が使用できなくなることから、消防救

急無線等をデジタル化へ整備を行う必要が生じ

てきております。そのための新たな整備負担金

５億６９７５万６０００円が増の主な要因でご

ざいます。特定財源、国県支出金２６万２００

０円は、火薬類の消費等に係る権限移譲事務市

町村交付金２２万８０００円が主なものでござ

います。地方債５億４１２０万円は、ただいま

説明いたしました広域デジタル化整備事業へ充

てます消防債で、その他９万８０００円は火薬

類取締事務申請手数料収入でございます。 

 説明欄の広域行政事務組合負担金事業２２億

２９３４万６０００円は、八代広域行政事務組

合負担金八代市負担金分でございます。 

 続きまして、目２・非常備消防費では２億４

０４９万４０００円を計上いたしております。

前年比で５０９万８０００円の増となっており

ます。増の要因としまして、国の法改正により

まして、平成２６年４月１日以降の消防団員の

退職報償金の額をそれぞれの区分におきまして

５万円引き上げることとなりまして、本市にお

きましても、退職者見込み団員１５４名分の退

職報償金をそれぞれ５万円増額をいたしており

ます。特定財源の国県支出金２０７５万５００

０円は、石油貯蔵施設立地対策等交付金１５３

５万５０００円と熊本県電源立地地域対策交付

金５４０万円でございます。その他の５８７５

万１０００円は、消防団員等公務災害補償等共

済基金収入で、消防団員退職報償金５７７５万

円と消防団員等公務災害補償費１００万円など

がございます。 

 説明欄の消防操法大会等事業１６９万３００

０円は、本年度人吉市で開催されます熊本県消

防操法大会出場に係る費用及び消防出初め式に

係る費用を計上いたしております。支出の主な

ものとしまして、操法大会出場に係ります消防

団員等の旅費５８万５０００円と出初め式に係

りますテント、仮設トイレなどの使用料２５万

８０００円などが主なものでございます。 

 消防団育成及び消防団員教育事業６６３万８

０００円は、消防団員の訓練、研修経費を初め

消防団分団の運営補助等でございます。主な内

容としましては、消防団幹部視察研修等に係り

ます旅費１２０万２０００円と消防団員運営補

助１分団２万６６００円の７３分団、１９４万
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２０００円、年末警戒補助金としまして２３４

万円などが主なものでございます。 

 次の消防団活動事業１億９２０９万８０００

円は、消防団員の報酬や活動に要する費用を計

上いたしております。主な内訳としましては、

消防団員２５００名分の報酬としまして５３８

２万３０００円、共済費といたしまして消防団

員等公務災害補償等共済基金への掛金、消防団

員退職報償金に係る掛金５００１万６０００円

と、同じく公務災害補償に係る掛金４９５万円、

福祉共済掛金７５０万円などでございます。ま

た、退職します消防団員へ退職報償金としまし

て５７７５万円を計上いたしております。なお、

先ほども説明しましたように、法が改正されま

して、２６年４月１日以降の退職報償金をそれ

ぞれ５万円引き上げております。そのほかとし

ましては、火災や災害時の緊急出動に対します

消防団員出動手当１３７２万５０００円を計上

しておりまして、出動１回につき１８００円、

延べ７６２５名分を計上いたしております。 

 消防団整備事業４００６万５０００円は、消

防団活動に必要な資器材等の整備費を計上いた

しております。主な内容としましては、消防小

型ポンプ積載車４台、小型動力ポンプ４台に係

る購入費２５７２万２０００円のほか、消防車

両の車検、修繕等６１５万１０００円と、同じ

く車両ポンプ等の燃料費１９８万２０００円、

新入団員の活動服、はっぴなど３９５万７００

０円、消防ホース等の購入費用１９０万円など

が主なものでございます。 

 続きまして、同項、目３・消防施設費では２

３２７万円を計上いたしております。昨年度と

比較しまして９２２万８０００円の減額となっ

ております。平成２５年度は防火水槽２基の設

置費としまして工事請負費１０９０万円を計上

いたしておりましたが、２６年度は消火栓４０

基を設置し、防火水槽の計画がないため、その

減額によるものが主な要因でございます。特定

財源、国県支出金２００万円は熊本県電源立地

地域対策交付金で、地方債３４０万円は消防債

でございます。 

 全額、消防施設整備事業でございまして、消

防水利の確保のための費用のほか、消防水利に

附属します備品等を計上いたしております。主

な内容としましては、消火栓の新設改良、移設

に係る負担金としまして１４１３万６０００円

を計上いたしております。事業管理者でありま

す水道局や生活環境事務組合等へ工事を依頼す

るため支出をいたすもので、平成２６年度は先

ほど申しました消火栓４０カ所を予定をいたし

ております。そのほかとしまして、屋外消火栓

ホース等格納箱１０基分３００万円と防火井戸

や消火栓の改修費用２６５万１０００円、坂

本、山口地区の消防格納庫新設工事２２０万円

などが主なものでございます。 

 続きまして、同項、目４・防災管理費では６

９５４万９０００円を計上いたしております。

前年度と比較しまして２９３万７０００円の減

額となっております。特定財源の国県支出金１

００万円は、熊本県電源立地地域対策交付金で

ございます。地方債の２７４０万円は、消防債

でございます。 

 説明欄の防災管理一般事務事業２９５万８０

００円は、防災事務事業に係ります事務経費が

中心でございまして、主な内訳としましては、

熊本県防災消防ヘリコプター運航連絡協議会負

担金２７６万円が主なものでございます。 

 次の防災訓練事業１５６万４０００円は、総

合防災訓練を初め各校区を単位として実施しま

す住民参加型防災訓練に要します費用で、総合

防災訓練時の訓練用設備組み立てやテント等会

場設営委託料１２０万３０００円のほか、炊き

出し訓練用の食材料１４万５０００円などが主

なものでございます。平成２６年度の住民参加

型訓練は、代陽、八千把、鏡校区を予定してお

りますが、その他、自主防災組織の訓練等にも
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対応してまいりたいと考えております。 

 防災対策事業としまして３９０万円を計上い

たしております。防災体制の充実を初め市民の

防災意識の高揚を図るための予算を計上いたし

ております。主な内容としましては、平成２６

年度より、地域防災力の向上を目指し、新たに

消防防災アドバイザーの配置を行いたいと考え

ており、そのための賃金、共済費２２３万円を

計上しております。そのほか、衛星携帯電話リ

ース料６台分３４万４０００円などが主なもの

でございます。 

 続きまして、防災行政無線整備事業５５８５

万５０００円は、災害時の情報伝達手段であり

ます防災行政無線の整備に係る費用でございま

す。主な内容としまして、工事請負費２８９０

万円は、放送が聞こえにくいエリアの解消に向

けまして、平成２５年度に引き続き新たに本庁

同報系防災通信システム屋外拡声器の設置を予

定しており、昭和恵比須区公民館を初め７基の

設置を予定しております。また、本庁同報系防

災通信システムＭＣＡ不感地区であります二見

校区、宮地東校区におきまして電波の混信から

聞き取りにくい地域があるため、平成２５年度

原因調査を実施いたしまして、その電波の混信

原因が判明したことから、混信を解消するため

の改修工事委託費７６２万６０００円を計上い

たしております。ほかには、本庁及び坂本、

鏡、東陽支所の防災無線通信施設の定期保守点

検委託料７０１万６０００円、防災行政無線機

器の修繕やバッテリー交換等修繕費としまして

４００万円、東町や二見地区へ基地局までの通

信に必要な防災無線用電話料、衛星携帯電話の

使用料等３０９万６０００円のほか、防災無線

電波利用料負担金２７０万７０００円などでご

ざいます。 

 以上で消防費の説明とさせていただきます。

御審議よろしくお願いいたします。 

 ああ、続けて。 

○委員長（福嶋安徳君） はい。続けて教育費

も。 

○市民協働部次長（脇坂 裕君） はい。それ

では引き続き、第９款・教育費のうち、市民協

働部関係の文化まちづくり課、いきいきスポー

ツ課に関する予算につきまして説明をさせてい

ただきます。 

 文化財関係に入ります前に、予算書１０９ペ

ージをお願いいたします。 

 款９・教育費、項７・社会教育費、目２・公

民館費の説明欄の一番下段に記載してあります

住民自治関係施設整備事業で６４４万３０００

円を計上いたしております。内容としましては、

現在準備委員会を設置し２６年度に地域協議会

の設立を予定しております住民自治協議会７校

区のうち、公民館を拠点施設として利用します

５校区の公民館の一部を改修する費用として計

上をいたしているものです。 

 それでは、予算書の１１０ページをお願いい

たします。 

 款９・教育費、項７・社会教育費、目３・文

化施設費は１億５７９１万９０００円を計上い

たしております。前年の予算と比べまして５６

０万７０００円の増となっております。主な要

因としましては、厚生会館内外壁等改修調査設

計業務委託と、同じく厚生会館の舞台吊物装置

ワイヤーロープ取替工事などが主な要因でござ

います。特定財源のその他２１４７万円は、厚

生会館、千丁・鏡両文化センターの施設使用料

及び自主文化事業の入場料等が主なものでござ

います。 

 一般職５０６６万９０００円は、職員７名分

の人件費でございます。 

 厚生会館自主文化事業９１７万３０００円で

ございますが、厚生会館のほか千丁・鏡両文化

センターで実施します自主文化事業は、市民の

皆様へ芸術文化鑑賞の機会を提供する鑑賞普及

型事業、小中学生の学習や発表の場となる学習
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型事業、芸術文化に直接接する舞台芸術体験型

事業等を企画し実施してまいります。 

 厚生会館自主文化事業は、本年度、鑑賞型事

業としまして東京シティ・フィルハーモニック

管弦楽団コンサートなど２事業、舞台芸術体験

型として演劇ワークショップを、また、学習型

としましては中学３年生を対象としまして音楽

鑑賞会の実施を予定いたしております。予算の

主な内容としましては、事業開催に伴います公

演委託料としまして６３９万６０００円のほか、

公演宣伝用ポスター、チラシなどの印刷やラジ

オ広告、新聞折り込み手数料など１０６万４０

００円が主なものでございます。 

 次の千丁文化センター自主文化事業３７８万

４０００円は、本年度、鑑賞型事業としまして

サンリオミュージカルを予定しております。ま

た、舞台芸術体験型として紙切り芸ワークショ

ップなどの開催を予定いたしております。また、

ホワイエを利用して気軽に鑑賞できる舞台芸術

普及型事業も企画、開催してまいります。予算

の主な内容としましては、厚生会館と同様に、

公演委託料としまして２７９万３０００円のほ

か、公演宣伝用ポスター、チラシなどの印刷、

ラジオ広告、新聞折り込み手数料など４６万５

０００円が主なものでございます。 

 鏡文化センター自主文化事業では４８４万９

０００円を計上いたしております。本年度は、

鑑賞型事業として森山良子コンサートを、市民

参加型としてかがみふるさと音楽祭などの開催

を予定しております。予算の主な内容としまし

ては、公演委託料としまして３６７万２０００

円のほか、公演宣伝用ポスター、チラシなどの

印刷やラジオ広告、新聞折り込み手数料など５

２万６０００円が主なものでございます。 

 厚生会館管理運営事業４２０６万円は、厚生

会館の施設運営経費のほか施設の維持管理に必

要な予算を計上いたしております。主な内容と

しましては、舞台技術委託、清掃、守衛業務委

託のほか機器設備の保守点検委託など、委託料

としまして２６６７万９０００円、また、館の

運営に必要な電気料など光熱水費１１４６万９

０００円などのほか、軽易な修繕などの予算１

８５万７０００円が主なものでございます。 

 千丁文化センター管理運営事業１２７１万８

０００円は、千丁文化センターの施設運営経費

のほか施設の維持管理に必要な予算を計上いた

しております。主な内容としましては、同様に、

舞台技術委託、清掃、守衛業務委託のほか機器

設備の保守点検委託など、委託料としまして６

９２万７０００円、館の運営に必要な電気料な

ど光熱水費３８８万８０００円などが主なもの

でございます。 

 次の鏡文化センター管理運営事業２１９５万

４０００円も同様に、舞台技術、清掃、守衛業

務委託のほか機器設備の保守点検委託など１２

７７万８０００円、電気料などの光熱水費で５

５４万８０００円のほか舞台機構設備の部品交

換などの修繕料１８０万８０００円を計上いた

しております。 

 最後に、厚生会館施設整備事業としまして１

２７１万２０００円を計上いたしております。

舞台吊物装置ワイヤーロープ取替工事８０９万

３０００円と、厚生会館の壁面タイルに落下の

危険性がありますことから、その改修調査設計

業務委託費４３０万３０００円を計上いたして

おります。また、現在臨時駐車場として借用し

ております厚生会館横、西側の国有地土地鑑定

料３１万６０００円を計上いたしております。 

 次に、文化財保護費でございますが、次ペー

ジ、１１１ページの一番下の段からになります。 

 目６・文化財保護費は１億１４０５万９００

０円を計上いたしております。前年の予算と比

較しまして３７２万円の減額となっております。

特定財源の国県支出金９７２万１０００円は、

球磨川河川改修事業に伴います調査委託として

国庫委託金８２１万６０００円と埋蔵文化財緊
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急調査費補助金１５０万５０００円でございま

す。また、その他４２９万円は、やつしろ文化

振興寄附金２６０万円とやつしろ文化振興基金

からの繰入金１５０万円、書籍、ガイドブック

などの販売収入等１９万円でございます。 

 一般職７６９１万６０００円は、前年同様の

職員１０名分の人件費でございます。 

 伝統文化財保存事業５９９万４０００円は、

国指定重要無形文化財であります八代妙見祭の

神幸行事を保存継承するための諸事業並びに祭

りの活性化を図るための取り組みを推進してま

いります。予算の主な内容としましては、神幸

行列の安全対策や獅子、笠鉾などの各奉納団体

への補助である国指定文化財公開活用事業補助

金４４３万円と、妙見祭ＰＲ事業や用具、衣装

の整備補助としまして八代妙見祭活性化事業補

助金１５６万４０００円でございます。 

 次ページをお願いいたします。 

 １つ飛びまして２行目、指定文化財保存管理

事業３７９万５０００円は、八代市文化財保護

条例に基づき、指定文化財の保護管理を行うと

ともに、指定文化財管理者に対しまして維持管

理費用について補助を行うものでございます。

予算の主な内容としましては、国名勝の松浜軒

ほか４団体に対します指定文化財管理費補助金

や民俗文化財の植柳盆踊りなど１６団体に対し

ます民俗文化財維持管理費補助金など、管理運

営補助として合計３３１万４０００円などが主

なものでございます。なお、平成２６年度より、

やつしろ文化振興基金１５０万円を財源といた

しまして文化財活用事業に対しまして補助を行

うこととしております。 

 埋蔵文化財管理活用事業２０３万６０００円

は、市内から出土した遺物の整理作業を行い記

録保存の上展示を行い、埋蔵文化財に対する理

解と関心を高めることを目的として事業を行い

ます。予算の主な内容としましては、遺物整理

業務委託１６６万１０００円が主なものでござ

います。 

 次の埋蔵文化財緊急発掘調査及び保存処理事

業３７６万６０００円は、開発行為を行う際の

試掘確認調査のほか、本年度は、国庫補助を活

用しまして、八代海干拓遺跡群の国指定化を進

めるための調査としまして高島新地旧堤防樋門

部分の発掘調査を予定いたしております。予算

の主な内訳としましては、ただいま申し上げま

した高島新地旧堤防の実測等業務委託１４７万

円と調査指導者の費用弁償５８万６０００円、

緊急発掘調査作業用の重機借り上げ料７７万４

０００円などでございます。 

 ２つ飛びまして、球磨川河川改修事業８２１

万６０００円は、国土交通省が実施しておりま

す球磨川河川改修事業に伴いまして球磨川はね

の発掘調査を行うもので、本年度は遺物整理作

業と報告書の作業を予定しております。全額国

委託金でございます。 

 やつしろ文化振興基金事業２６０万１０００

円は、平成２３年度に締結しました地域振興に

関する協定に基づく寄附金をやつしろ文化振興

基金へ積み立てるものでございます。全国のＷ

ＡＯＮ加盟店で買い物をされた際、やつしろが

めさんＷＡＯＮカードを利用して支払われた金

額の０.１％が寄附されるものでございます。 

 文化行事事業１８０万６０００円は、八代市

文化祭と伝統文化継承事業に要する費用で、文

化祭は、参加団体の代表で構成します実行委員

会に対する企画運営委託料１１９万５０００円、

伝統文化継承事業は、講師派遣事業や子供伝統

文化団体発表会などを実施しまして伝統文化の

後継者育成を目的に実施しますもので、八代市

文化協会への委託料６０万円が主なものでござ

います。 

 文化団体助成事業１２０万８０００円は、文

化団体の育成と文化レベルの向上及び普及を目

指し文化団体等へ助成金を補助するもので、八

代市文化事業補助金として八代市文化協会へ運
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営補助６６万４０００円、また、全国高等学校

総合文化祭等補助金としまして市内の出場高校

に対しまして合計５４万４０００円を補助する

ものでございます。 

 次の市内城跡保存管理事業６３９万円は、八

代城跡群の国指定史跡に伴う予算でございまし

て、来年度、指定記念シンポジウムを開催する

ほか、国指定となりました八代城跡群を広く紹

介するためにポスター、チラシ、マップの作成

を予定しております。予算の主な内訳としまし

て、ただいま申し上げましたように、シンポジ

ウム出演者への謝礼と旅費３９万円、国指定記

念のぼり旗、ポスター、チラシなどの印刷製本

費９７万１０００円、また、国指定史跡となり

ます八代城跡群の古麓城跡にあります国有林４

万５７００平米の測量及び立木補償鑑定等業務

委託４９１万４０００円などが主なものでござ

います。 

 最後に、松浜軒活用事業１６万８０００円は、

来年度からの新規事業でございまして、松浜軒

を会場としまして茶道を体験しながら八代の歴

史と文化を学ぶ講座を開催してまいります。 

 続きまして、項８・社会体育費について御説

明をいたします。 

 まず、目１・社会体育総務費で４９９０万７

０００円を計上いたしております。前年度予算

と比較しまして３４万円の増となっております。 

 一般職４１３５万４０００円は、前年同様職

員５名分の人件費でございます。 

 社会体育一般事務事業１１９万９０００円は、

事務用品のほかコピー機のパフォーマンスチャ

ージ料、電話料、事務執行に係る経費でござい

ます。 

 社会体育団体補助金事業５４２万１０００円

は、スポーツ競技力の向上、競技人口の拡大を

推進しますとともに、多くの市民がスポーツに

親しめる環境づくりを推進するために団体の育

成強化を図るもので、ＮＰＯ法人八代市体育協

会に対しまして４２０万円、八代市スポーツ推

進委員協議会へ１２２万１０００円を補助する

ものでございます。 

 次のトップアスリート育成事業１８０万円は、

平成２６年度からの新規事業でございまして、

２０２０年の東京オリンピック開催をスポーツ

振興の絶好の機会と捉え、オリンピックを初め

とします国際大会、全国大会で活躍できる選手

の育成強化を行いますとともに、広く市民のス

ポーツへの関心を高めることを目的に、ＮＰＯ

法人八代市体育協会が取り組みます事業に対し

補助を行うものでございます。 

 次に、目２・社会体育事業費では２９９３万

８０００円を計上いたしております。前年度予

算と比較しますと５０万１０００円の増額とな

っております。特定財源、その他の４００万円

は、ＡＢＣバドミントン大会に伴います地域活

性化センターからの助成金でございます。 

 スポーツ推進委員関係事業６２１万８０００

円は、地域スポーツと生涯スポーツの推進を図

るためにスポーツ推進委員を設置しておりまし

て、本事業を通して活動事例や実技の知識、技

能の習得を行うこととしております。予算の主

な内容としましては、８３名分のスポーツ推進

委員報酬２７３万１０００円、同じく研修会や

協議会、会議等への出席旅費合計２３３万６０

００円、新任スポーツ推進委員のユニホーム購

入費３９万４０００円などが主なものでござい

ます。 

 次の校区対抗駅伝競走事業６６万１０００円

は、各校区代表選手による校区対抗の駅伝大会

運営経費で、次の市民体育祭事業３３４万２０

００円は、市民体育祭運営業務委託１９２万円

と市民体育祭の主催が教育委員会から市長部局

へ変更になったことに伴います優勝旗の作成、

つくりかえが必要なことから、２６年度は１２

旗を作成をいたすもので、その費用１２３万２

０００円が主なものでございます。なお、市民
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体育祭への障害者種目などの検討を行います検

討委員会を立ち上げますことから、委員報酬１

７万７０００円を新たに計上をいたしておりま

す。 

 各種スポーツ大会出場奨励事業６００万円は、

全国大会等に出場する際の奨励金でございまし

て、次の郡市対抗熊日駅伝・熊日郡市対抗女子

駅伝事業５７万４０００円は、出場選手の派遣

業務委託５０万７０００円が主なものでござい

ます。 

 県民体育祭事業６５８万５０００円は、平成

２６年度は山鹿市ほかで開催されます県民体育

祭への選手派遣業務委託６４４万９０００円が

主なものでございます。 

 スポーツ拠点づくり推進事業５７１万１００

０円は、全国小学生ＡＢＣバドミントン大会運

営負担金５６０万円が主なものでございます。 

 次に、目３・社会体育施設費では１億９３２

１万１０００円を計上いたしております。前年

度予算と比較しますと１億５５９６万８０００

円の減額となっております。減額の主な要因と

しましては、平成２５年度に実施しました総合

体育館大アリーナ空調機入替工事９５００万、

小アリーナ空調設備設置工事４３００万、また、

大アリーナの工事期間中におきます空調機のリ

ース料１５６７万円が不要となることが主な要

因でございます。特定財源の国県支出金６６０

万円は公共施設耐震改修事業補助金で、地方債

１２７０万円は教育債、社会教育債で、千丁体

育館施設整備事業１２７０万円でございます。

その他１００７万円は、千丁、鏡、東陽の各体

育館や学校グラウンドなどの夜間照明など社会

体育施設使用料収入が主なものでございます。 

 一般職３３８２万円は、職員５名分の人件費

で、前年度に比べまして２名減、１４３０万８

０００円の減でございます。 

 説明欄の総合体育館管理運営事業３８４７万

４０００円から次ページの３段目の球技場管理

運営事業５３７万６０００円まで７事業８施設、

ＮＰＯ法人八代市体育協会へ指定管理を行う施

設の管理運営に係る費用で、これらの主な、予

算の主な内訳としましては、指定管理料のほか

各施設の修繕料が主なものでございます。本年

度、これら８施設の指定管理委託料の合計額は

６７１５万円を計上をいたしております。 

 千丁体育館管理運営事業２１１万７０００円

は、体育館電気料などの光熱水費１２８万４０

００円、管理・清掃業務委託６８万３０００円

が主なものでございます。 

 千丁グラウンド管理運営事業１０７万３００

０円は、西グラウンドのトイレ屋根修繕３０万

３０００円と天然芝グラウンド管理業務委託２

１万円でございます。 

 次の鏡総合グラウンド管理運営事業１２００

万９０００円は、体育館、武道館、グラウンド

などの光熱水費４１２万８０００円と管理委託

料２７１万７０００円、武道館の雨漏り修理な

どの修繕料２００万円などが主なものでござい

ます。 

 次の東陽運動公園管理運営事業１１３万２０

００円は、除草業務委託２５万８０００円のほ

か、本年度は屋外放送施設の改修費として６５

万８０００円が主なものでございます。 

 東陽スポーツセンター管理運営事業８００万

３０００円は、電気料などの光熱水費３６１万

４０００円と空調機の修繕料１５０万円、機器

保守点検委託料など１４８万円のほか、清掃業

務委託料４８万４０００円などが主なものでご

ざいます。 

 ２つ飛びまして、夜間照明施設管理事業３１

０万３０００円は、電気料２５４万３０００円

とランプ取りかえ修繕料５０万円が主なもので

ございます。 

 総合体育館施設整備事業２９６１万７０００

円は、小アリーナ屋根防水改修２３５９万５０

００円と、同じく雨水管修繕２００万円、高圧
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受電設備改修４０２万２０００円でございます。 

 次のスポーツ・コミュニティ広場施設整備事

業１２２万４０００円は、テニスコート増設に

伴いまして駐車場が不足しますことから、近隣

の駐車場用地に係る土地鑑定料３６万２０００

円、土地測量委託８６万２０００円を計上いた

しております。 

 市民球場施設整備事業１８０万円は、防球ネ

ットワイヤーの取りかえ修繕を行うための費用

でございます。 

 最後に、千丁体育館施設整備事業２０００万

円は、耐震補強工事で、平成２４年度に実施し

ました耐震２次診断によりまして耐震基準を満

たしていないことから、平成２５年度耐震補強

実施設計を行い、来年度国庫補助を活用して補

強工事を行うものでございます。 

 以上、教育費のうち、市民協働部関連分の説

明とさせていただきます。御審議よろしくお願

いいたします。 

○委員長（福嶋安徳君） はい。歳出のほうで

消防費、教育費について説明いただきました。

以上の部分について質疑を行います。ありませ

んか。 

○委員（上村哲三君） 長々言う。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、上村委員。 

○委員（上村哲三君） はい。何ページだ、９

９ページ、防災行政無線整備事業についてです

が、いや、それひどいもんだからですね。 

 防災行政無線は前回は過疎債で整備したっか

な、あれは、な。（｢はい」と呼ぶ者あり）た

しかそうだったね、何年か前。やったっだけど

ですね、あちこちでですね、何を言ってるかわ

からないていう声が大変あちこちで聞かれます。

それも、風の影響だとかですね、いろんな影響

があるそうです。雨が降ったら、まず家ん中い

たら聞こえないとか、そういうのがありますが、

整備したときのですね、計画自体がどうだった

のか、例えば、何平米当たりに１基とか、そう

いう形でやったのかどうかですね、そこんとこ

ろはよくわからないので。 

 ただ、地域によかれと思ってやって、整備は

してあるんだろうと思うんだけど、現実的には

用をなしてない部分がたくさんあるということ

で、恐らく昭和のほうも今度やられるんでしょ

う。ねえ。まだ昭和は、まだいっぱいあります

ね。昭和地区んなればね、聞こえないところが。 

 そういう自主点検は、もう全部八代管内はで

きてますか。どの地区でどれぐらいまだ整備が

必要かていうようなことはできてますか、もう。

わかってて、これを毎年やっていくんですか。

それとも行き当たりばったりで、言われたとっ

から先にやっていくんですか。そこんとこちょ

っと教えてちょうだい。 

○防災安全課長（東坂 宰君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、東坂防災安全

課長。 

○防災安全課長（東坂 宰君） はい。防災安

全課の東坂でございます。 

 今おっしゃいましたように、確かに八代地

域、大変広うございまして、特に旧八代市の地

域でですね、防災無線が聞こえづらいというお

声を私たちもかなり耳にいたします。 

 そういった中で、平成２５年度におきまして

ですね、各地域の、どれぐらい聞こえるのかと

いう調査をさせていただきました。 

 また、現在の旧八代市におきます防災無線

は、市が設置しております屋外スピーカーと、

それから、各町内で設置していらっしゃいます

放送設備につなぎ込んで放送してるという部分

がございまして、市がもともと設置しました部

分が２９基、それに、今年度が７基ですとか昨

年が２基とかですね、追加しているわけなんで

すけども、そこの部分につきましては、音が、

ある程度音達が入ってます。 

 それから、町内の設備を借りていきました部

分につきましては、もうスピーカーが、昨年調
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査しましたところ、もう傷んで音が出ないとか

ですね、そういうものがかなりの数ございまし

た。また、中にはですね、もうこれは全く故意

なんでしょうけれども、もう線を鋭い刃物で切

ってあるとかですね、そういうものも見受けら

れまして、聞こえにくいところがかなりあるよ

うでございます。 

 整備しました時点では、大体１つのスピーカ

ーから３００メートル、半径３００メートルと

いうのをですね、基準に設置しているようでご

ざいます。また、もちろん民家がない部分はで

すね、その辺は省いてありますけども、もとも

とは半径３００メートルという一つの基準を持

ちながらつくっているようでございますが、先

ほど申しましたように、町内会のスピーカー等

がない部分もありましたりとか、それ以上にで

すね、３００メートル以上に開いてしまってる

ところもございます。 

 そういった中で、先ほど申しましたように、

これまで調査をいたしまして、その空間が広い

部分には、新たにＭＣＡという形で市が独自に

設置する部分を今設置をしていってるところで

ございますけれども、なかなかこれは、先ほど

上村委員おっしゃいましたように、３００メー

トルという基準をもともとはつくっております

けれども、もう天候の状況、あるいは最近の家

っていうのは大変気密性が高うございまして、

もう閉めてしまったら音が聞こえないというよ

うな状況がございまして、まだまだ聞こえない

部分はかなりあるというふうには感じておりま

して、まあ今現在のところでは、その空間が余

りにも、音達域が達しない部分が広い部分から

ですね、順次埋めていってるところでございま

す。はい。 

○委員長（福嶋安徳君） いいですか。 

○委員（上村哲三君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、上村委員。 

○委員（上村哲三君） はい。はい、大体わか

りました。当初の計画の内容わかって、まあ実

態は大変残念な結果になってるという検証だろ

うというふうに思いますね。 

 だから、昨晩の２時過ぎのですね、地震の問

題もありますが、とにかくほとんどの方がわか

っていないような気がします。まあ２時ごろち

ゅうたら一番眠り込んでいる時期、時間帯だろ

うというのもあるんだろうけど。 

 有線放送のある地域はですね、有線放送に直

接流し込んで、外部のですね、防災無線なんか

僕は要らないような気がするけど。ちょっとそ

こんところの検討はですね、逆に有線放送あた

りを利用してもらうような計画で、もう一回見

直してみないですか。家ん中に有線放送で入る

のがね、一番確実だというふうに思います。 

 実際、例えば豪雨の時期とか何とかいったら

ね、雨音がひどい場合にはそれだけでもですね、

防災無線って聞こえないんですよ、はっきり言

って。何を言ってるかわからない状態が、これ

はもう現実的にありますのでですね。それと、

ゆうべのような真夜中のいろんな事例とかいう

のも考えればですね。 

 まあ有線放送だったら間違いなく、うちはダ

ブルでありましたからですね、私は気づかなか

ったんだけど、うちのはその音を聞いて、何か

鳴ったということで気づいて、聞こえたってい

うようなことだから。やはりかえって有線のほ

うがね、あるところに対しては十分有効なのか

なというような気もしましたんで、ぜひそのあ

たりも検証をね、重ねてみて、意味のあるね、

防災行政の施設整備に当たっていただきたいと

いうふうに思います。 

 まだまだですね、たくさんあるように聞いと

りますので、ぜひですね、まあ面倒くさいだろ

うけど、もうこれが一番、基本になることでし

ょうから、よろしくお願いしたいというふうに

思います。はい。 

 それと、もう一個いいですか。 
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○委員長（福嶋安徳君） はい、上村委員。 

○委員（上村哲三君） はい。埋蔵文化財の件

で一つお尋ねしたいんですが、我が地区のこと

言うとなんだけどですね、坂本町の旧小学校跡、

社会教育センターの建物内に、文化財たくさん

置いてありますね。――ねえ。（｢はい」と呼

ぶ者あり）で、耐震もいろいろ問題がある、ま

た地元からもいろんなもう解体要望が出てると

いうのに、あの文化財を見たらですね、言いた

いことも言えなくなるような状態。 

 長いこと放置された状態にしか見えませんが、

ああいうもんに関しては、どのような、――こ

れにはね、予算があるんですよね、ちゃんとね。

ねえ、どう考えてるの。施設自体は、社会教育

センターの施設だから教育委員会でしょう。借

りてるわけでしょう。（｢はい」と呼ぶ者あ

り）ねえ。どうするつもりなんですか。あれ地

元のもんじゃないよ、ほとんど。な。（｢は

い」と呼ぶ者あり）旧八代市から出たものを、

あそこはあいとるから入れろていうふうな。前

は教育委員会だったから、全部ね、これ文化課、

ね。だからやってたんでしょうけど、もう今分

かれたんでしょう。（｢はい」と呼ぶ者あり）

どうするんですか。 

 ああ、家賃払ってると、あれ。文化まちづく

り課が。（笑声） 

○文化まちづくり課長（和久田敬史君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、和久田文化ま

ちづくり課長。 

○文化まちづくり課長（和久田敬史君） はい。

文化まちづくり課の和久田でございます。 

 今、文化財の保管ということで、坂本の西部

小学校と藤本小学校に、学校の跡地をお借りし

て文化財の保存をしてるところでございます。 

 坂本の西部小学校に関する文化財に関しまし

ては、例えば博物館で、本年度お城に関します

秋季かな、（｢秋季」と呼ぶ者あり）秋季の展

覧会のときには、坂本の西部小学校に保管して

おりました文化財を何点か出品をいたしまして、

市民の方に見ていただいたというような状況で

ございます。 

 本来であればもう、かなり両小学校とも老朽

化いたしまして、そろそろ解体とかするような

時期に来てるということで承知はいたしており

ますが、私どもといたしましても、その保管す

る場所が今現在ないというのが正直なところで

ございます。非常に頭を痛めておりまして、今

後その保管場所も含めたところで何とかしてい

かなければならないというふうには考えており

ます。はい。 

 以上でございます。 

○委員（上村哲三君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 上村委員。 

○委員（上村哲三君） もう俺が言いたいこと

わかっど。でも言うとかにゃ、ずっと続いとる

もんな、現実的に。（文化まちづくり課長和久

田敬史君｢はい、わかりました」と呼ぶ）ね。 

 例えば、あの建物自体がね、もう大変厳しい

もんがあるからどうにかしたいて言うと、教育

委員会何て言うと思う。教育委員会は文化財が

入ってますからて。あんた方は持っていく場所

がないから、そのまま借りときますから、それ

を待ってくださいって言うのかな。 

 やはり根本的にね、考えてもらわないと。あ

れは捨てたらいかぬの。それ聞かせてよ。はっ

きり言ってね、――もうごめんね。レベルが低

かもんだから。これは捨ててもいいんじゃない

かと思えるようなもんが、外から見て見えるわ

けよ。ね。ただ、八代市の伝統ある埋蔵文化財

であろうけど、そこんところ何か制限があるん

ですか、あれには。 

○文化まちづくり課長（和久田敬史君） はい、

委員長。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、和久田文化ま

ちづくり課長。 

○文化まちづくり課長（和久田敬史君） はい。
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私も、文化財関係はあんまり詳しくはございま

せんが、発掘調査等で発掘した文化財につきま

しては、期間というのはなくて、基本的には永

久に保存管理をしないといけないというような

形になってるそうでございまして、発掘調査を

すればするほど文化財がふえていくというよう

な、今の法律上はなってるということでござい

ます。はい。 

○委員（上村哲三君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 上村委員。 

○委員（上村哲三君） 僕は、文化財の発掘に

ね、１回立ち会ったことがあっとですよ。もう

一定のもんが見えたら、もう掘らないね、それ

以上は。ある程度見えたら。いや、かけら見え

とってもとらなかったよ。もうやりよったら終

わりませんていうことで。調査でな、ある建物

が建つとき。だから、そういう事態があるんだ

からたい、大概にしてくれぬかな。 

 うん。どうせやるならたい、あんだけの大量

なもんあるなら、どっかにちゃんと施設整備し

てからたい、市民に開放しなさいよ。じゃない

とね、あら、がらくたんまんまで終わるよ、ず

っと。ね。市の本当大切な埋蔵文化財っていう

ようなね、認識を持っててね、置いてるならた

い、どっかでやはり。 

 そらもう、言うたらまた金が要りますけんて

言うとだろうけどね、でも、それは必要な部分

じゃないのというふうに思いますけど、そうい

う検討を重ねてください。ああいうところにね、

隅っこに、山に持っていってね、そんまま保存

を続けないように。ね。（文化まちづくり課長

和久田敬史君｢はい、わかりました」と呼ぶ）

財産と思うなら、それぐらいのね、気合いを込

めてね、予算を措置をね、要求を財政のほうに

してから、ちゃんと対応をしてください。（文

化まちづくり課長和久田敬史君｢はい」と呼

ぶ）はい、お願いします。教育委員会との横連

携もちゃんととってね、やってください。（文

化まちづくり課長和久田敬史君｢わかりまし

た」と呼ぶ）もう意見として言っときます。は

い。 

○委員長（福嶋安徳君） はい。 

 ほかにありませんか。 

○委員（橋本幸一君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、橋本委員。 

○委員（橋本幸一君） よろしいですか。先ほ

どの防災無線も含めてですが、消防関係で、先

般、総務省からあったっかな、私がちょっと課

長にお聞きしたんですが、危機管理体制のやっ

ぱ強化っていうことで、いろんな財政措置も今

後なされるということで、市にもそういう通達

は来てるっていうことですが、今聞くと、非常

にこの消防設備に対して財源がない。 

 特にこの、もう消防団の、この多くの消防団

の報償費に加えてしまうていうのは、やっぱそ

ういう現状の中で、これからどう設備をしてい

くかちゅうことは、先ほど示されたあの指針の

中で非常にやっぱり重要な部分を私は持ってる

と思うとですが、その辺に対して、やっぱりこ

れからのこの予算の充て方、非常にやっぱり現

場とちょっと乖離しとる部分が感じるもんだか

らですね、その辺は課長どう捉えておられるの

か。その辺を含めて。 

○防災安全課長（東坂 宰君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、東坂防災安全

課長。 

○防災安全課長（東坂 宰君） まずですね、

私の考えの前に、交付税措置と現状の予算がど

れくらい乖離してるかというのを説明させてい

ただきたいと思います。 

 私も、まず団員の報酬等ですね、いろいろ交

付税基準ではこれだけですので、各市町村ご

と、報酬額を上げてくださいという国の通達だ

ったりがよくまいりますので、じゃ一体、交付

税措置が基準財政需要額を算出するに当たって

の基準がどれだけなのかなということで、財政
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課から資料いただいて見せていただきました。 

 その中で、それぞれの単価につきましては団

員が３万６５００円ということで、それから順

々に団長の８万２５００円まであるんですけれ

ども、この単価につきましては、確かに現在の

八代市の単価に比べると、団員さんにつきまし

ては約２倍ぐらいです。 

 ということで、私もまあ大分違うなと思った

んですが、それでは八代市、大体１０万人規模

の市の場合には団員をどれくらいこれは見てあ

るんだろうかと、そこまで見なくちゃならない

なということで見ました。八代市は、現在２４

３６名の消防団員がいますが、地方交付税の算

出資料では５６６名分しか見てありません。は

い。（｢５分の１」と呼ぶ者あり）５６６名分

ですね。 

 ということで、まず、そういうものを全部積

み上げていきますと、算出資料の中では１億２

００万というのが八代市の算出基準になりま

す、地方交付税の中では。 

 それに対しまして、実際、八代市が消防団関

係――まあこれは消防積載車等も含めて、購入

も含めてなんですけれども、地方交付税の算出

資料と同じようにそれに当てはめていきます

と、現在支払ってる、支出してる額が１億７９

００万円です。 

 ということで、額としましてはですね、交付

税基準よりもかなり支払い額は多いんですけど

も、いかんせん先ほど申しましたように団員数

がかなり違うということでですね、この差とい

うのはございます。 

 また、交付税基準だけではなくて、熊本県下

１４市のですね、それぞれ団員から団長までの

報酬というのもちょっと調べて比較してみまし

たところ、確かに八代市は安いほうですね、下

から数えて３番目とか４番目とか、それぐらい

安いような状況でございました。はい。そうい

ったところが現状でございます。 

 そういった中で、危機管理を進める中で、消

防団の役割というのは大変大きゅうございます

ので、今後どうやっていかなければならないか

という分でございますけれども、まず１点は、

この交付税基準に対しまして、私たち、また今

度県のほうで会議がございますので、この人数

というものをもう少しこれはふやしていただけ

ないのかというものを、県を通じて国に呼びか

けていきたいというのが１点でございます。 

 それから、先ほどの予算の中で脇坂次長が説

明いたしましたが、来年度につきましては防火

水槽等の設置がございませんでした。と申しま

すのが、昨年は坂本町で設置しましたんで、数

が少なくとも、残りにつきましては、――まあ

全額につきまして過疎債の対象になります。そ

ういうことで、大変有利な起債が借りれるとい

うことなんですが、これが、坂本、東陽、泉を

除きますと、そういう有利な起債がございませ

ん。 

 ということで、これを補助を、国の補助をで

すね、借りてつくっていこうとなりますと、今

申し上げました防火水槽を例に挙げますと、こ

れが最低でも４基そろわないと補助の対象にな

りません。希望としましてはですね、１基２基

というのがあるんですけれども、補助の対象に

ならない、過疎債のような有利な起債が使えな

いというようなことで、大変その辺が苦慮して

いるところでございます。 

 ただ、そう申しましてもですね、やはり一歩

一歩進んでいかなければなりませんので、可能

な限りいろんな有効なそういう補助関係あるい

は交付金関係をですね、私たちは探しながらや

っていかなければならないということと、それ

から、これは後ほどですね、また条例の改正、

――先ほどちょっとお話が出ました退職報償金

の、今度ふやすと、一律５万円大体ふやすとい

うことでですね、そういう処遇改善につきまし

てはですね、常にやっていきたいというふうに
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考えておりまして、消防団の皆さんともです

ね、話をしながら、必要な部分、必要でない部

分ですね、やっぱその辺をちゃんとわきまえな

がら、消防団の意見を聞きながらですね、対応

していかなければならないなというのが、今思

ってるところでございます。 

 確かに、財源がですね、もう少しあればとい

うふうに思うところでございますけども、先ほ

ど申しましたように、なかなか一般財源という

ものは今限られておりますんで、私どもの中で

いかに有利な補助金等をですね、見出していく

かというのが、今後の一つの大きな指針になる

のではなかろうかというふうに思っておりま

す。 

 以上です。 

○委員（橋本幸一君） はい、ちょっと。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、橋本委員。 

○委員（橋本幸一君） 今の中では、交付税措

置が新たに加算されても結局、団員の報償費で

食われてしまうというような、今の、プラスさ

れてもですね、やっぱそういう現状ん中で、非

常備消防の装備をどうしていくかってことが非

常にこれからの大きな課題になってくる。 

 確かにまだ、私も以前から一般質問しとるよ

うに、靴の問題とかいろんな装備にも問題があ

る。やっぱそれについてはぜひ、先ほど県に要

望とか団員のその辺の加算の措置とか、ぜひで

すね、その辺も上げて、そして、私たちにもそ

の情報をやっぱり、――皆さん、今初めて聞い

たと思うわけですね。そういう情報をぜひ私た

ちにも伝えていただきたいと思います。 

○防災安全課長（東坂 宰君） １点よろいし

いでしょうか、委員長。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、東坂防災安全

課長。 

○防災安全課長（東坂 宰君） はい。先ほど

申しました交付税基準は、平成２５年度のです

ね、基準を私のほうが調べてお話をしておりま

すけども、平成２６年に入りまして、ことしに

入りましてから、消防団の整備、装備の基準等

が変わりましたりとか、いろいろしておりま

す。そういった点で、交付税算入に関しまして

ですね、算定に関しまして、どれぐらい２６年

度に国のほうが伸ばしてくるのかと、その辺も

見きわめながらですね、当然あれだけ言ってる

んだろうから、私は交付税措置は少しはふえる

んじゃないかというふうには思っているところ

でございます。そういったところをまた見きわ

めながら、調べまして、機会がございましたら

また皆さん方のほうにも報告をしてまいりたい

というふうに思います。 

 以上です。 

○委員（橋本幸一君） 委員長。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、橋本委員。 

○委員（橋本幸一君） はい。先ほどの防災無

線も含めてそうだし、それから、いざってい

う、現場の消防団員との現場での連絡等も、と

っても今、無線もないっていうような状況の中

でやってるという現状ですから、その辺も含め

てですね、何から先にせぬといかぬかというこ

とをまずは捉えていただきたい。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、いいですか。 

○委員（橋本幸一君） もう一つよろしいです

か。 

○委員長（福嶋安徳君） 橋本委員。 

○委員（橋本幸一君） 先ほどＡＢＣ、全国の

あの大会、あれはもう、あと何年ですか。

（｢あと３回、４回」と呼ぶ者あり）１０回、

１０年だったでしょう。 

○いきいきスポーツ課長（稲本俊一君） はい、

委員長。 

○委員長（福嶋安徳君） 稲本いきいきスポー

ツ課長。 

○いきいきスポーツ課長（稲本俊一君） ２６

年で８回目ですので、あと３回ですね。トータ

ルで１０年間の一応開催になっております。 
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 以上です。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、橋本委員。 

○委員（橋本幸一君） 私、非常にあれは、結

構集客効果とかホテルとか、大きなやっぱり効

果があったと思ってるんですね。１０年という

一つの区切りがある、それから先どうするかっ

て、もうそろそろ考えていかなければ。継続含

めて。そういう働きかけはどのように考えてお

られますか。 

○いきいきスポーツ課長（稲本俊一君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 稲本いきいきスポー

ツ課長。 

○いきいきスポーツ課長（稲本俊一君） はい。

確かに委員おっしゃるとおり、ＡＢＣバドミン

トンに関しましては、全国から小学生、それに

親御さん、それとおばあちゃんおじいちゃんた

ちまで来られます。その分、大変経済効果があ

るというふうに我々も認識しておるところでご

ざいまして。 

 さらにですね、継続をしていただきたいとい

うことで、昨年、日本小学生バドミントン連盟

に対しまして、八代市長、それと八代市の体育

協会、それと県のバドミントン協会、それと八

代市のバドミントン協会連名で、日本小学生バ

ドミントン連盟のほうに、さらに継続、３年間

の継続をお願いしていただくように今要望を出

しているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（福嶋安徳君） 橋本委員。 

○委員（橋本幸一君） ３年間ですか。 

○いきいきスポーツ課長（稲本俊一君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 稲本いきいきスポー

ツ課長。 

○いきいきスポーツ課長（稲本俊一君） あと

３年ございまして、さらにまた３年ていうよう

なところでございます。（委員橋本幸一君「１

３年っていうことで」と呼ぶ）トータル的には

１３年になります、はい。 

 以上です。 

○委員長（福嶋安徳君） 橋本委員。 

○委員（橋本幸一君） その根拠は何ですか、

倍させとく。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、稲本いきいき

スポーツ課長。 

○いきいきスポーツ課長（稲本俊一君） 確か

にですね、この１０回の開催ちゅうのは、開催

地の当然協会の方々の協力を当然いただけない

とできない大会でございまして、ですから、市

のバドミントン協会のほうともいろいろ協議い

たしまして、市としてもぜひ継続お願いしたい

と。運営する側のほうも、なるだけ継続開催し

たいていうことで、あと３年、一応めどとして

３年を継続開催ということで要望しているとこ

ろでございます。 

 以上です。 

○委員長（福嶋安徳君） 橋本委員。 

○委員（橋本幸一君） はい。継続に向けても

う既に動かれているということについては、も

う安心いたしました。 

 まあせめて、３年て言わずにできるだけ。非

常に私はこれは引き合いが強いと思うとです

ね、どこの自治体もうちでうちでっていうの

は。そこは強力に推進していただきたいと思っ

ております。 

 結構です。 

 もう一つよろしいですか。 

○委員長（福嶋安徳君） 橋本委員。 

○委員（橋本幸一君） それから、トップアス

リート、これは県でも捉えられて、で、非常に

ですね、オリンピックに向けて動きがある大変

いい事業かなと私思ってるんですが、これは結

局今、６年後となれば、結局今の高校生とかも

含まるっですね。あれはどのように捉えられ

て、考えられておられるのか、対象者を。 

○委員長（福嶋安徳君） 豊田いきいきスポー

ツ課副主幹兼振興係長。 
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○いきいきスポーツ課副主幹兼振興係長（豊田

正樹君） いきいきスポーツ課豊田でございま

す。 

 トップアスリート育成事業の対象をどの程度

考えとるかというような御質問かと思いますが、

小学校高学年から中学生のジュニア世代をまず

対象というふうに考えとるところでございます。 

 以上でございます。 

○委員（橋本幸一君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 橋本委員。 

○委員（橋本幸一君） それは、結局、教育委

員会とも緊密に連絡とりながらという、例え

ば、部活外のその子たちを、優秀な子供たちを

引っ張り上げてやるのか。どういうようなイメ

ージで考えればよろしいですか。 

○いきいきスポーツ課副主幹兼振興係長（豊田

正樹君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 豊田いきいきスポー

ツ課副主幹兼振興係長。 

○いきいきスポーツ課副主幹兼振興係長（豊田

正樹君） はい。トップアスリート育成事業に

つきましては、体育協会のほうで実施をされて、

その支援を市がするというようなところでござ

いまして、実際、具体的には体育協会のほうで、

次年度はトップアスリート育成事業ということ

で、今委員さん御質問の点だと思いますが、こ

ちらにつきましては、体育協会のほうから各競

技団体のほうに、もう現在既に全国大会に出場

している選手だとか、あと、もう既に九州とか

県の選抜チームに入ってる、もしくは、日本の

年代別のトップクラスの記録を保持していると

いうような方々についての御推薦をいただくと。 

 あわせて、例えばもう一つ、将来性を考えま

して、例えば１００メートルが何秒以内とか、

あと持久力ですね、フィジカル、あと走り幅跳

びとか、そういった基礎能力が高い選手を推薦

していただきまして、体育協会内で選考をして

いくと。 

 ですので、各競技団体において、そういった

選手団を選考していただくというような流れに

なっております。 

 以上でございます。 

○委員（橋本幸一君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） いいですか。 

 はい、橋本委員。 

○委員（橋本幸一君） はい。ぜひ頑張ってい

ただきたいと思います。 

 結構です。 

○委員長（福嶋安徳君） はい。ほかにござい

ませんか。 

○委員（上村哲三君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、上村委員。 

○委員（上村哲三君） さっき、もう一つ聞き

忘れてた。 

 防災訓練事業ですよね。各地区で自主防災の

団体がたくさん立ち上げられましたですね、近

年。そことの連携の中でですよ、さっき非常備

消防の問題もあるんだけど、平野部はですね、

ふだん働く、八代の中でも働き手がね、昼間人

口が、昼間人口が多いエリアだからいいけど、

山間部行けばですね、高齢化率は５割になろう

としてですね、昔で言う三ちゃん農業みたいな

感じでですよ、三ちゃんしかおらぬでおって、

そん中でやっぱ自主防災組織ができとるわけで

すよね。 

 そのあたりとの連携を含めていけば、あの消

火栓の整備だとか、ね。もう即やはり非常備消

防の人たちもなかなか間に合わないというよう

なエリアが私は、東陽、泉、坂本というのはで

すね、大変厳しい状況に、一部中心街を除いて

ね、あるのかなというふうに思うわけですよ。 

 そのあたりとの、――たまたま坂本にはほら、

坂本、消防署の坂本分署があるからですね、ま

あ少しはよくなってきたということだけど、今

度はまた日奈久の分署がね、ちょっと坂本町で

いえば百済来方面から遠くなるというようなこ
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とでね、大変また厳しい状態も生まれたりする

というようなこともあるわけですから、そのよ

うな中で、やはり自主防災組織とのね、連携と、

そういう施設整備、それから非常備消防との連

携、そのあたりんところをですね、何かうまい

考え、連携してやっていけるのか、何かお答え

ありますか。 

○防災安全課消防防災係長（髙田剛志君） は

い。 

○委員長（福嶋安徳君） 髙田防災安全課消防

防災係長。 

○防災安全課消防防災係長（髙田剛志君） は

い。防災安全課の髙田でございます。 

 現在、自主防災との連携、また、非常備消防

との連携についてでございますが、現在、八代

市では自主防災組織率約７７％保持しておりま

して、平成２８年度末までに８０％組織率を高

めようという狙いで今年度も活動やっておりま

す。 

 連携といたしましては、防災訓練に参画した

りだとか、あるいは、私たちが出前講座に行っ

て、自主防災組織の、いわゆる共助の重要性、

こういうのをお話ししまして、つくっても全然

活動していない組織もありますので、そういう

のを、一つ一つ助言あるいは協力しながら今や

っているところでございます。 

 今年度におきましても、ある防災団体と八代

市一緒になりまして、地域防災活動者養成事

業、これをやっておりまして、今議員がありま

した日奈久校区におきましても１月開催したと

ころでございます。この中で、いわゆる自主防

災の組織の役員になる方々に、非常食のつくり

方あるいは救急救命訓練、そういうことをやり

ながら、いざ大災害において消防、自衛隊、警

察が来なくても何とか自分たちでやる、そうい

うところをやってきました。 

 来年度におきましても、その事業をやってい

くとともに、避難所運営訓練、ＨＵＧってい

う、通称言っておりますが、ＨＵＧ訓練を各自

主防災組織でやりながら、自分たちで、大災害

があった場合、避難所の運営、また、簡単な防

災対策できるような取り組みを今後していき、

もちろんその中で消防団とも連携しながら対策

を講じていきたいというように考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○委員長（福嶋安徳君） いいですか。 

 上村委員。 

○委員（上村哲三君） はい。ちょっとこの中

とは外れる部分もあるかもしれぬけど、災害は

いろんな種類があるからですね、火事ばかり、

――まあここは消防費ん中で出てくるけんであ

れあるが、火事ばかりでなくてですね、土砂崩

落とかですね、台風災害、豪雨災害っていろん

な災害があるわけですよね。 

 先日も県の振興局のあれで土砂災害というこ

とであったんですけどね、第１次避難所指定さ

れとる、そこの避難所まで行くのにですね、道

路が安全じゃないんですよ、とにかく。そうい

うことをですね、住民から意見が出たそうです。

知らぬふりだそうです。そうなってますので、

あとはしてください。――おいおいって。 

 実際だからね、上級官庁がするのはその程度

のこと。やはり八代市民の命守ってくれるのは

ね、八代市の行政だというふうにね、住民は思

ってると思いますよ。僕は先日のその説明会を

聞きに行かれた方からね、聞いて、つくづくそ

う思いました。 

 だからやはり、もう小さな部分までですね、

できればいろんな対処方法ていうのをね、やは

り大まかにやるんでなくてですね、各地域に入

ってですね、細かい体制でやっていく災害対策

事業というのをですね、細かにやっていただけ

ればなというふうに。 

 あなたたちも少ない職員さんでね、大変だろ

うけど、やはりそれは各組織を動かせばいい。
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今度はいろんな住民自治の問題も含めて入って

くるわけですから、その辺のあたりに委託して

でもですね、やはり本当に自分たちのエリア、

さっき髙田が言ったようにね、エリアん中でね、

自分たちをまず守るというようなことをね、意

識づけを強くしてですね、いろんな形で対策を

ですね、指示をしていただければ。 

 それから、災害のための訓練とか、そういう

のを細かく、細かいエリアでやっていただけれ

ば。河川敷で全体でやりますよって言っても、

来る人はいつも決まっとっとです、ね。じゃな

くて、本当に地元ん入って、な。その人たちが

なるべく多く集まれる場所で、意味のあるやっ

ぱり研修をやっていただければというて、これ

は希望を言っときます。そのための予算を使っ

てください。はい。（防災安全課長東坂宰君

｢はい。ありがとうございます」と呼ぶ） 

○委員長（福嶋安徳君） はい。ほかにありま

せんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたら、お願いします。（｢な

し」と呼ぶ者あり） 

○委員（鈴木田幸一君） 一つよかですか。 

○委員長（福嶋安徳君） はい。 

○委員（鈴木田幸一君） なら一つだけ。 

 先ほど橋本議員のほうからも言われましたト

ップアスリート育成事業でですね、特に私意見

申したかつがですね、平野歩夢君だったかです

かね、スノーボードで銀メダルとった。あの少

年がですね、物すごいいじめに遭ったていうこ

とを御存じと思います。 

 つまり、今のですね、学校の内では、際立っ

て優秀な部分を持った生徒がおったならばです

ね、うらやましいも含めていじめの対象になる

という部分がありますので。せっかくいろんな

要素を持って、いろんな技術を持ったアスリー

トが育とうとしても、そういった学校内とかい

う組織中でいじめられてびっしゃげるって、も

う選手として使い物にならないような、そうい

う状態が絶対生まれないような体制をですね、

持っていってもらいたいということを希望しと

きます。 

 以上です。 

○委員長（福嶋安徳君） はい。よろしくお願

いします。 

 以上で第８款・消防費及び第９款・教育費に

ついてを終了し、これより採決いたします。 

 採決は挙手により行いますが、挙手しない者

は反対とみなします。 

 議案第１０号・平成２６年度八代市一般会計

予算中、当委員会関係分について、原案のとお

り決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（福嶋安徳君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。（｢どうも

ありがとうございました」「委員長、休憩お願

いします」と呼ぶ者あり）はい。 

 はい、休憩します。 

（午後３時２２分 休憩） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後３時３５分 開議） 

◎議案第５１号・平成２６年度八代市一般会計

補正予算・第１号（関係分） 

○委員長（福嶋安徳君） それでは、本会に戻

します。 

 次に、議案第５１号・平成２６年度八代市一

般会計補正予算・第１号中、当委員会関係分を

議題とし、説明を求めます。 

 それでは、総務部から、歳入等について説明

願います。 

○総務部次長（山田 忍君） 委員長。 

○委員長（福嶋安徳君） 山田総務部次長。 

○総務部次長（山田 忍君） はい。それでは、

また座りまして説明いたします。 
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 別冊となっております議案第５１号・平成２

６年度八代市一般会計補正予算・第１号をお願

いします。総務委員会付託分について御説明し

ます。 

 １ページをお願いします。 

 まず、第１条、歳入歳出予算の補正でござい

ますが、歳入歳出それぞれ３１８５万８０００

円を追加し、補正後の総額を歳入歳出それぞれ

５４０億９２８５万８０００円としております。 

 続きまして、歳入を説明します。 

 ６ページをお願いします。 

 まず、款１０、項１、目１、節１・地方交付

税で５２５万８０００円を計上しておりますが、

これは本補正予算の一般財源の調整額でござい

ます。 

 次に、款１９、項１、目１、節１・繰越金で

２６６０万円を計上しておりますが、これは本

補正予算の一般財源で本事業の平成２５年度予

算の減額相当分でございます。 

 以上、今回補正の歳入合計３１８５万８００

０円の説明とします。 

 なお、総務委員会付託の歳出はありませんの

で、これで平成２６年度八代市一般会計補正予

算・第１号の総務委員会付託分の説明といたし

ます。御審議よろしくお願いします。 

○委員長（福嶋安徳君） はい。以上の部分に

ついて質疑を行います。何かございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） はい、ないようです。

以上で質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） それでは、これより

採決いたします。 

 議案第５１号・平成２６年度八代市一般会計

補正予算・第１号中、当委員会関係分について、

原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めま

す。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（福嶋安徳君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。（｢ありが

とうございました」と呼ぶ者あり） 

                              

◎議案第１８号・平成２６年度八代市ケーブル

テレビ事業特別会計予算 

○委員長（福嶋安徳君） 次に、議案第１８号

・平成２６年度八代市ケーブルテレビ事業特別

会計予算を議題とし、説明を求めます。 

○広報広聴課長（上田真二君） 委員長。 

○委員長（福嶋安徳君） 上田広報広聴課長。 

○広報広聴課長（上田真二君） はい。こんに

ちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）広報広

聴課、上田でございます。座らせていただいて

説明をいたします。 

 議案第１８号・平成２６年度八代市ケーブル

テレビ事業特別会計予算につきまして説明をい

たします。予算書のほうは１７９ページからに

なります。 

 １８１ページをお願いいたします。 

 平成２６年度八代市ケーブルテレビ事業特別

会計の予算は、歳入歳出予算の総額をそれぞれ

３億５０８７万５０００円と定めます。 

 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごと

の金額は、次のページになりますが、第１表、

歳入歳出予算に記載をいたしております。 

 それではまず、予算の総括を説明をいたしま

す。 

 １８７ページをお願いいたします。 

 上の表が歳入予算でございます。 

 第１款・分担金及び負担金は７万３０００円

で、前年度と同額でございます。 

 第２款・使用料及び手数料は１億４３３万７

０００円で、前年比１３５２万円の増でござい

ます。詳しくは後ほど説明をいたしますが、テ

レビのＣＳ番組を別料金とすることにより増加

するものでございます。 
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 第３款・財産収入は５４万５０００円で、前

年比１１万円の増、第４款・繰入金は１億６６

０１万７０００円で、前年比１６１４万７００

０円の減でございます。 

 第５款・繰越金は１０００円、第６款・諸収

入は２０００円でございます。 

 第７款・市債を７９９０万円計上いたしてお

ります。 

 次に、下の表、歳出予算でございます。 

 第１款・ケーブルテレビ事業費は２億４７万

円で、前年比１億１４３万８０００円の増。財

源の内訳は、地方債７９９０万円と繰入金１５

６１万２０００円、事業収入１億４９５万８０

００円でございます。 

 第２款・公債費は１億５０４０万５０００円

で、前年比２４０５万５０００円の減、財源は

全て繰入金でございます。 

 以上が総括でございます。 

 次に、歳入歳出予算の詳細につきまして説明

をいたします。 

 次のページ、１８８ページをお願いいたしま

す。 

 まず、歳入でございます。 

 第１款・分担金及び負担金では、項１、目１

・分担金としまして７万３０００円を計上いた

しております。これは、泉地区におきまして新

規でケーブルを自宅に引かれた方が受益者分担

金を平成２３年度から４年間で分割して支払わ

れることになっておりまして、その２６年度分

でございます。 

 次に、第２款・使用料及び手数料では、項

１、目１・使用料といたしまして１億３６６万

１０００円を計上いたしております。前年度に

比べまして１３８６万２０００円の増でござい

ます。この増加の要因は、テレビの使用料の増

加によるものでございます。ＣＳ番組の放送方

法を平成２６年度から変更しなければならなく

なり、それに伴い料金改定を行いますことか

ら、使用料が増加するものでございます。な

お、これまでＣＳ番組は全世帯加入でございま

したが、これを機に任意加入に変更をいたしま

した。 

 節１・ケーブルテレビ使用料としまして７０

８６万１０００円、節２・インターネット使用

料といたしまして３２８０万円を予定いたして

おります。 

 次の表になりますが、項２、目１・手数料と

いたしまして６７万６０００円を計上いたして

おります。 

 節１・放送手数料５７万６０００円は、現在

２つのテレビショッピングの番組を放送してお

りますが、その２つの番組供給会社から払い込

まれるショップチャンネル放送手数料でござい

ます。単価の値下げと加入世帯数の減少により

まして３９万２０００円の減となる見込みでご

ざいます。節２・督促手数料は、５万円を上乗

せし１０万円を計上いたしております。 

 １８９ページをお願いいたします。 

 第３款・財産収入は、項１・財産運用収入、

目１・財産貸付収入といたしまして５４万５０

００円を計上いたしております。これは、東陽

と泉地区で建てられた移動通信、いわゆる携帯

電話用の鉄塔までに必要となる伝送路の一部に

ついて、ケーブルテレビであきのある伝送路を

貸し出している分の貸付料でございます。 

 次に、第４款・繰入金は、一般会計からの繰

入金といたしまして１億６６０１万７０００円

を計上いたしております。歳入の不足分を一般

会計から繰り入れます。 

 次に、第５款・繰越金は、前年度からの繰り

越しとして１０００円を計上いたしておりま

す。 

 １９０ページをお願いいたします。 

 第６款・諸収入は、延滞金及び過料といたし

まして、それぞれ１０００円を計上いたしてお

ります。 
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 第７款・市債は、項１・市債、目１・ケーブ

ルテレビ施設整備事業債で７９９０万円を計上

いたしております。これは、坂本、東陽、泉の

ケーブルテレビ放送センターに設置しておりま

すインターネット接続用の機器、センターモデ

ムを更新するために、工事請負費としまして７

９９２万円を予定しているところです。その分

を起債するものでございます。起債は全額過疎

債を予定いたしております。 

 以上が歳入でございます。 

 次に、歳出について説明をいたします。 

 １９１ページになります。 

 なお、主な子細の内容につきましては、平成

２６年度当初予算の概要書の４４ページの下の

ほうを御参照いただければと思います。 

 予算書のほうでございます。 

 第１款・ケーブルテレビ事業費でございます

が、目１・一般管理費といたしまして６８２６

万２０００円を計上いたしております。前年度

に比べ１１８６万６０００円の増でございま

す。この増加分はＣＳ放送受信料の番組提供会

社への支払いが増加することに伴うものが主な

ものでございます。 

 右側になりますが、節１・報酬５万４０００

円は、ケーブルテレビ番組審議会の委員報酬で

ございます。節２・給料から節４・共済費まで

は、坂本、東陽、泉支所のケーブルテレビ担当

職員３名分の人件費でございます。節９・旅費

１２万円は、ケーブルテレビ研修のための旅費

やケーブルテレビ番組審議会委員の交通費の費

用弁償でございます。節１１・需用費７３万６

０００円は、コピー機のパフォーマンスチャー

ジ料や取材車両のガソリン代、使用料納入通知

書送付用窓つき封筒の印刷製本費などでござい

ます。節１２・役務費３２７万６０００円は、

当初予算の概要の主要事項欄にありますインタ

ーネットプロバイダー料１８１万３０００円の

ほか、郵便料８０万５０００円、口座振替手数

料４０万６０００円などでございます。節１３

・委託料１４３２万８０００円は、当初予算の

概要の主要事項欄にあります自主番組制作の委

託料でございます。節１４・使用料及び賃借料

２７５３万７０００円は、当初予算の概要の主

要事項欄にありますＣＳ番組受信料２３７２万

２０００円のほか、ケーブルテレビ通信機器等

リース料２９８万８０００円、著作物使用料２

５万円などでございます。節２３・償還金利子

及び割引料４万円は、誤って納め過ぎとなった

使用料をお返しする過誤納付還付金でございま

す。節２７・公課費１２２万９０００円は、使

用料で賦課した消費税を納めるものでございま

す。 

 続きまして、目２・施設維持管理費では１億

３２２０万８０００円を計上いたしておりま

す。前年比８９５７万２０００円の増でござい

ます。増加の主な要因は、新規の工事請負費と

新規の委託料の関係でございますが、詳しくは

節で説明をいたします。 

 右側になります、節１１・需用費１３３２万

２０００円は、施設維持修繕費５８２万円、泉

地区伝送路改修１３５万８０００円のほか、電

気料６１４万４０００円でございます。節１３

・委託料２８２５万５０００円は、当初予算の

概要の主要事項欄にありますセンター機器、伝

送路設備保守委託１３５５万４０００円と通信

関係システム機器等保守点検委託５１８万６０

００円、そして、新規の委託料、ケーブル施設

データ整備委託９５１万５０００円でございま

す。新規のケーブル施設データ整備委託は、ケ

ーブルテレビ施設の現状を正確に把握するため

に調査、整理を委託するものでございます。ケ

ーブルテレビの施設は開局後、約１０年ほどが

経過いたしておりますが、これまでに電柱の移

設やケーブルの張りかえ、機器の入れかえなど

を行ってきているため、当初に比べましてかな

り変動があっております。現在は紙ベースでの
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管理を行っているため、単体での情報はわかる

ものの系統的な最新情報を即座に取り出すこと

ができないために、保守点検などにおいて支障

を来すケースも出ております。調査、整理を行

い台帳や図面のデータベース化を図り、いつで

も最新の情報を取り出せる体制をつくります。

節１４・使用料及び賃借料８７９万９０００円

は、当初予算の概要の主要事項欄にあります電

柱共架料８００万３０００円のほか、自営柱土

地等賃借料４０万７０００円などでございま

す。電柱共架料は、ケーブルを敷設しましたと

きに九州電力やＮＴＴの電柱を借りている分の

賃借料でございます。節１５・工事請負費は７

９９２万円を計上いたしております。内容は、

当初予算の概要の主要事項欄にあります新規の

センターモデム改修工事でございます。これ

は、坂本、東陽、泉の放送センターに設置して

おりますセンターモデムを更新するものでござ

います。センターモデムはインターネットの接

続を行うために必要な機器で、加入世帯などが

インターネットに接続するときに中継的な役割

を果たします。現在設置しておりますセンター

モデムは、耐用年数経過後二、三年が経過して

おりまして、メーカー保守も切れている状況

で、ふぐあいが発生した場合は修理を行うこと

ができません。しかもこの機器は受注生産で、

納品まで早くとも半年かかりますことから、故

障した場合は長期間インターネットのサービス

を中止しなければなりません。そのため、機器

の入れかえを行うものでございます。節１８・

備品購入費１９１万２０００円は、伝送路関係

の機器で信号を増幅する幹線増幅器と延長増幅

器を購入いたします。 

 次のページ、１９２ページをお願いいたしま

す。 

 第２款・公債費でございます。 

 公債費は、当初ケーブルテレビ施設設備を整

備いたしましたときに借り入れを行いました起

債の償還を行うものでございます。元金の償還

といたしまして、平成２６年度は１億４４４０

万円を計上いたしております。また、利子は６

００万５０００円でございます。 

 説明は以上でございます。御審議よろしくお

願いいたします。 

○委員長（福嶋安徳君） はい。以上の部分に

ついて質疑を行います。質疑ありませんか。 

○委員（中山諭扶哉君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、中山委員。 

○委員（中山諭扶哉君） はい。センターモデ

ムの改修工事で約８０００万ぐらいかかるとい

うことなんですけど、こちらのほうは、まあ消

耗品というのはわかるんですけど、要は、代替

機の保管をしとくとか、そういうことでの対応

は考えられなかったわけですかね。 

○広報広聴課長（上田真二君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、上田広報広聴

課長。 

○広報広聴課長（上田真二君） 代替機につき

ましては、準備をしてございませんでした。そ

のため、今回、坂本、東陽、泉の３放送センタ

ーの分を購入する予定にしておりますけども、

もう一台、代替機ということで、４台購入を予

定をいたしております。 

○委員（中山諭扶哉君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 中山委員。 

○委員（中山諭扶哉君） はい。それであれば

ですね、その代替機を買っておくことでも対応

はできたと思うんですよね、全部一気にかえな

くてもですね。一気にかえるっていうのが何で

必要だったのかっていうのをちょっと疑問に思

うんですけど。まあいいです、意見でいいです。

（｢じゃ、聞くたい」と呼ぶ者あり）いいです

か。はい、じゃ。 

○委員長（福嶋安徳君） 押方広報広聴課主

任。 

○広報広聴課主任（押方保樹君） はい。済み
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ません、今の質問にお答えします。 

 当初ケーブルテレビ３施設できてるんです

が、予備機器を購入するには補助事業で認めら

れていないというものがありました。で、単独

で購入するには余りにも高いものがあったた

め、当初ぎりぎりのところで購入してるところ

です。 

 以上です。（委員中山諭扶哉君「はい」と呼

ぶ） 

○委員長（福嶋安徳君） いいですか。 

 ほかに。ほかにありませんか。 

 中山委員。 

○委員（中山諭扶哉君） 済みません、もう一

つお願いします。 

○委員長（福嶋安徳君） はい。 

○委員（中山諭扶哉君） 将来ですね、今から

先、この事業に関しまして、民営化とか業務委

託とか、そういうところでやったほうが、もう

インフラ整備がある程度できればですね、そう

していったほうが予算の削減等にも有効にでき

るんじゃないかなというふうに思うんですけど、

将来の展望とか、ちょっと教えていただければ

というふうに思います。 

○広報広聴課長（上田真二君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 上田広報広聴課長。 

○広報広聴課長（上田真二君） はい。委員さ

んのおっしゃいますとおり、事務局といたしま

しても、今後、より、――そうですね、経費の

削減はもちろんなんですけれども、専門のノウ

ハウを持っておられるような民間のですね、事

業所あたりに指定管理あたりがお願いできれば

なということで、準備を進める予定にしている

ところです。 

○委員（中山諭扶哉君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 中山委員。 

○委員（中山諭扶哉君） はい。まあそうです

ね、八代でもですね、ひこいちテレビさんとか

ですね、実際自主運営されてるところがありま

すので、ぜひですね、検討していただければと

いうふうに思います。ありがとうございます。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、ほかにありま

せんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） はい。ないようでご

ざいます。以上で質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） ないようです。 

 これから採決いたします。 

 議案第１８号・平成２６年度八代市ケーブル

テレビ事業特別会計予算について、原案のとお

り決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（福嶋安徳君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。（｢ありが

とうございました」と呼ぶ者あり） 

                              

◎議案第２４号・専決処分の報告及びその承認

について 

○委員長（福嶋安徳君） それでは、次に、事

件議案の審査に入ります。 

 まず、議案第２４号・平成２５年度八代市一

般会計補正予算・第９号中、当委員会関係分に

係る専決処分の報告及びその承認についてを議

題とし、説明を求めます。 

 山田総務部次長。 

○総務部次長（山田 忍君） はい。よろしく

お願いします。では、座りまして説明いたしま

す。 

 それでは、こちらですね、この縦型の議案書

というのがあるんですけど、こちらの１ページ

ですね、こちらの１ページ。（｢議案書ばい、

議案書。予算書じゃなくて議案書」と呼ぶ者あ

り）最初配ったやつですね、最初配ってあるの

です。分厚いのがありましたが。（｢はい」

「オーケー」と呼ぶ者あり）はい。じゃ済みま
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せん、それでは、議案書の１ページをお願いし

ます。 

 議案第２４号・専決処分の報告及びその承認

についてでございます。 

 内容は、平成２５年度八代市一般会計補正予

算・第９号で、１２月定例会後に補助の追加内

示があり、事業の緊急性から平成２６年１月１

４日に専決処分を行ったものでございます。専

決処分した事件につきまして、地方自治法の規

定により議会に報告し承認を求める必要があり

ますことから提案するものです。総務委員会付

託分について説明します。 

 それでは、５ページをお願いします。５ペー

ジです。 

 まず、第１条、歳入歳出予算の補正でござい

ますが、歳入歳出それぞれ２９３２万円を追加

し、補正後の総額を歳入歳出それぞれ５６５億

９７３２万円としております。 

 続きまして、歳入を説明します。 

 １０ページをお願いします。 

 款１５・県支出金、項の２・県補助金、目４

・農林水産業費県補助金、節１・農業費補助金

で２９３２万円を補正しました。これは、人・

農地プランに位置づけられ、経営規模の拡大や

農産物の加工、流通、販売等の経営の多角化等

に取り組む際に必要となる、鏡地区経営体など

の農業用機械などの導入に対し補助する経営体

育成支援事業補助金２７６２万５０００円と、

温暖化や燃油、資材等の価格高騰といった厳し

い状況下で産地間競争に打ち勝つ、稼げる園芸

産地を育成するための有限会社熊本トマト栽培

研究会などの農業施設、機械等の購入に対し補

助するくまもと稼げる園芸産地育成対策事業補

助金１６９万５０００円でございます。 

 以上、今回補正の歳入の説明とします。なお、

総務委員会関係分の歳出はございません。 

 これで、専決処分いたしました平成２５年度

八代市一般会計補正予算・第９号の総務委員会

付託分の説明といたします。御審議よろしくお

願いします。 

○委員長（福嶋安徳君） はい。以上の部分に

ついて質疑を行います。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） はい。以上で質疑を

終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） これより採決します。 

 議案第２４号・平成２５年度八代市一般会計

補正予算・第９号中、当委員会関係分に係る専

決処分の報告及びその承認については、承認す

るに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（福嶋安徳君） 挙手全員と認め、本

案は承認されました。（｢ありがとうございま

した」と呼ぶ者あり） 

                              

◎議案第２５号・専決処分の報告及びその承認

について 

○委員長（福嶋安徳君） 次に、議案第２５号

・熊本県市町村総合事務組合を組織する地方公

共団体の数の減少及び規約の一部変更に係る専

決処分の報告及びその承認についてを議題とし、

説明を求めます。 

○財政課長（佐藤圭太君） はい、委員長。 

○委員長（福嶋安徳君） 佐藤財政課長。 

○財政課長（佐藤圭太君） はい。財政課、佐

藤でございます。よろしくお願いいたします。

それでは、座って説明させていただきます。 

 議案書の１１ページをお開きください。 

 議案第２５号の専決処分の報告及びその承認

についてでございますが、専決処分の内容は次

の１２ページをごらんください。 

 内容は、熊本県市町村総合事務組合の構成団

体のうち、高遊原南消防組合が平成２６年３月

３１日をもって解散し、同日限りで組合から脱
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退するため、規約の一部を変更するものでござ

います。関係地方公共団体の同文議決期間中で

あります１月２９日付で専決処分したものでご

ざいます。 

 議案書とは別に、議案第２５号関係資料とし

て新旧対照表と組合規約の抜粋を配付させてい

ただいておりますので、そちらのほうをごらん

いただきたいと思います。ございますでしょう

か。 

 新旧対照表の下線を引いてるところが変更部

分で、今回は、高遊原南消防組合が脱退したこ

とにより、まず別表第１の組合を組織する地方

公共団体から削除され、あわせまして、別表第

２の組合の共同処理する事務の表のうち、高遊

原南消防組合が共同処理をしていた事務であり

ます第３条第１号に関する事務の表と第３条９

号に関する事務の表から削除されるものでござ

います。 

 参考までにごらんいただければと思いますが、

共同処理していた事務の内容につきましては、

関係資料４ページの組合規約第３条の第１号、

退職手当に関することと、第９号、公務上の災

害または通勤による災害に関することというこ

とでございます。 

 なお、この規約は平成２６年４月１日から施

行するといたしております。 

 以上でございます。御審議のほどよろしくお

願いいたします。 

○委員長（福嶋安徳君） はい。以上の部分に

ついて質疑を行います。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） これより採決します。 

 議案第２５号・熊本県市町村総合事務組合を

組織する地方公共団体の数の減少及び規約の一

部変更に係る専決処分の報告及びその承認につ

いては、承認するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（福嶋安徳君） 挙手全員と認め、本

案は承認されました。（｢ありがとうございま

した」と呼ぶ者あり） 

                              

◎議案第３２号・八代市庁舎建設基金条例の制

定について 

○委員長（福嶋安徳君） 次に、条例議案の審

査に入ります。 

 まず、議案第３２号・八代市庁舎建設基金条

例の制定についてを議題とし、説明を求めます。 

○財政課長（佐藤圭太君） はい、委員長。 

○委員長（福嶋安徳君） 佐藤財政課長。 

○財政課長（佐藤圭太君） はい。引き続き、

議案第３２号について説明させていただきま

す。よろしくお願いいたします。座って説明さ

せていただきます。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、どうぞ。 

○財政課長（佐藤圭太君） 議案書の３５ペー

ジをお開きください。 

 議案第３２号・八代市庁舎建設基金条例の制

定についてでございますが、皆様御存じのとお

り、本庁舎は昭和４７年の建設から４１年が経

過し、老朽化が著しい状況でございます。ま

た、平成２１年に実施しました耐震診断におき

ましても耐震性能が不足しておりまして、震度

６から７程度の規模の地震で倒壊または崩壊す

る危険性が高いという結果が出ております。さ

らに、床面積が絶対的に不足しているため、執

務室が狭く、会議室や収納スペースも不足して

いる状況でございます。そのほかにも、バリア

フリーや環境への配慮が不足しているという問

題がございます。 

 そこで、新庁舎建設事業の円滑な推進を図る

ため、新庁舎建設の検討に係る調査研究と計画

の策定を行う庁内プロジェクトチームを昨年の
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１０月７日に設置し、その後、専門的事項を調

査研究するための３つの専門部会を設置したと

ころでございます。そして、平成２６年１月２

９日の政策会議におきまして、庁舎建設事業の

スタートを決定したところでございます。 

 このような状況にあわせまして、市民への情

報発信及び建設資金を確保するために基金を設

置するというものでございます。 

 内容につきましては、３６ページをお願いい

たします。 

 第１条では、設置の目的を市庁舎の建設に要

する経費の財源に充てるためとしております。 

 第２条では、基金として積み立てる額は毎年

度予算で定めるとしております。 

 また、第５条では、市有施設整備基金や財政

調整基金などと同様に、財政上必要があると認

めるときは基金に属する現金を歳計現金に繰り

かえて運用することができる旨定めておりま

す。 

 また、附則で、この条例は平成２６年４月１

日から施行することといたしております。 

 以上でございます。御審議のほどよろしくお

願いいたします。 

○委員長（福嶋安徳君） はい。以上の部分に

ついて質疑を行います。ありませんか。 

○委員（田中 安君） 済みません。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、田中委員。 

○委員（田中 安君） ２条に、基金として積

み立てる額は毎年、毎年度予算で決めるという

ふうになってますけど、再来年度は幾らぐらい

予定してますか。 

○財政課長（佐藤圭太君） はい、委員長。 

○委員長（福嶋安徳君） 佐藤財政課長。 

○財政課長（佐藤圭太君） はい。来年度は３

億円を何とか積み立てた状況でございまして、

再来年度幾ら積み立てるかについては、（委員

田中安君｢不明」と呼ぶ）これから検討すると

ころでございますけども、大体、総事業費ので

すね、２割程度、２０億円を目標に積み立てて

いきたいというふうに思っております。（委員

田中安君「はい、いいです」と呼ぶ） 

○委員長（福嶋安徳君） いいですか。 

 はい、ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） はい。ないようです。

以上で質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） これより採決します。 

 議案第３２号・八代市庁舎建設基金条例の制

定については、原案のとおり決するに賛成の方

の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（福嶋安徳君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。（｢ありが

とうございました」と呼ぶ者あり） 

                              

◎議案第２９号・組織機構改革に伴う関係条例

の整理に関する条例の制定について 

○委員長（福嶋安徳君） はい。次に、議案第

２９号・組織機構改革に伴う関係条例の整理に

関する条例の制定についてを議題とし、説明を

求めます。 

○行政改革課長（豊本昌二君） はい、委員長。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、豊本行政改革

課長。 

○行政改革課長（豊本昌二君） はい。行政改

革課、豊本でございます。議案第２９号につき

まして御説明をいたします。座りましての説明

お許しください。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、どうぞ。 

○行政改革課長（豊本昌二君） それでは、議

案の２３ページのほうをお開きいただければと

思います。 

 ２３ページに、議案第２９号・組織機構改革

に伴う関係条例の整理に関する条例の制定につ
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いてということでしております。 

 提案理由につきましては、組織機構改革に伴

い、関係条例について改正を行うには、所要の

条例を制定する必要があるというふうにしてお

ります。 

 ２４ページをお願いいたします。 

 ２４ページでは、今回の組織機構改革に伴い

関係条例を整理します。５本上げております。

第１条から第５条まででございまして、八代市

総合計画策定審議会の設置条例、それから八代

市部設置条例、それから八代市特別職報酬等審

議会条例、それから八代市国土利用計画策定審

議会設置条例、それから八代市行財政改革推進

委員会条例の５本でございます。 

 改正の内容につきましては、先般からお話を

いたしております、企画戦略部を企画振興部に、

それから人財育成課を人事課に名称変更いたし

ますので、関係する条文を改正しておるところ

でございます。 

 施行日につきましては、平成２６年４月１日

としておるところでございます。 

 以上、説明を終わります。 

○委員長（福嶋安徳君） はい。以上の部分に

ついて質疑を行います。ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） はい。以上で質疑を

終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） はい。これより採決

します。 

 議案第２９号・組織機構改革に伴う関係条例

の整理に関する条例の制定については、原案の

とおり決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（福嶋安徳君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第３０号・八代市職員退職手当支給条例

の一部改正について 

○委員長（福嶋安徳君） 次に、議案第３０号

・八代市職員退職手当支給条例の一部改正につ

いてを議題とし、説明を求めます。 

○人財育成課長（中 勇二君） 委員長。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、中人財育成課

長。 

○人財育成課長（中 勇二君） はい。こんに

ちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）人財育

成課、中でございます。お願いいたします。着

席の上、御説明申し上げてよろしいでしょうか。 

○委員長（福嶋安徳君） どうぞ。 

○人財育成課長（中 勇二君） それでは、議

案書の２５ページをお願いいたします。 

 議案第３０号・八代市職員退職手当支給条例

の一部改正について説明をいたします。 

 別途に概要の資料を配付いたしておりますの

で、そちらで説明をさせていただきます。お手

元にございますでしょうか。Ａ４縦の１枚、２

枚。（｢きょう配ってある分」と呼ぶ者あり）

きょう配付の分だと思います。はい。（｢これ

でしょう」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） よろしいですか。

（｢はい」と呼ぶ者あり） 

○人財育成課長（中 勇二君） いいでしょう

か。 

 まず、改正の趣旨でございますが、職員の年

齢別構成の適正化を通じた組織活力の維持を目

的としまして、４５歳以上の職員を対象に透明

性の確保された早期退職募集制度を導入するも

のでございます。 

 国におきましては、退職手当の制度を見直す

に当たりまして、昨年度の支給水準の引き下げ

とあわせて早期退職募集制度の導入を既に行っ

ているところでございます。 

 本市の退職手当制度は、これまでも国の制度

に準じて定めているところであり、また、合併
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後の職員採用抑制の影響により職員の平均年齢

が上昇しているところであります。そこで、こ

の早期退職募集制度を導入し、年齢別構成の適

正化及び組織活力の維持を図るものでございま

す。 

 改正内容ですが、まず１点目が、現在勧奨退

職の制度がございますが、この部分の規定を削

り、新制度で退職する場合の要件及び手続等に

ついて規定を行います。 

 ２点目が、早期退職者に対する退職手当の特

例措置の拡充でございます。資料にもございま

すように、対象範囲を現行、定年前１０年のと

ころを１５年前まで５歳引き下げ、勤続年数は

２０年以上と短くし、対象を広げます。また、

割り増し率も、これまで１年につき２％として

いたところを３％に引き上げます。これにより、

最大４５％の割り増しが受けられることとなり

ます。 

 続いて、早期退職募集制度の概要という資料

をごらんいただきたいと思います。先ほどの資

料の次にとじてあります。 

 そちらに、手続と退職までの流れを記載して

おります。まず、年度ごとに募集実施要項を作

成いたしまして職員に周知をいたします。募集

要項には年齢などの対象範囲、募集期間、退職

期日など必要な事項を掲載し、対象者全員に周

知をいたします。それに応じて職員は応募を自

由に行うことができます。資格を満たしている

場合には認定を行い、あらかじめ通知しており

ます退職期日に退職する、これを応募認定退職

と呼び、自己都合退職よりも優遇された退職手

当が支給されるものでございます。参考としま

して計算方法を記載しておりますが、計算の基

礎となります退職時の給料月額を割り増しする

ためメリットは大きいと考えております。 

 施行日は平成２６年４月１日でお願いしたい

と考えております。 

 御審議方よろしくお願いいたします。 

○委員長（福嶋安徳君） はい。以上の部分に

ついて質疑を行います。 

○委員（中山諭扶哉君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、中山委員。 

○委員（中山諭扶哉君） はい。この条例で、

現行の分で今使われてる分って、この何年間か

でありますかね。 

○人財育成課長（中 勇二君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 中人財育成課長。 

○人財育成課長（中 勇二君） はい。現在勧

奨退職制度というのがございますけども、今年

度、２５年度では、５名の方がその制度を利用

して退職をされてらっしゃいます。（委員中山

諭扶哉君「ありがとうございます」と呼ぶ） 

○委員長（福嶋安徳君） いいですか。 

○委員（中山諭扶哉君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） はい。ないようです。

質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） これより採決します。 

 議案第３０号・八代市職員退職手当支給条例

の一部改正については、原案のとおり決するに

賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（福嶋安徳君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第３１号・八代市一般職の職員の給与に

関する条例の一部を改正する条例の一部改正に

ついて 

○委員長（福嶋安徳君） 次に、議案第３１号

・八代市一般職の職員の給与に関する条例の一

部を改正する条例の一部改正についてを議題と

し、説明を求めます。 

○人財育成課長（中 勇二君） 委員長。 
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○委員長（福嶋安徳君） 中人財育成課長。 

○人財育成課長（中 勇二君） はい。それで

は、引き続き説明いたします。 

 議案書の３３ページをお願いいたします。 

 議案第３１号・八代市一般職の職員の給与に

関する条例の一部を改正する条例の一部改正に

ついて御説明いたします。 

 これも別途に資料をお配りしましたので、こ

ちらで説明をさせていただきます。 

 まず、改正の趣旨でございますが、平成１８

年度に給与構造改革による給与水準の引き下げ

が行われましたが、その際に、激変緩和措置と

して支給されております経過措置額につきまし

て、国においてはこの平成２６年３月をもって

廃止をされ、また、熊本県におきましても、人

事委員会報告に基づき緩和措置を講じた上で廃

止する方針でございます。本市におきましても、

制度改正から８年が経過したことから、県に準

じて緩和措置を講じた上で廃止をお願いするも

のでございます。 

 資料のほうに、国及び熊本県のこれまでの経

過をまとめております。 

 国においては、平成２３年度の人事院勧告に

おいて２年間で２分の１ずつ減額するという内

容の勧告が行われましたが、御承知のとおり、

国におきましては平成２４年度、２５年度２カ

年にわたり給与の特例減額措置が行われました

ため、実施時期をおくらせて、この３月で廃止

ということとなっております。 

 県におきましては、国の法案成立を受けまし

て人事委員会報告の中で廃止の必要性が盛り込

まれ、これを受けて現在、県の２月の定例県議

会に提案がされ、総務委員会まで可決されてお

ります。ただし、緩和措置として４分の１ずつ

減額し、平成２９年度から廃止するという内容

でございます。 

 本市におきましても、県と同様の緩和措置を

講じた上で廃止することを提案するものでござ

います。 

 施行日は平成２６年４月１日からとお願いし

たいと思います。 

 説明は以上でございます。御審議方よろしく

お願いします。 

○委員長（福嶋安徳君） はい。以上の部分に

ついて質疑を行います。 

○委員（中山諭扶哉君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、中山委員。 

○委員（中山諭扶哉君） これ、４年で全廃を

するということなんですけど、この４年の間に

ですね、もしもまた人事院からの勧告がもしも

あった場合に、そのときの対応というのは今考

えられてる分ありますかね。逆に、これができ

なくなるようなことが起きないかなと思ってち

ょっと心配するんですけど。 

○人財育成課長（中 勇二君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、中人財育成課

長。 

○人財育成課長（中 勇二君） はい。国にお

きましては、既に２５年度末をもって廃止とい

うことですので、人事院はそれを踏まえたとこ

ろでの次の改正というのを行ってくると思われ

ます。これを改正しないままに残しております

と、かえってその新たな人事院の制度と八代市

の制度が違うということになって改正がやりづ

らいという状況になるのではないかというふう

に考えます。 

 そのため、ちょっと経過期間はとりますけど

も、国の制度に近づけていくという方向を決め

ておいたほうが、その後の人事院勧告等に対応

しやすいのではないかというふうに考えており

ます。 

 以上です。 

○委員（中山諭扶哉君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 中山委員。 

○委員（中山諭扶哉君） 言いたかったのはで

すね、そういうことじゃなくてですね、国の場
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合は人事院の勧告があってすぐ廃止ということ

になったと思うんですけど、この場合４年間あ

りますよね。もしも段階的にやる中で、またさ

らに景気が悪くなったりとかすると、逆行する

可能性がありますよね、景気とですね。それに

ついては、わかりますかね。（｢タイムラグば

言いよらすと」と呼ぶ者あり）そうです、タイ

ムラグが。（｢実施のタイムラグば言いよっと

たい。それに対する答えばすればいいとたい」

と呼ぶ者あり） 

○人財育成課長（中 勇二君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 中人財育成課長。 

○人財育成課長（中 勇二君） はい。現在で

すね、その経過措置を受けてらっしゃる方々の

平均を出してみますと、７０００円程度でござ

います。一気になくすという方法もあるかもし

れませんが、その影響を抑えるために４段階に

分けて削減をしようかというとこでございます。 

 以上です。 

○委員長（福嶋安徳君） いいですか。 

○委員（中山諭扶哉君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、中山委員。 

○委員（中山諭扶哉君） あの……。（｢わか

らぬなら、小会するっですたい」と呼ぶ者あ

り） 

○委員長（福嶋安徳君） はい。小会しましょ

うか、じゃ。 

（午後４時２３分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後４時２５分 本会） 

○委員長（福嶋安徳君） はい。じゃ本会に戻

します。 

 はい、中人財育成課長。 

○人財育成課長（中 勇二君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 説明お願いします。 

○人財育成課長（中 勇二君） はい。今回削

減をいたしますのが、給料表以外の部分で経過

措置額というふうにして支給してる部分でござ

います。例えば、人事院勧告があった場合には、

その給料表のほうですね、本来の給料のほうを

上げるあるいは下げるということで、人事院勧

告に合わせながらこの経過措置額の削減という

のを同時進行で進めていけますので、影響のほ

うはないかというふうに考えております。 

 以上です。（委員中山諭扶哉君「はい。あり

がとうございます」と呼ぶ） 

○委員長（福嶋安徳君） はい。ようございま

すか。 

○委員（中山諭扶哉君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） はい。以上で質疑を

終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） これより採決いたし

ます。 

 議案第３１号・八代市一般職の職員の給与に

関する条例の一部を改正する条例の一部改正に

ついては、原案のとおり決するに賛成の方の挙

手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（福嶋安徳君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。（｢ありが

とうございました」と呼ぶ者あり） 

                              

◎議案第３３号・八代市消防団員の定員、任

用、服務等に関する条例の一部改正について 

○委員長（福嶋安徳君） はい。次に、議案第

３３号・八代市消防団員の定員、任用、服務等

に関する条例の一部改正についてを議題とし、

説明を求めます。 

○防災安全課長（東坂 宰君） はい、委員

長。 

○委員長（福嶋安徳君） 東坂防災安全課長。 

○防災安全課長（東坂 宰君） はい。防災安
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全課の東坂でございます。こんにちは。よろし

くお願いいたします。（｢こんにちは」と呼ぶ

者あり）それでは、説明いたしますが、着座に

て説明させていただきます。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、どうぞ。 

○防災安全課長（東坂 宰君） それでは、議

案つづりの３７ページをお願いいたします。 

 議案第３３号・八代市消防団員の定員、任

用、服務等に関する条例の一部改正について説

明いたします。 

 では、３８ページをごらんください。 

 今回の改正は、条例の第２条第１項に記載が

ございます消防団員の定員を、現行の２６０５

人から２５００人に削減するものです。 

 それでは、現行の団員定員と今回の定員削減

の経緯及び理由について説明をいたします。 

 消防団員の定員は、消防組織法第１９条第２

項により各自治体が条例で定めることとなって

おり、本市では平成１７年８月１日の合併時に

２６０５人と定められ、現在に至っておりま

す。この定員２６０５人の根拠につきまして

は、合併協議の段階で当時の消防団員の実員数

などを考慮して決定されております。しかし、

合併時の平成１７年８月１日の時点で実員数が

２４８８人、ことし１月末における実員数も限

定活動消防団員数を含め２４３６名であり、こ

れまで２５００名を超えたことはありません。 

 本議会の一般質問初日、堀口議員の質問にも

お答えしましたように、消防団員には身分保障

制度がございますが、その消防団員共済掛金の

中で消防団員等公務災害補償掛金及び退職報償

金掛金の２種類につきましては、条例の定員に

単価を掛けて算出することとなっておりますこ

とから、その一部については見返りのない掛金

を支払っているのが現状でございます。 

 そこで、条例の定員を２５００人にすること

により約２３０万円の掛金が不要となり、その

部分を消防団関係の事業財源として有効活用し

たいと考えております。また、今後も消防団と

協力しながら団員確保に努めてまいりますが、

これまでの団員数の推移や現状から、限定活動

団員や女性団員の過去を含めましても最大２５

００人が適正ではないかと考え、今回の条例改

正を提案したところでございます。 

 なお、施行日はことしの４月１日といたして

おります。 

 以上で説明を終わります。御審議方よろしく

お願いいたします。 

○委員長（福嶋安徳君） はい。以上の部分に

ついて質疑を行います。 

○委員（島田一已君） 済みません、いいです

か。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、島田委員。 

○委員（島田一已君） 今の平均年齢というの

は大体わかります、消防団員の方々の。 

○防災安全課長（東坂 宰君） はい、委員

長。 

○委員長（福嶋安徳君） 東坂防災安全課長。 

○防災安全課長（東坂 宰君） はい。現在が

三十――ちょっとここに詳細なものを持ってき

ておりませんけども、３７.数歳ということで

ですね、合併時に比べますと平均が３.幾つか

上がっているのが現状です。はい。（委員島田

一已君「ああ、そうですね」と呼ぶ）はい。

（委員島田一已君「はい、ありがとうございま

した」と呼ぶ） 

○委員長（福嶋安徳君） ほかにありません

か。 

○委員（田中 安君） じゃ、済みません。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、田中委員。 

○委員（田中 安君） ２６０５人を２５００

人にするということは、結局、国からの交付金

が下がるんじゃないですか。 

○防災安全課長（東坂 宰君） 委員長。 

○委員長（福嶋安徳君） 東坂防災安全課長。 

○防災安全課長（東坂 宰君） はい。先ほど



 

－66－ 

説明でも申し上げましたけれども、八代市ぐら

いの規模、約１０万人を少し超えるぐらいの規

模の人口でありますと、交付税に算入されます

団員数というのは五百六十六、七名分しかあり

ませんので、この条例定数を削減したとしても

そこには影響はございません。（委員田中安君

「影響ないならいいです。はい」と呼ぶ）は

い。 

○委員（矢本善彦君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、矢本委員。 

○委員（矢本善彦君） 済みません。これは、

今度改正になったからこんなん減らしなっとで

すか。前からこういうことしてよかったっです

かな。 

○防災安全課長（東坂 宰君） はい、委員

長。 

○委員長（福嶋安徳君） 東坂防災安全課長。 

○防災安全課長（東坂 宰君） はい。条例定

数につきましてはですね、これは独自、市町村

独自で決められますので、昨年度、平成２４年

度におきましても、県内自治体の中で四、五市

町村ですね、変更あっておりました。はい。

（委員矢本善彦君「ああ、そうですか」と呼

ぶ）もちろん今回のように減額することだけで

はなくて、市町村名は覚えておりませんけど

も、増員しているところもございました。は

い。（委員矢本善彦君「ああ、そうですか。は

い、わかりました」と呼ぶ） 

○委員長（福嶋安徳君） いいですか。 

○委員（矢本善彦君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） はい。以上で質疑を

終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

○委員（橋本幸一君） よろしいですか。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、橋本委員。 

○委員（橋本幸一君） 先ほど来、本当に消防

のやっぱ団員の維持とは大変な御苦労されとっ

と、もう切にわかったわけでございます。特に

山間地域においては若い者がいないという状況

の中で、例えば、支所での団員の確保とかです

ね、やっぱその辺も十分、行政としての役割も

今後考えていただいて、頑張っていただきたい

と思っております。 

○防災安全課長（東坂 宰君） はい。委員

長。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、東坂防災安全

課長。 

○防災安全課長（東坂 宰君） はい。今、橋

本委員さんからおっしゃいましたように、大変

消防団員の確保というのは難しいところがござ

いますけども、そういった中で、国の基準とい

たしましても、我々地方公務員を含めましてで

すね、公務員等もぜひ消防団員になってくださ

いというような要請があっております。そうい

った中で、八代市におきましては現在１３１名

の職員が消防団員でございます。少しずつふえ

てるような状況です。 

 そういった中で、今橋本議員おっしゃいまし

たように、泉、東陽、坂本の山間地におきまし

ては、そこの支所に担当になった職員あたりも

ですね、含めまして、そういう形で団員として

活用していきたいというふうには考えておりま

す。 

 以上です。（委員橋本幸一君「よろしくお願

いします」と呼ぶ） 

○委員長（福嶋安徳君） ということです。 

○委員（橋本幸一君） 以上です。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、ほかにありま

せんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） はい、ありません。 

 これより採決いたします。 

 議案第３３号・八代市消防団員の定員、任用、

服務等に関する条例の一部改正については、原

案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 
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○委員長（福嶋安徳君） はい、挙手全員と認

め、本案は原案のとおり可決されました。

（｢ありがとうございました」と呼ぶ者あり） 

                              

◎議案第３４号・八代市非常勤消防団員に係る

退職報償金の支給に関する条例の一部改正につ

いて 

○委員長（福嶋安徳君） 次に、議案第３４号

・八代市非常勤消防団員に係る退職報償金の支

給に関する条例の一部改正についてを議題とし、

説明を求めます。 

○防災安全課長（東坂 宰君） 委員長。 

○委員長（福嶋安徳君） 東坂防災安全課長。 

○防災安全課長（東坂 宰君） はい。引き続

き、私のほうから説明させていただきます。着

座にて説明いたします。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、どうぞ。 

○防災安全課長（東坂 宰君） それでは、議

案つづりの３９ページお願いいたします。 

 議案第３４号・八代市非常勤消防団員に係る

退職報償金の支給に関する条例の一部改正につ

いて説明いたします。 

 今回の改正は、消防団員等公務災害補償等責

任共済等に関する法律施行令の改正を受け、条

例の第２条関係別表、退職報償金支給額表の金

額を改正するものです。 

 では、議案つづりの４０ページをごらんくだ

さい。 

 改正の内容は、先ほど脇坂次長も説明をいた

しましたけれども、支出のところで説明をいた

しましたけれども、消防団員の退職報償金を、

まず一律、その段階ごとに一律５万円引き上げ

るというものでございます。ただし、一番左下

にございます団員の５年以上１０年未満、まあ

これが退職金の最低保障額になるんですけれど

も、ここにつきましては、現行は１４万４００

０円ということで、ここだけにつきましては５

万６０００円の引き上げになります。ほかの部

分につきましては、一律の５万円の引き上げと

いうことになっております。 

 これは、消防団員の確保のため支援策を盛り

込んだ、消防団を中核とした地域防災力の充実

強化に関する法律が昨年１２月に公布されてお

り、今回の改正は待遇、処遇の改善を後押しす

るものでございます。 

 なお、施行日につきましては、法律施行令に

合わせ、ことしの４月１日としております。 

 以上で説明を終わります。御審議方よろしく

お願いいたします。 

○委員長（福嶋安徳君） はい。以上の部分に

ついて質疑を行います。ありませんか。 

○委員（橋本幸一君） よろしいですか。 

○委員長（福嶋安徳君） 橋本委員。 

○委員（橋本幸一君） 先ほど来、団員の報酬

ももう県下、下から３番目って、やっぱそうい

う非常に低い報酬の中で頑張ってきていただい

た消防団員ですから、やっぱそれについては、

せめて上積みっていうのは私は結構かと思いま

す。 

○委員長（福嶋安徳君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） はい。それでは、質

疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） はい。ないようです。 

 これより採決します。 

 議案第３４号・八代市非常勤消防団員に係る

退職報償金の支給に関する条例の一部改正につ

いては、原案のとおり決するに賛成の方の挙手

を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（福嶋安徳君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。（｢ありが

とうございました」と呼ぶ者あり） 
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◎請願第１号・特定秘密保護法の廃止を求める

意見書の提出方について 

◎請願第２号・国会に特定秘密保護法廃止のた

めの意見書提出を求めることについて 

○委員長（福嶋安徳君） 次に、請願・陳情の

審査に入ります。 

 審査に入ります前に、郵送や持参にて届いて

おります要望書については、写しをお手元に配

付いたしておりますので御一読いただければと

存じます。 

 今回、当委員会に付託となっておりますのは、

請願２件です。 

 なお、付託となっております請願第１号・特

定秘密保護法の廃止を求める意見書の提出方に

ついて、請願第２号・国会に特定秘密保護法廃

止のための意見書提出を求めることについては、

関連がありますので一括議題とし、採決につい

ては個々に行うことといたしますので、よろし

くお願いいたします。 

 それでは、趣旨は文書表のとおりですが、念

のため書記に朗読いたさせます。 

○書記（増田智郁君） （書記、朗読） 

○委員長（福嶋安徳君） はい。それでは、こ

の本件について御意見等はありませんか。何か

意見はありませんか。 

○委員（島田一已君） じゃ済みません、私の

ほうから。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、島田委員。 

○委員（島田一已君） はい。私今度、請願の

ほうの紹介議員となったわけですけども、ここ

に書いてありますとおり、昨年の１２月６日に

ですね、強行採決ということで、やはり国民に

丁寧な説明が必要であろうということを感じま

したので、この趣旨に賛同しまして紹介議員に

なりました。 

 以上です。 

○委員長（福嶋安徳君） はい。ほかに御意見

ありませんか。 

○委員（矢本善彦君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、矢本委員。 

○委員（矢本善彦君） 私も、テレビではよく

こんなのいろんなニュースで聞くんですけど

ね、なかなか難しい問題でですね。 

 私、ちょっと全国市議会議長会の旬報をちょ

っと見たんですけどね、これによりますとです

ね、意見書が大体全国の自治体で３３カ所、や

はり見直しとか慎重審議を求めるとかですね。 

 私の個人的な意見ですけど、よかったら継続

審査にしてもらえばどうかなと思ってるんです

けどね。 

 はい、以上です。 

○委員長（福嶋安徳君） ほかにございません

か。 

○委員（中山諭扶哉君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、中山委員。 

○委員（中山諭扶哉君） はい。私もですね、

外交上はですね、やっぱりこの秘密保護ちゅう

のは必要だというふうに思ってはいるんですが、

まだ施行がですね、されるまで相当時間がある

っていうことと、この民間からの意見がですね、

相当、さまざまな意見が出ているっていうこと

を鑑みましてですね、できれば私も継続で、そ

の経過見ながらですね、されたらどうかなとい

うふうに思っております。 

○委員（鈴木田幸一君） いいですか。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、鈴木田委員。 

○委員（鈴木田幸一君） はい。特定秘密保護

法が成立に至るまでの日本の状況というのを考

えたとき、やっぱし対外的、対国外的に信用を

得るためには、どうしても守らねばならない約

束というのがあるなというふうに私なりに感じ

たところじゃあったんですよ。ただこれは、強

行採決て形で今の国会でしたことについては少

し疑問は残るものの、やはり日本国民を守る、

あるいはそして、これからの日本を守るっちゅ
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う意味ではですね、やっぱし必要な部分がある

なっていうふうな感じは受けております。 

 ただ、今回これについて、やっぱし住民の方

々、あるいは議員の方々も今言われましたよう

に、いろんな意見もあることですので、ここで

審議未了っていうことではなくてですね、やっ

ぱし継続という形でですね、地域の状況を見な

がら、国の状況を見ながらですね、私たちも次

回に持ち越したらいいかなちゅうふうに考えま

す。 

 以上です。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、それではいい

ですか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） ないようでございま

す。 

 お諮りいたします。 

 採決は挙手により行いますが、挙手しない者

は反対とみなします。 

 まず、請願第１号・特定秘密保護法の廃止を

求める意見書の提出方については、継続審査と

するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（福嶋安徳君） 挙手全員と認め、本

件は継続審査とすることに決しました。 

○委員長（福嶋安徳君） 次に、請願第２号・

国会に特定秘密保護法廃止のための意見書提出

を求めることについては、継続審査とするに賛

成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（福嶋安徳君） 挙手全員と認め、本

件は継続審査とすることに決しました。 

 はい。それで、以上で、請願・陳情の審査を

終わります。 

 以上で付託されました案件の審査は全部終了

いたしました。 

○委員長（福嶋安徳君） お諮りいたします。 

 委員会報告書及び委員長報告の作成について

は、委員長に御一任願いたいと思いますが、こ

れに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

                              

◎所管事務調査 

・行財政の運営に関する諸問題の調査 

・総合計画の策定推進等に関する諸問題の調査 

○委員長（福嶋安徳君） 次に、当委員会の所

管事務調査２件を一括議題とし、調査を進めま

す。 

 当委員会の所管事務調査は、行財政の運営に

関する諸問題の調査、総合計画の策定推進等に

関する諸問題の調査、以上の２件です。 

                              

◎所管事務調査 

・総合計画の策定推進等に関する諸問題の調査

（八代市総合計画後期基本計画実施計画（Ｈ２

６～Ｈ２８）（案）について） 

○委員長（福嶋安徳君） このうち、総合計画

の策定推進等に関する諸問題の調査に関連し、

執行部から発言の申し出があっておりますので、

これを許します。 

 それではまず、八代市総合計画後期基本計画

実施計画、平成２６年から平成２８年（案）に

ついてをお願いします。 

○企画政策課長（丸山智子君） はい、委員長。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、丸山企画政策

課長。 

○企画政策課長（丸山智子君） はい。企画政

策課の丸山です。よろしくお願いいたします。

では、失礼して着座にて説明をさせていただき

ます。 

 お手元に、このたび作成いたしました平成２

６年度から２８年度までの３カ年の実施計画を

お配りいたしております。 

 表紙には、公表前でございますので案といた
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しておりますけれども、内容的には既に確定し

ているものでございます。２６年度予算の議決

をいただいた後に案を外しまして、一般に公表

いたしまして、議員の皆様にも改めてお配りを

させていただくことにいたしておりますので、

御了承お願いいたします。 

 では、実施計画の概要ということで簡単に御

説明をさせていただきます。 

 １ページをお願いいたします。 

 １ページの中で、実施計画の策定に当たって

ということで概要等取りまとめております。真

ん中の図にございますように、八代市総合計画

の基本構想、基本計画に基づきまして、その実

現に向けて実施する各種事業を体系ごとに取り

まとめたものとなっております。 

 ２で計画の期間といたしておりますように、

今回の実施計画は平成２６年度から２８年度ま

での３カ年を対象にいたしております。今後

は、毎年度、１年ずつずれていく形での３カ年

計画ということで、ローリングしながら見直

し、調整を図っていくということになっており

ます。 

 ４ということで掲載事業の考え方といたして

おりますが、３行目に掲載しておりますとお

り、実施計画に掲載する事業は、基本計画に掲

げる施策の実現に向け重要かつ効果的な事業を

中心に掲載をいたしております。市が実施する

全ての事業を網羅しているわけではございませ

んが、国・県の施策の動向及び市の財政状況に

より変動することがございます。と、また、３

年間の実施予定で掲載した事業でも、以上の理

由によりまして場合によっては見直し等行う場

合があるということで御理解をいただければと

思います。 

 では、次の２ページ、３ページでございます

けれども、こちらは総合計画の後期基本計画で

位置づけました施策の一覧になっております。

重点施策に該当するものは、重点施策というと

ころで二重丸のほうつけさせていただいており

ます。全部でですね、２３５の施策がございま

して、うち重点事業のほうは９８本ということ

になっております。 

 次の４ページからが実施計画の内容というこ

とになります。 

 ４ページにございますように、例えば、第１

章の誰もがいきいきと暮らすまちでは、第１節

から第３節までございます。で、それぞれにつ

きまして、５ページの表で施策の体系図という

ことで示しておりますように、その節ごとに、

施策の大綱、５カ年で取り組む施策、具体的な

施策と内容、重点施策まで、基本計画の中で定

めております。 

 これらの具体的な施策と内容にぶら下がりま

す具体的な事業につきまして、２６年度から２

８年度までの３カ年で取り組む主な事業という

ことで、この実施計画の中で取りまとめを行い

ました。 

 最初に申し上げましたように、今後３年間の

実施予定ということでございますので、毎年度

行っております事務事業評価と、それを踏まえ

た進捗状況や市の財政状況等によりまして、毎

年度見直しを行って事業の進捗を図ってまいり

ます。 

 一つ一つの項目につきましては、以下です

ね、６ページ以降もこのような形で取りまとめ

をさせていただいておりますが、本日は内容に

ついての説明のほうはちょっと省略をさせてい

ただきたいと思いますので、以上、簡単でござ

いますが、実施計画につきましての御報告とさ

せていただきます。よろしくお願いします。 

○委員長（福嶋安徳君） はい。以上の部分に

ついて何か御質問、御意見等ありませんか。

（｢なし」と呼ぶ者あり）はい。ないようでし

たら、以上で八代市総合…… 

○委員（橋本幸一君） ちょっとよかですか。

（笑声） 
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○委員長（福嶋安徳君） はい、どうぞ。橋本

委員。 

○委員（橋本幸一君） 簡単に、今さわりの部

分だけ説明受けて、今後、議会に対しての説明

っていうのは、どういうスケジュールで。 

○委員長（福嶋安徳君） 丸山企画政策課長。 

○企画政策課長（丸山智子君） はい。個別の

事業につきましては、本日、予算のほうも委員

会等を通じてですね、御審議いただいておりま

すので、来年度以降３年間、おおむね３年間や

っていく事業ということで、このような形で取

りまとめをさせていただきました。 

 実施計画ということでこの冊子にまとめまし

たものは、全ての議員さんにも案を外した状態

のものをですね、お配りさせていただきたいと

思っております。 

○委員（橋本幸一君） よろしいですか。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、橋本委員。 

○委員（橋本幸一君） え、これで今、きょう

案は外すということ。 

○委員長（福嶋安徳君） 丸山企画政策課長。 

○企画政策課長（丸山智子君） いえ、今度、

予算、２６年度の予算の議決をいただきました

後に。（委員橋本幸一君「議決後」と呼ぶ）は

い。外して公表、一般に公表もいたしまして、

議員さん方にもお配りをさせていただきたいと

思っております。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、橋本委員。 

○委員（橋本幸一君） 議会にはもうちょっと

早く提出していただければ、内容の精査ができ

たかなって今思うとですが。 

 まあ結局、予算がどうせ伴うし、結局内容、

予算っていうのは、ある程度期間を置いたほう

がわかりやすいっていう点もあったし、うん。

ですが、予算っていうのはもう通さぬといかぬ

ということは理解しております。ただ、内容に

ついてはもうちょっと早く説明していただけれ

ばよかったなということで、おさめさせていた

だきます。 

○委員長（福嶋安徳君） ようございますか。 

○企画政策課長（丸山智子君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、丸山企画政策

課長。 

○企画政策課長（丸山智子君） はい。この実

施計画の策定は、今後も事務事業評価と合わせ

て、スケジュールを合わせて行ってまいります

ので、ちょっと私どものほうも、できるだけ事

務のほうを早目に進めるようにいたしまして、

案の段階でっていうことになるかもしれません

けれども、できるだけ早く議員さん方にもです

ね、御説明できるように努力したいと思ってま

す。（委員橋本幸一君「お願いします」と呼

ぶ） 

○委員長（福嶋安徳君） はい、ほかにありま

せんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） はい。ないようでし

たら、以上で八代市総合計画後期基本計画実施

計画、平成２６年から平成２８年（案）につい

てを終了いたします。（｢ありがとうございま

す」「早過ぎる」「早過ぎたか」｢小会よかで

すか」と呼ぶ者あり） 

 はい、小会お願いします。 

（午後４時５７分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後４時５８分 本会） 

◎所管事務調査 

・行財政の運営に関する諸問題の調査（財政計

画について） 

○委員長（福嶋安徳君） はい、本会に戻しま

す。 

 次に、行財政の運営に関する諸問題の調査に

関連して、執行部から発言の申し出があってお

りますので、これを許します。 

 それでは、財政計画についてをお願いいたし

ます。 
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○総務部長（木本博明君） はい、委員長。 

○委員長（福嶋安徳君） 木本総務部長。 

○総務部長（木本博明君） はい。説明に入り

ます前に、これまで一般質問等で取り上げられ

ながら、財政計画の公表、説明が延び延びとな

っておりましたことを深くおわびしたいと思い

ます。まことに申しわけございませんでした。 

 このたびできましたが、固定資産税や消費税

の８％から１０％への税率のアップの時期な

ど、まだポイントとなる…… 

○委員長（福嶋安徳君） 部長、座ってからよ

かです。 

○総務部長（木本博明君） はい。課題がござ

いますが、現時点での財政計画ができまして、

担当の財政課のほうから説明いたしますので、

お疲れのところよろしくお願いいたします。 

○財政課長（佐藤圭太君） はい、委員長。 

○委員長（福嶋安徳君） 佐藤財政課長。 

○財政課長（佐藤圭太君） はい。財政課の佐

藤でございます。それでは、着座にて説明させ

ていただきます。よろしくお願いいたします。 

 まずもって、私のほうから総括を述べさせて

いただきます。 

 先ほど部長も申しましたように、昨年末まで

に報告する予定としておりました財政計画が、

消費税増税の影響などによりまして、国が示し

ます地方財政計画が例年よりおくれて公表され

たため、報告が本日になりましたことを深くお

わび申し上げます。 

 現在のところ、本市の財政状況についてはお

おむね健全性が保たれているというふうに思わ

れますが、自主財源に乏しい脆弱な財政構造で

あるため、財政運営次第では急速な財政悪化を

招くおそれがあります。さらに、近年地方財政

を取り巻く環境が今後もますます厳しくなるこ

とが想定されますことから、さらなる財政の健

全化を目指すため、合併後初めての財政計画を

策定することといたしました。 

 この財政計画は、本市の歳入が大きく依存し

ております地方交付税の合併算定がえ終了後の

平成３５年度までの中長期財政見通しに立ち作

成しておりまして、厳しい財政見通しの中、や

むを得ず多額の基金を取り崩しながらの財政計

画となりました。 

 なお、これは将来の予算編成を拘束するもの

ではなく、本市の行財政改革の取り組み、財政

環境の変化、また、新たな財政需要の動向等に

より影響を受けますが、今後の財政運営の基本

的な指針とするものでございます。 

 詳細につきましては、担当の谷脇より説明い

たさせます。 

○財政課長補佐（谷脇信博君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、谷脇財政課長

補佐。 

○財政課長補佐（谷脇信博君） はい。財政

課、谷脇です。よろしくお願いいたします。そ

れでは、着座にて説明させていただきます。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、どうぞ。 

○財政課長補佐（谷脇信博君） お手元に、カ

ラーで、――カラーといいますか、色刷りのＡ

４判の紙があるかと思いますが、そちらのほう

で説明させていただきます。 

 中長期の財政見通しをまとめました財政計画

について御説明いたします。 

 まず、お手元の資料は、１枚目が総括表で、

歳入、歳出、実質収支、基金残高、市債残高、

財政指標を記載しており、その下に財政計画の

考え方についての共通事項と歳入、歳出部分に

ついて記載しております。 

 ２枚目は、歳入の、――２枚目ですね、２枚

目のほうは歳入の款ごとにまとめさせていただ

きました。ちょっと字が小さいですが。 

 そして、３枚目のほうが、歳出の性質別を詳

細に記載するとともに、実質収支、基金残高、

市債残高、財政指標を記載させていただいてお

ります。 
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 で、４枚目は、こちらは平成１７年の市町村

合併時に策定いたしました平成２７年度までの

新市建設計画の歳入、歳出、基金残高、市債残

高について、その実績及び見込みを、平成２７

年度以降及び、――と平成２８年度以降の今後

の財政計画を記載しております。そういう比較

表でございます。 

 そして、５枚目、６枚目のＡ４判は、市税の

合併後の決算額並びに今後１０年間の見込みを

記載しております。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、戻りまして、１枚目の総括表の下

段に記載しております財政計画の基本的な考え

方について御説明いたします。 

 まず、共通とございますが、表の青い箱は１

０年間の財政計画を示します。と、赤い枠は平

成２８年から５年間の新市建設計画、今度延長

に伴いまして出します分ですが、その分の財政

計画を予定しております。と、平成２５年度は

平成２４年度からの繰越事業を含み、平成２６

年度は当初予算――今回計上しております当初

予算に、環境センターとして出てきます今度の

補正見込みですね、補正見込み額を合算した数

字で、合算した普通会計で出しております。 

 普通会計と申しますのは、この表の左上のほ

うに記載しておりますが、一般会計に診療所特

別会計、それとケーブルテレビ特別会計、この

３つを足したものを普通会計と呼んでおりま

す。 

 では、詳細は２枚目と３枚目になりますの

で、２枚目の歳入のほうから御説明いたしま

す。 

 左側のほうに、１・市税からずっと数字を打

ちまして、最後の２１・市債までございます

が、まず１の市税です。近年の市税の決算状況

を参考に毎年度数億円の増減はあると考えられ

ますが、全体として年間１４０億円程度の推移

で見込みました。詳細は先ほど紹介しました５

枚目、６枚目のＡ４判の小さな数字の合計がこ

の数字でございます。 

 目線を下げまして、６の地方消費税交付金で

は、薄い黄色の帯の部分で消費税５％から８％

への増税の影響を反映しておりますが、先ほど

課長も申しましたように、財政計画では消費税

１０％への移行は不透明なために反映せず、８

％据え置きで積算いたしました。 

 その下、１０・地方交付税では、薄い青い帯

の部分で、臨時財政措置であります合併算定が

え分と、新たな財政支援措置として支所数の影

響額、１支所当たり２億４０００万ということ

で新聞報道されましたが、その分を３カ年段階

的に算入いたしました。 

 その下、１３款ですね、使用料及び手数料で

は、受益者負担の原則に基づき、自主財源の確

保を目標として積算いたしました。 

 １６の財産収入では、未利用財産の売り払い

や有効活用を推進し、自主財源の確保を反映す

る形で見込ませていただきました。 

 下の１８の繰入金では、環境センターや市庁

舎建設などに伴います財源として基金の活用状

況を記載し、基金ごとに薄い茶色の帯で表示し

ております。 

 ２１の市債では、黄色い帯になりますが、平

成２６年度から２９年度で環境センター建設

を、そして、その下の帯ですが、３１年から３

２年度の市庁舎建設を予定し、その影響から、

その他の建設事業費の抑制を図るとともに、臨

時財政対策債は２２億から２４億円程度で予定

しております。 

 また、財政の基本的なスタンスとしまして、

市債の元金償還額以内の市債の借り入れを行っ

てまいりましたが、今回の財政計画では、大型

プロジェクトの影響を受け、元金償還額を超え

る市債の借り入れ年度が、平成２８、２９、３

２、それぞれの年度となりました。 

 次に、３枚目の歳出のほうになりますが、よ
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ろしいでしょうか。 

 歳出では、合併算定がえ終了後に備え、平成

２６年度から平成３２年度までの７年間は、一

般財源を毎年約５億程度削減し、２５年度時点

から３６億円の削減を予定するというところで

考えております。 

 また、それぞれの項目、１の人件費から説明

いたします。 

 １・人件費は、行財政改革実施計画に基づ

き、平成２７年４月１日時点での職員数２５０

人の削減後は退職者数と同数採用して補塡する

という積算をしております。また、退職職員の

再任用に伴います人件費増加分は、臨時職員を

同数減らし、賃金、表中では４の物件費という

とこに顔を出しますが、物件費の再任用影響額

の部分にマイナス表示で積算いたしました。 

 ２・扶助費でございますが、近年の自然増を

反映しますとともに、薄い黄色い帯になります

が、消費税増税に鑑み、国が示す社会保障４経

費を扶助費の推移に上乗せして積算いたしまし

た。 

 ４の物件費は、先ほどの人件費の再任用の影

響を反映させますとともに、事業の見直しなど

歳出削減に努めた形で出しております。 

 ６の補助費等では、各種補助金の見直しや整

理統合を推進しますとともに、桃色の帯になり

ますが、一部事務組合に対する負担金などでも

本庁の歳出削減努力と同じ努力をしてもらうた

めに、広域消防負担金――こちら常備消防費に

なりますが――にも、市に合わせて、地方交付

税に算入されております平成２５年度の合併算

定がえ需要額であります約１５億７０００万か

ら一本算定需要額の約１２億６００万に向け、

約３億６０００万の削減を３２年までに段階的

に図る計画となっております。 

 黄色い帯の繰出金は、特別会計や企業会計へ

の繰出金となりますが、受益者負担の原則に基

づき適正な受益者負担を求め、上昇の抑制を図

るとともに、――そういう図る推移を出してお

ります。 

 緑色の１０でございますが、１０の投資的経

費では、環境センター建設、市庁舎建設を見込

みますとともに、市内の経済活動が疲弊しない

よう、通常の事業費を５０億から６５億円確保

する計画といたしました。 

 なお、環境センター建設につきましては、事

業費を担保するものではありません。国庫補助

金が計画を下回る場合は、その財源を市債に転

嫁するものではなく、管理棟や建設用地など附

帯施設の事業費で調整を図るという前提で積算

しております。 

 また、２６年度以降は、単独事業費、ちょっ

と見にくうございますが、（単独）建設事業と

いう左側に書いてございますが、その部分の２

６年度以降は斜線が入っておりますが、建設事

業費全体を補助事業に片寄せ、――建設単独事

業をしないわけではなくて、補助事業に片寄せ

して過去の決算ですね、決算におけます本市の

建設事業に占める国庫や県の補助金、市債の割

合で算入に反映させております。つまり、補助

のとこに書いてあります部分は、補助、単独を

合わせた建設事業費というふうにお考えくださ

い。 

 また、このペーパーの一番上の小さな文字に

なりますが、括弧書きの部分です。平成１７年

度に策定されました新市建設計画と今回の財政

計画との変更点――変更ちゅういいますか、変

化につきまして解説を記載させていただきまし

た。今回の計画見直しにより、１６２億円の活

用を計画しておりました合併特例債は２６７億

円となり、７０３億円を計画しておりました投

資的経費は１４７７億円の計画となりました。 

 最後に、一番上の表に戻ります。以上のよう

な試算の結果、中段のほうに記載しております

歳入から歳出を差し引いた実質収支において赤

字の見込みにはならないものの、市債残高は３
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２年度の約６６７億円がピークとなりました。

市債の残高の３２年度のとこです、なります、

はい。また、３５年度には、そのまま目線を右

に持っていきますと、３５年度には約６３９億

円と減少予定でございます。 

 そして、財政指標の黄色い帯で表示しており

ます実質公債費比率のピークは、平成３４年の

１６％が予測されますものの、県の許可が必要

となります、――県の起債許可ですね、借金を

してよいという許可が必要になります１８％未

満を確保することができました。 

 以上が、今後１０年間の財政計画でございま

すが、財政計画最終年度になります平成３５年

度、この中段の右端に黄色く塗ってあります基

金残高が約２億３１００万円と、１０年後は、

１０年間でほぼ底をつく状況となりますことか

ら、早急な歳入確保への着手と一定の効果が達

成できた事業や効果があらわれない事業の廃

止、見直し、また、施設の廃止、統合、譲渡、

アウトソーシングなどの実施ができて歳出削減

ができれば、３５年度の財政状況はさらに改善

されるものと考えられます。 

 以上、中長期の財政見通しをまとめました財

政計画についての説明とさせていただきます。 

○委員長（福嶋安徳君） はい。以上の部分に

ついて何か質問、御意見等はありませんか。 

○委員（鈴木田幸一君） ちょっとよかです。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、鈴木田委員。 

○委員（鈴木田幸一君） とてもいい、参考に

なる財政計画だっていうのを、一番目に感じま

した。 

 ただ、一つですね、説明の中でですね、広域

消防が３億減るっていうちょっと話があったよ

うですけれども、何か減らしても十分にやって

いけるちゅう根拠が何かあっとですかね。 

○財政課長補佐（谷脇信博君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 谷脇財政課長補佐。 

○財政課長補佐（谷脇信博君） はい。根拠と

申しますか、もうこの場合は目標値という考え

方になります。ですから、今現在、基本的に広

域行政事務組合の考え方としまして、基準財政

需要額、その交付税の中で算入されます基準財

政需要額程度の大体負担金を市はずっと出して

きとるんですが、その分が減っていくというこ

と、ともう一つは、そのお金を払っていってる

本市がどんどん傾いてきてるときに、要は、も

う仕送りができないといいますか、本家が厳し

いときは、そちらのほうも一緒にちょっと削減

努力をしてくださいという意味合いでのこうい

う計画になっております。 

○委員（鈴木田幸一君） ちょっとよかですか

ね。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、鈴木田委員。 

○委員（鈴木田幸一君） この前までちょっと

広域関係の担当もさせてもらいましたので、財

政の面でも少し勉強させてもらいましたけどで

すね、３億ちゅう金ばそぎゃん簡単に減らせる

かなて思うてからですね、ちょっとびっくりし

とっとですけど。 

 実は、広域合併でですね、水俣、そしてから

球磨の広域合併の話があったんですよ。もしそ

れが実現するならば、これは十分に説得する力

があると思うんですけれども、ほとんどの場合

が人件費にとらるっじゃなかですか。しかも、

今ほど安心・安全を求める社会風潮はないとい

うふうに考ゆっとですよね。 

 そういった中で、単に減らかす目標値を定め

るということが、果たしてこの場合適当である

かなと思うてかっですね。 

 例えばですね、まず減らかしするならばです

よ、例えば教育予算の中で、今は耐震強化で非

常に建てていきよっですね、国からの補助金も

らいながら。しかしもう、あれはもうすぐ済む

じゃなかですか。そうすると減らかされるんで

すよっていう話になんならば十分に納得するん

ですけれども、ただ目標値を設定しますよ、そ
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れで減らかしますよということでするならば、

非常に大きな疑問が残ったままですね、果たし

てその社会風潮に対して財政はどのような理解

の仕方してるんだろうかなというふうに私感じ

たもんだから、今質問しとっとですけど、それ

いかが、どやん。 

○財政課長（佐藤圭太君） はい、委員長。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、佐藤財政課

長。 

○財政課長（佐藤圭太君） さきの冒頭に述べ

ましたけども、あくまでも努力目標ということ

で、議員さんおっしゃるとおり人件費がほとん

どの割合を占めてます。 

 ただ、まだ結構無駄というかですね、車両の

更新であるとか期間を延ばしたり、いろんな形

で努力はできると思いますので、できるだけこ

の努力目標に近づけて計画を、広域のほうは広

域のほうでまた計画を立てるようにお願いして

るところでございますので、どれだけまだ縮減

できるかわかりませんけども、あくまでも努力

目標ということで御理解いただきたいというふ

うに思います。はい。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、鈴木田委員。 

○委員（鈴木田幸一君） はい。財政状況、非

常に厳しい中でのですね、計画だからちゅうと

はもう十分に理解できました。 

 ただ、そういったことも含めてですね、計画

を練っていく必要がある。だから、この数字に

合わせなさいという強硬な姿勢で臨むならばで

すね、余りよくない結果が出るんじゃなかろう

かな。 

 やっぱし、市長としても安心・安全をです

ね、地域から求められとるし、それに対する答

えば出しとるわけだから、そういった意味での

どこにポイントを置くかというのもですね、十

分に含めながらしていっていただきたいなちゅ

うふうに希望いたします。ありがとうございま

した。 

○委員（上村哲三君） 一つよか。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、上村委員。 

○委員（上村哲三君） ちょっと気になるとこ

ろがあるんだけど。財政計画ね、財政を中心に

っていうのはわかったけど、市の人口動態、今

からの人口推移、今、年間平均１０００人ぐら

い減っていってますね。それを推移してみたら、

このちょうど財政計画、平成３５年、１２万人

ぐらいになりますよね。そうなってきたら、い

ろいろ交付税の算定とかそういうのも変わって

きますね。 

 それと、例えば職員さん、職員さんが今１０

８０人かな、これ以降はまあ変わらないぐらい

で計算をしてるちゅうことだけど、市民の人口

の割合に対する市の職員さんのね、密度、率、

そういう分から考えれば、そこは何も維持しな

くても考えていける部分も逆に加味していくべ

きじゃないかなというふうにも思うんだけど、

そういったところが財政計画には反映していっ

て初めて実が伴っていくんじゃないかなと思う

んだけど、そこに対してはどうですか。 

○財政課長補佐（谷脇信博君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、谷脇財政課長

補佐。 

○財政課長補佐（谷脇信博君） はい。おっし

ゃるとおりでございまして、施策としまして、

まず人口が減らないようにするっていうのがま

ず八代市としては一つございます。そうなれ

ば、当然、職員数もその推移を保つかもしれま

せん。で、またおっしゃるように、１０年後１

万人減っていれば、それだけの職員は要らぬだ

ろうというお話も当然です。 

 私最後のほうに申しましたが、確実な歳入確

保も大事なんですが、やっぱ事業のスリム化と

いいますか、見直しとかすれば、――今は人を

減らすことが前提でずっと合併のときは協議が

ありました。でも、人だけ減らして何が起きた

かていいますと、もうあっぷあっぷする、結
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局、細部まで手が回らないような状態をつくっ

てしまいましたので、まず事務事業を見直し

て、事務事業がスリム化されて、組織がスリム

化されてっていうふうになってくれば、おのず

と人は減るだろうと。 

 ですから、そういうのが整ってきましたら、

またそのときには人間、職員数ですね、あたり

もまた新しい計画で出されますでしょうから、

そのときはそのときでまたその数値に置きかえ

た財政計画の更新を考えております。 

○委員（上村哲三君） はい、よかですか。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、上村委員。 

○委員（上村哲三君） 市の計画がね、人口減

らさないという目標のもとにやっていく。逆に

ふやすという目標でやってもろうてね、そして

今の効率をそのまま上げてくというような考え

方の中で財政計画組んでもらえば、一番よかこ

となんですよね。 

 ところが、現実的にはどうなのかと。例えば、

団塊の世代があと１２年から２０年の間でピー

クになりますね、計算上ね。ピークんなったと

きにですね、そんときには、確かに減る人も多

いんですよ、ね。 

 もう今極端な例が、山間部でやっぱ高齢化率

がね、５割近くなってきた場合にね、実質皆さ

んもいつも見とられるからわかると思うけど、

そういう事態はね、起きてくるし、実質、民生

費あたりはですね、その計算からすれば１５年

後はどうしたらいいのって、民生費で倍ぐらい

なるんじゃないかて。今実質７.何％毎年膨ら

んでいってるわけでしょう、ね。考えたら倍に

なりますよね。倍になったらどうなるのかとい

う心配があるわけですよ。もう限界があるわけ

だから、だから個人の負担がふえていった場合

どうなるのかって。 

 まあ、それまでには国がどうにかね、考えぬ

ばいかぬこともあって、おりてくる問題だろう

けど、やはりそこいらまでね、やっぱ今一番大

きいのがやっぱ高齢化率とこういう金がかかる

問題としてはですよ、誰が税金を払っているか

という話がね、一番大きくなってくると思うん

ですよ。だから、そのあたりをやっぱり十分加

味した上でのね、やはり――あくまでもこれは

ね、指針だからそれでいいんですけど、そこい

らもね、もうちょっと微に入り細に入りね。あ

なたたちは別に持ってるかもしれぬけど、そこ

んところをですね、十分反映した形で議会にも

示していただければありがたいなと思うんです

よ。 

 というのは、一番今から心配になることだと

いうふうに思ってるんですよ。この計画ん中で

指針として見してもらったのではですね、再建

団体にはならないていうことだからね、そこん

部分は安定したけど、本当にそうなのかなてい

うちょっと一抹の不安もね、覚えるもんだから。

うん、あんまりよ過ぎてね。びっくり、見た目

に、これこんなによくなるとは思わなかった。 

 僕は平成２０年ぐらいに一般質問して、ほら、

実質八代市の市民の負担は今、借金は幾らある

のかというのを尋ねましたね。あんとき、ぎり

ぎりまでいって、今実質は３０万円ぐらいしか

なかったっですよね。平成２０年ぐらいね、調

べて。ただ、起債自体はもっと金額が太かった

からですね、あんときには。でも実質は、いろ

んな補助事業や過疎債だ辺地債だ合併特例債だ

というのを使ってきてるからね、上手にやって

るからそれぐらいの負担にしかなってなかった

と。 

 そういうのも実質はどうなってくるのかなと

いうのも、こん中にね、記載事項ん中にね、そ

の詳細がわかればと思ったもんだから、いろい

ろ尋ねたんですよ。 

 まあ機会があるときにまた勉強させてもらっ

てということで、意見だけでも聞いといていた

だければ。（財政課長佐藤圭太君｢はい」と呼

ぶ） 
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○委員（橋本幸一君） 私もよろしいです、委

員長。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、橋本委員。 

○委員（橋本幸一君） ちょっと私、最初聞き

忘れて。これは、固定資産税の税率はやっぱ

１.５で出しとるわけですか。（財政課長補佐

谷脇信博君「はい、１.５のまま――あっ、済

みません」と呼ぶ） 

○委員長（福嶋安徳君） はい、佐藤財政課

長。 

○財政課長（佐藤圭太君） はい。固定資産税

率につきましては、今の１.５。（委員橋本幸

一君「１.５でずっとして」と呼ぶ）はい。見

込んでます。 

○委員長（福嶋安徳君） 橋本委員。 

○委員（橋本幸一君） で、今、平成１７年度

の合併時の協議の中で財政計画大分議論され

て、その中で見てみれば、結構推移としては歳

入の部分についてはいい方向で、計画よりいい

かなという感じで。歳出部分でやっぱちょっと

見込み違いっていうのが、やっぱ扶助費、それ

から投資的経費。私はそれ、恐らく今学校耐震

が始まったし、その分がかなりよざんに要った

っていうような、その要素があるて思うとで

す。 

 それから、これからの流れ見たとき、当然や

っぱ確かに厳しく見ていかぬといかぬとは、こ

れはもう当然のことで、今言われたようにスリ

ム化してアウトソーシング、やっぱそれしなが

ら支出をいかに減らしていく、これはもう当然

なことであって。 

 ただやっぱり、この投資的経費のこの部分

の、ちょっと私がわからぬでですね。補助、単

独をあと合算でっていうことは、結局、単独の

平成２５年度の、――これは幾らか、８８億

か、この部分はもうごっそりなくなるっていう

ような感覚で見ていいわけですか。 

○財政課長補佐（谷脇信博君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、谷脇財政課長

補佐。 

○財政課長補佐（谷脇信博君） はい。こちら

の補助、単独のとこで、単独事業に斜線を引い

とるもんですから、補助のほうに片寄せして。

（委員橋本幸一君｢合算て言われとった」と呼

ぶ）合算、はい。なんですが、これは八代市合

併しまして、ずっとこれまでの決算と推移をと

ってきました。 

 で、一つの何か大きな枠といいますか、例え

ば１００億の事業をするならば、工事、建設を

するならば、大体１３億ぐらいが国から来るよ

ねと、で、県から７億ぐらい来るよね、で、３

０億ぐらいが起債ですよねっていうのが、おお

むねもうマクロで見ると出てくるもんですか

ら、その数字を使わせていただいて、歳入のほ

う、――こちらで歳出のほうで５０億と打った

ら、ちゃんと歳入のほうではその割合で国・県

の補助金が来て、そして起債を借って、その起

債の中でも大体合併してこの方の起債の割合、

例えば合併特例債はその中の何割っていうのを

全部出して。その計算でこの計画のほうはつく

らせていただきました。 

 非常に、だけんマクロで見にくい部分になっ

ておりますが、一応そういう形になります。

（委員橋本幸一君「何か、だからやり方がこっ

から変わったちゅうことでよかわけですね」と

呼ぶ）そうです、平成２６年からは見えないと

いうことで。（委員橋本幸一君「計算の仕方が

ですね」と呼ぶ）はい。そういうことでしてお

ります。（委員橋本幸一君「合算って言われた

から、ごっそりここ抜けるとかなと私は思って

ですね」と呼ぶ）失礼しました。（｢こうして

真ん中に書けばよかったったい、２６年以降」

と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） 橋本委員。 

○委員（橋本幸一君） ただ、やはり最初、合

併当時あれだけ厳しく厳しくやっとって、大
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分、次長も抵抗しながらやんなったって私はも

う記憶あっとですが、そういう視点でですね、

やっていくことは私は重要なことと思います。

それが、最後の基金がこれだけには恐らくなら

ぬて思いますが、今のあれでいけば。はい。ぜ

ひ頑張ってください。 

○委員（中山諭扶哉君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、中山委員。 

○委員（中山諭扶哉君） はい。私もですね、

やっぱり今から支えていく立場として、非常に

ですね、これ見ると不安でですね。やっぱり２

０２５年ぐらいが社会福祉費が一番膨らむだろ

うと、そういうふうに言われとる中でですね、

この３５年度の２億３０００万の基金しか残ら

ないていうことが物すごく不安なんですけど。

その後、できれば５年ぐらい追加で書かれない

と、実際私たちとしては、物すごですね、これ

見るともう真っ暗になってしまいますんで。 

○委員（橋本幸一君） まあ確かに、今言うた

のは――あっ、よろしいですか。（笑声） 

○委員長（福嶋安徳君） はい、橋本委員。 

○委員（橋本幸一君） 合併時の、１７年度に

合併したときの新市建設計画での平成２５年度

基金の残高が、そんときは３１億しかない。そ

れが今やっぱ約１００億ぐらいっていう、やっ

ぱそういう。 

 それは何かっていうと、やっぱ厳しく厳しく

見たから、やっぱこういう結果があったちゅう

ことで、やっぱり将来的には私は厳しく見てい

かぬといい結果は出ないという、真っ暗な中に

光を見つけていかなければならないという、そ

ういう思いで今、（委員中山諭扶哉君｢はい」

と呼ぶ）はい、発言したことを。 

○委員（中山諭扶哉君） ありがとうございま

す。だからですね、もうちょっとスパンを長く

――はい。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、中山委員。 

○委員（中山諭扶哉君） もうちょっとスパン

を長く考えていただきたいなと、あと５年ぐら

いプラスしていただければ、非常に先が見えて

くるんじゃないかなと思いますんで、よろしく

お願いします。 

○委員（橋本幸一君） あの。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、橋本委員。 

○委員（橋本幸一君） さっき言ったようにで

すね、やっぱり固定資産税の部分も税収ってい

う考えていったとき、投資的経費っていうの

は、将来的にやっぱどういうことをやれば税収

が伸んでいくかって、やっぱそういうこともや

っぱ十分踏まえた予算配分をこれからしていか

なければ、ただばらまきみたいに従来どおりの

じゃなくて、やっぱり傾斜配分していくと、や

っぱそういう視点でこれから予算の配分ってい

うことをやっていただきたい。そうすれば、光

が見えてくると私は思います。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、いいですか。

（｢はい」と呼ぶ者あり） 

○委員（島田一已君） はい。ちょっと最後、

そんならいいですか。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、島田委員。 

○委員（島田一已君） 市税のほうですけど

も、２５年度から３５年度を見ますと、これ２

億ですかね、増ですかね、これ。１３８億ぐら

いから１４０億ぐらいになってますよね。先ほ

ど上村委員さんからもおっしゃったとおり、毎

年１０００人ずつ減っていく状況の中で、市税

がこんなにふえるのかなと。（｢景気のような

りゃよ」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） はい、谷脇財政課長

補佐。 

○財政課長補佐（谷脇信博君） はい。済みま

せん、最後のほうにありますこのＡ４判の小さ

い紙をちょっとごらんいただいてよろしいでし

ょうか。 

 １枚目は、ほぼもう決算、決算、決算という

ことで、合併してからずっとこの方の決算を書
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いております。 

 実際ここ近年、国の補正あたりが多くて議会

にも大分御迷惑をおかけしましたけども、農業

所得が伸びていると、ていうのもあります。そ

れがずっと続くものとは捉えてはおりません

が、そういうふうな個人所得の伸びの傾向、そ

れともう一つは、法人あたりが景気回復を担っ

て設備投資をする、設備投資をすれば当然、償

却資産が出てくるっていうので、ただ乱暴に大

きくは見込んでおりません。 

 というのが、どんなピークを見ても過去１０

年間の最高値を超えないように見込んで、大き

な数字の波みたいなので見込ませていただいて

おりますので、２億ほど伸びとりますが、その

上での２億ほどの伸びということになります。 

 当然、固定資産税につきましては、評価がえ

というのが３年に１回まいります。あのたんび

に八代市は大体トータルで２億ぐらいごんと調

定が落ちるものですから、その分も当然考え

て、平成２７年のとこに、茶色く塗って三角２

億とありますが、これがその影響、それが３年

ぐらい続く。と、１ページめくりますと、３０

年にはまた２億ふえるからということで４億と

いうことにして、そこを減らすていうふうなこ

とをしながら、一応こちらのほうは見込ませて

いただきました。（委員島田一已君「はい、あ

りがとうございました。いいです」と呼ぶ） 

○委員長（福嶋安徳君） はい。ほかにありま

せんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） はい。（｢またやろ

うよ」と呼ぶ者あり）また次の機会に考えまし

ょう。（｢またやろう」と呼ぶ者あり）はい。 

 それでは、ないようでございましたら、以上

で財政計画についてを終了いたします。（｢あ

りがとうございました」と呼ぶ者あり） 

 はい、小会します。 

（午後５時３３分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後５時３３分 本会） 

○委員長（福嶋安徳君） はい。それでは、し

ばらくでございますので本会に戻します。 

 そのほか、当委員会の所管事務調査について

何かございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） なければ、以上で所

管事務調査２件についての調査を終了いたしま

す。 

○委員長（福嶋安徳君） 次に、閉会中の継続

審査及び調査の件についてお諮りいたします。 

 所管事務調査２件及び請願２件については、

なお審査及び調査を要すると思いますので、引

き続き閉会中の継続審査及び調査の申し出をい

たしたいと思いますが、これに御異議ありませ

んか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 以上で本日の委員会の日程は全て終了いたし

ました。 

 これをもって、総務委員会を散会いたします。 

（午後５時３４分 閉会） 
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